
平成17年 5 月15日発行　（毎月 1回15日発行）　昭和60年11月28日　第三種郵便物認可　　ISSN 0915－3489鳥取県医師会報　臨時号　平成17年 5 月15日発行　（毎月 1回15日発行）　昭和60年11月28日　第三種郵便物認可 

URL：http://www.tottori.med.or.jp/

第166回・第167回・第168回
県医師会代議員会議事録

　平成15年度決算及び平成17年度事業計画・予算等については、既報のとおり第167回

臨時代議員会（16.８.７）と第168回定例代議員会（17.２.26）において、原案どおり承

認可決されました。 

　 

　本号は、代議員会議事録及び決定事項の詳細を臨時号として掲載したものである。 
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第１６６回鳥取県医師会（臨時）代議員会議事録

１．開 催 の 期 日
平成１６年６月１９日（土）

午後３時～午後３時２０分

２．開 催 の 場 所
鳥取県医師会館 鳥取市戎町

３．代議員の総数
４３名

４．出席代議員数
３３名

５．出席の役員等
長田会長、岡本・野島両副会長

富長・渡辺・天野・神鳥・宮�各常任理事

栗原・石田・宮川・吉田・阿部各理事、岸

田・吉中両監事

入江顧問

６．顧 問 委 嘱
笠木慶治先生（元会長）、入江宏一先生（前

会長）

７．会 議 の 状 況
〈宮�常任理事〉

失礼致します。私、庶務担当常任理事の宮

�でございます。

本日の代議員会は、代議員の改選後初めて

の代議員会でございますので、議長及び副議

長が決まっておりません。定款施行細則第３１

条第２項の規定によりますと、代議員の中か

ら年長者の方を仮議長に選任することとなっ

ております。その規程に従いまして、４０番・

岡空謙之輔代議員を仮議長にお願いしたいと

思いますが、いかがでございましょうか。

［「異議なし」「拍手」］

ありがとうございます。それでは、岡空先

生、議長席にご登壇下さい。

〈岡空仮議長〉
ご指名いただきました岡空でございます。

１０数年ぶりに向こう側からこっちを向いて

座った途端に年長者の部類に入れられまして、

年の経つのは早いものだとびっくりした次第

でございます。何はともあれ仮議長というこ

とでございますので、しばらくの間、仮議長

を務めさせていただきます。よろしくお願い

致します。

それでは、ただいまから第１６６回鳥取県医

師会（臨時〉代議員会を開会致します。

まず、事務局より資格確認をお願い致しま

す。

〈谷口事務局長〉
資格確認のご報告を申し上げます。代議員

総数は、会員数の増加に伴いまして、本年４

月から１名増員となりまして４３名でございま

す。これに対しまして、本日、受付されまし

た代議員の先生方は３３名でございます。従い

まして、過半数の出席でございます。以上、

ご報告致します。

〈岡空仮議長〉
過半数のご出席ということでございますの

で、会議は成立致します。

次に議事録署名人の選出でございます。議

長にご一任願えますか。

［「異議なし」］

それでは、１０番・谷口昌弘代議員、２０番・

池田宣之代議員のお二方にお願い致します。

それでは、議長及び副議長の選挙を行いま

す。定款施行細則第３１条の規定によりますと、

代議員会の議長及び副議長は、代議員の選挙

後、最初に開かれる代議員会において代議員

の互選によることになっております。

ただいままでに、文書等をもちまして立候

補を表明された代議員はございません。ここ

で、立候補される方がございましたら、お願

い致します。

〈１番：米本代議員〉
１番、米本ですが、私は議長に立候補致し

ます。

〈岡空仮議長〉
ただいま１番、米本哲人代議員から立候補

の表明がございました。その他に立候補を表

明される方はございませんか。ございました

ら挙手をお願いします。

ないようでございますので、米本哲人代議

員を議長当選人と決定することにご異議ござ

いませんか。

［「異議なし」「拍手」］

ご異議がないものと認めまして、米本哲人

代議員を議長当選人と決定致します。

〈岡空仮議長〉
議長が決まりましたので、以上をもちまし

て、仮議長の任務を終らせていただくことと
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致します。ご協力大変ありがとうございまし

た。感謝申し上げます。

それでは、米本代議員、議長席の方へ来て

いただき、ご挨拶をお願い致します。

［「岡空仮議長退席」］

〈米本議長〉
ただいま、議長に選任いただきました米本

でございます。岡空先生、どうもありがとう

ございました。

少し、話をさせていだだきますが、長田執

行部が誕生致しました４年前から私は議長を

務めさせてもらっておりまして、４年間やら

せていただき、もうそろそろと思っておりま

したが、ただひとつこなれの悪い事がござい

まして、いろいろ考えてみましたら、私の会

の運営のまずさで特に今日は欠席ですが、細

田代議員とのバトルが結構あったものですか

ら、どうもその辺を少しきちんとしてやめた

いなという気があり、いろいろとなぜそう

なったのか考えてみました。結局、時間が足

りなかったということです。事務局の方に今

後は１０分から１５分長く出来ないかと申し込み

ましたところ、時間延長の確約が出来ました

ので、バトルのない爽やかな代議員会を運営

していきたいという考えで立候補させていた

だいたところでございます。当選させていた

だき、誠にありがたく思っておりますので、

今後ともよろしくお願い致します。

〈米本議長〉
それでは、引き続きまして、副議長の選挙

を行います。

ただいままでに、文書等をもちまして立候

補を表明された代議員の方はございません。

ここで、立候補される方はございませんか。

〈１８番：伊藤代議員〉
１８番、伊藤ですが、私が副議長に立候補致

します。

〈米本議長〉
ただいま１８番、伊藤文利代議員から立候補

の表明がございました。その他に立候補を表

明される方はございませんか。

ないようでございますので、伊藤文利代議

員を副議長当選人と決定することにご異議ご

ざいませんか。

［「異議なし」「拍手」］

ご異議がないものと認めまして、伊藤文利

代議員を副議長当選人と決定致します。

それでは、伊藤副議長、ひとこと、ご挨拶

をお願い致します。

〈伊藤副議長〉
この場で失礼します。爽やかな代議員会に

なるよう米本議長を助けてと言うと少しオー

バーになりますが、一緒になって、風通しの

いい代議員会になるように心掛けたいと思い

ます。どうか皆様、よろしくお願い致します。

〈米本議長〉
どうもありがとうございました。伊藤副議

長、よろしくお願い致します。

それでは、議長と副議長が決まりましたと

ころで、日程に従いまして、「会長挨拶」を

お願い致します。長田会長、お願い致します。

〈長田会長〉
長田でございます。ただいま、新しい議長

さん並びに副議長さんが誕生致しまして、爽

やかな代議員会をということで、これは執行

部にとりましても、望むべきことだと思いま

す。よろしくお願い致します。

今日は、第１６６回臨時代議員会でございま

す。大変ご多忙のなか、集まっていただきま

して、本当にありがとうございました。本日

の議題は、先程の正副議長の選出ではござい

ますが、まず、所信の一端を述べまして、ご

挨拶に代えたいと思います。

本年２月の代議員会におきまして、お認め

いただきましたが、平成１６年度事業計画は５

項目を柱として挙げております。今回は日医

の執行部が大きく変わったということ、そし

て新方針が出されつつあるということを踏ま

えまして、昨年から少しずつ進めて参ってお

ります会内、また会外のいろいろな関係諸団

体との関わり方などについて大きく事業の見

直しを行いながら、さらに新たな視点をもっ

て考えてみたいと思っておりますので、よろ

しくご協議、ご協力をお願いします。

昨年度は、県が情報化に対する新たな取り

組みということで方針を出してきましたので、

早速、医師会としてもこういう問題は慣れた

方に集まっていただいて協議していただいた

らどうかということで、プロジェクト委員会

をつくりました。早速１年間検討の末、この

間答申を得まして、すでに会報に発表してお

ります。会報に発表するだけではなく、県の
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担当課に早速これを持って行きまして、医師

会というのはこういうことを考えている、と

いうことを示しながら、県政に役立てていた

だくようにお願いしたところでございます。

また、今年は「職業倫理・自浄作用活性化

委員会」を立ち上げました。自浄作用活性化

委員会につきましては、全国各県に設置する

ように新しい会長も望んでおります。望まれ

る前に私どもはこれを早速立ち上げておった

ようなことでございます。さらに「禁煙対策

委員会」、あるいはいわゆる救急のことでご

ざいますが「ACLS委員会」、あるいは新医

師研修制度などを踏まえた新しい検討委員会

をすでに開いて、積極的な意欲をもって医師

会活動が出来る組織運営を目指したいと思い、

皆さんの協力を得つつ、進めているところで

あります。

また、会外の問題につきましては、単にそ

の名を連ねるだけの関わり方であってはなら

ない。医師会長が役職だからといってたくさ

んの会に出て何もしゃべらずに居たのではつ

まらない。いらないのは消していただき、活

きるのは活かしていこうという姿勢で関わり

合おうと思っております。例えば、学校医部

会も去年から少し新しく動き出しました。で

すから、学校保健会の会長を私は兼ねており

ますけれども、その連携を充分考えながら教

育委員会などと関わり合っていきたいなとい

うことで、すでに新しい理事にも入っていた

だきながら、考えているところでございます。

いろいろ教育施設もございまして、現場では

いろいろな問題が起きております。やはり医

師が関わり合わなければならない問題が非常

に多いので、ただ医師会というより、むしろ

実力のある本当の担当の方に入ってもらって、

これを進めていったらどうかと思っておりま

す。また、国際交流財団などの会議もござい

ます。これもただ医師会長が理事に名を連ね

ているだけではだめでありますので、実力の

ある理事に入っていただいて動き出しており

ます。保健事業団、あるいは厚生年金基金、

労働局、産業保健推進センター、あるいは支

払基金、介護関係など、いろいろ会が非常に

多く、そのような会をいちいちこなしていっ

たのでは何も出来ないと思います。このよう

な視野にたって対外的問題に対処してゆきた

いと考えますので、ご賛同を得たいと思って

いるところでございます。

今年は８月に日医臨時代議員会がございま

す。そこでは補正予算が組まれるということ

を聞いております。これは日医総研などのこ

とを踏まえた問題だと思っておりますが、こ

の間行われました医師会長会議も大変にぎや

かで、これだけいろいろな意見が出たことは

なかったと私は思っております。そういう意

味におきましては、我々も地方というよりむ

しろ中四国を代表してでも物を言っていこう

かなと思っておりますので、よろしくご協力

の程、お願いします。

代議員会のあり方として、透明性のあると

いいますか、あるいは代議員会も非常にクリ

アーであるべきだと議長さんが言われました

けれど、私は徹夜でやってもいいと思ってい

るくらいで、あまり意見が出ないから自分が

少し出してやるといった、座興的なものでは

だめだと考えます。どんどん出していただき、

我々もそれによって動けば、効果が上がるの

ではないか。まずは、地域を一番基本と致し

まして、それを県がサポートする。そして日

医にもまた、これを提言していくという、そ

ういう形式をさらにこれから強めたいと思っ

ております。

いろいろございますが、長くなりますので、

まずは組織を充実する、そして皆が参加して

いただく、参加して創り上げていただく、医

師会報が配られても袋を開けないようなこと

があってはならないし、今、研修医さんも会

費を無料にしてでも入っていただこう、など

など、いろいろ考えているところであります。

よろしくその意義を理解していただきまして、

今後の活動にご協力願えたらと思っておりま

す。よろしくお願い致します。以上、御挨拶

に代えます。ありがとうございました。

〈米本議長〉
どうもありがとうございました。ただいま

の会長挨拶につきまして、ご発言を求められ

る方はございませんでしょうか。

ないようですので、次に議事に入ります。

７番の顧問委嘱についてご説明をお願い致し

ます。

〈米本議長〉
それでは、７番に入らせていただきます。
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ご提案お願い致します。

〈長田会長〉
定款第１８条によりますと、「顧問は代議員

会の議決を経て、会長が委嘱する」と規程さ

れております。そこで、元会長、笠木慶治先

生、それから前会長、入江宏一先生を顧問と

してご委嘱申し上げたいと思いますので、よ

ろしくご審議をお願い致します。

〈米本議長〉
ただいまのご提案につきまして、何かご意

見はございませんか。

［「異議なし」］

ないようでございますので、この提案どお

り、元会長の笠木慶治先生と前会長の入江宏

一先生を顧問としてご委嘱申し上げるという

ことに決定してよろしいでしょうか。

［「拍手」］

ありがとうございました。ではそのように

させていただきます。

これで本日の議事は全部終了しましたが、

何か会務全般に関しまして、ご質問、ご意見

がございましたら、ご発言下さい。どなたか

ございませんでしょうか。

〈米本議長〉
ないようでございますので、以上をもちま

して第１６６回鳥取県医師会（臨時）代議員会

を閉会致します。本日はどうもありがとうご

ざいました。

［「拍手」］

［午後３時２０分閉会］

［議 長］ 米 本 哲 人 印

［署名人］ 谷 口 昌 弘 印

［署名人］ 池 田 宣 之 印
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第１６６回鳥取県医師会（臨時）代議員会次第

日 時 平成１６年６月１９日（土） 午後３時００分

場 所 鳥取県医師会館 鳥取市戎町

１ 開 会

２ 仮 議 長 選 出

３ 資 格 確 認

４ 議事録署名人選出

５ 選 挙

� 議 長

� 副議長

６ 会 長 挨 拶

７ 顧 問 委 嘱

８ 閉 会

第１６６回鳥取県医師会（臨時）代議員会名簿

番 号 地 区 氏 名 番 号 地 区 氏 名

１ 東 部 米 本 哲 人 ２３ 〃 安 梅 正 則

２ 〃 板 倉 和 資 ２４ 〃 清 水 正 人

３ 〃 生 駒 義 人 ２５ 西 部 魚 谷 純

４ 〃 乾 俊 彦 ２６ 〃 細 田 庸 夫

５ 〃 森 英 俊 ２７ 〃 作 野 嘉 信

６ 〃 梅 澤 潤 一 ２８ 〃 小 竹 寛

７ 〃 加 藤 大 司 ２９ 〃 中 曽 庸 博

８ 〃 瀬 川 謙 一 ３０ 〃 野 坂 美 仁

９ 〃 田 中 香 寿 子 ３１ 〃 山 内 教 宏

１０ 〃 谷 口 昌 弘 ３２ 〃 山 本 仁

１１ 〃 谷 口 玲 子 ３３ 〃 宝 意 規 嗣

１２ 〃 寺 岡 均 ３４ 〃 大 濱 満

１３ 〃 中 島 公 和 ３５ 〃 都 田 裕 之

１４ 〃 福 島 明 ３６ 〃 松 本 行 雄

１５ 〃 松 浦 喜 房 ３７ 〃 細 田 明 秀

１６ 〃 三 宅 茂 樹 ３８ 〃 岡 � 幸 男

１７ 〃 山 下 裕 ３９ 〃 岡 空 輝 夫

１８ 中 部 伊 藤 文 利 ４０ 〃 岡 空 謙 之 輔

１９ 〃 森 尾 泰 夫 ４１ 大 学 井 藤 久 雄

２０ 〃 池 田 宣 之 ４２ 〃 大 浜 栄 作

２１ 〃 松 田 隆 ４３ 〃 大 野 耕 策

２２ 〃 引 田 亨
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第１６７回鳥取県医師会（臨時）代議員会議事録

１．開 催 の 期 日
平成１６年８月７日（土）

午後４時３０分～午後５時５５分

２．開 催 の 場 所
米子全日空ホテル 米子市久米町

３．代議員の総数
４３名

４．出席代議員数
３３名

５．出席の役員等
長田会長、岡本・野島両副会長

富長・渡辺・天野・神鳥・宮�各常任理事

栗原・石田・宮川・明穂・阿部各理事、

岸田・吉中両監事

６．議 決 事 項
以下の６議案についていずれも原案通り可

決承認した。

第１号議案 平成１５年度鳥取県医師会収入支

出決算承認について

第２号議案 平成１５年度鳥取県医師会共済会

収支決算承認について

第３号議案 平成１５年度鳥取県健康会館建築

特別会計収支決算承認について

第４号議案 平成１５年度鳥取県医師会生命保

険特別会計収支決算承認につい

て

第５号議案 鳥取県医師会会費賦課徴収規則

の一部改正について

第６号議案 平成１６年度鳥取県医師会会費減

免申請承認について

７．会 議 の 状 況
〈米本議長〉

定刻を少し過ぎましたが、ただいまから第

１６７回鳥取県医師会臨時代議員会を開会致し

ます。まず、事務局より資格確認をお願い致

します。

〈谷口事務局長〉
資格確認のご報告を致します。代議員総数

は４３名でございます。これに対しまして、本

日、受付されました代議員の先生は３３名でご

ざいます。従いまして、過半数の出席でござ

います。以上、ご報告致します。

〈米本議長〉
ありがとうございました。過半数の出席で

すので、会議は成立致します。

次に議事録署名人の選出でございますが、

議長にご一任願えますか。

［異議なし］

それでは、１３番・中島公和代議員、３３番・

宝意規嗣代議員のお二方にお願い致します。

先程の医師国保組合会が少し延びまして、午

後４時３０分からスタートして６時までの９０分

間で代議員会を収めていきたいと思いますの

で、よろしくご協力下さいますようお願い致

します。日程に従いまして、「会長挨拶」を

お願い致します。長田会長、お願い致します。

〈長田会長〉
長田でございます。今日は大変暑いところ、

お集まりいただきましてありがとうございま

す。

今日の代議員会の目的は、平成１５年度収支

決算の承認と会費賦課徴収規則の一部改正、

及び平成１６年度会費減免申請の承認でござい

ます。慎重に審議のほど、お願い致します。

せっかくの機会でございますので、時間も

迫っているようでございますけれども、一言

だけご挨拶を申し上げます。

実は、この間の火曜日、日医の各都道府県

会長会議がございまして、私、事務局と一緒

に出席してまいりました。植松執行部になり

ましてどういうことが変わったかということ

も各県会長の関心事でもございますし、次々

出てくるいろいろな施策というものに対して、

批判なり、あるいは賛成なり、立ち止まって

話をしていても、いろんな意見が出るわけで

ございます。

それと、この間、選挙がありまして、我々

の方から代表を出すことができました。これ

については皆さんよく頑張っていただいてあ

りがたかったというお言葉もございました。

この選挙は丁度執行部が替わった時であり、

医師会というものを考え直すいい時期ではな

かったかと思っております。

ここで選挙の話と一緒にしては何でござい

ますけれども、医師が今どういう立場に置か

れているのか、広報が下手だとか、こっちは

一生懸命頑張っているのに患者さんはわかっ

てくれないとか、医師のあり方に関しての話
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題が多くなりました。これからは医師を職業

としてやっていく限り、どういう環境づくり

をして、どういうふうに理解を得ながらいく

のがいいだろうか、そして視点をどこに置い

たらいいのかなどとともかくも、広い立場に

立って考えていかなければならないというこ

とを、基本的つくづく感じつつ会務にあたっ

ている昨今であります。

植松会長が言われるには、国民の同意を得

ながら進まないとこれからの医師会は進めな

いよというのが基本的な論点であるとうけと

めていますけれども、では、どういう方法で

国民の合意を得て、医師会あるいは医師が進

むのか、どういう方法でやっていくのかとい

うことを、みんなで考えていかなければいけ

ないのではないかと思うのです。

先程の医師国保組合会の中で、例えば組合

をうまく進めていくために、自家診療という

制度をよくよく検討を重ねた上で進めようと

する。そうすると、そこに出てくるのは、今

まで組合員でなかった方を自分の扶養に入れ

て、他の病院でも診てもらっているのに、自

分のところで診たようなレセプトの項目がた

くさん出てくる。こんなことを言っては大変

失礼かもわかりませんが、医者の悪いエゴと

いうものがどこかにまだあるのではないかと

疑いたくなる。こういう場所で言っていいか

どうかわからないのですけれども、こういう

ことはとにかく避けられねばならないことだ

と私は思った次第でございます。

後でご質問の項目が出ておりますが、代議

員となっていただいた方は、どんどん意見を

言っていただく。どうしたらこれから医師が

生きていけるのか、どういう環境づくりをし

てゆくべきか、皆さん共々考えてゆきたい。

従って意見をどんどん出していただかなけれ

ばいけないと思う次第であります。

昔、ある委員の方から、代議員会でだれも

物を言わないので、これはけしからぬから私

がひとつ出してやろうという言葉がございま

したけれども、本当に皆さんどうぞ前もって

いろんな意見を出していただいて、ともに考

えていく。そして、新しい視点でどんな環境

をつくっていけばいいのかを、皆さんと一緒

に考えたいと思うのであります。

長くなりますので細かいことは後の議論の

中でまた申し上げますけれども、この間の医

師会長会議に出たことはそういうことと、日

医総研はどうあるべきか、医師が偏在してい

るのではないかなどという質問が出されまし

た。また最後に、８月３日の例の経済諮問会

議の報告がございました。その中には医師の

存在というものを無視した、いわゆる株式会

社参入、混合診療取り入れがどんどん進みか

けていて、それについ乗ってしまうような医

師、あるいは地区医師会も現れるかもしれな

いという話が出ておりましたので、細かい報

告はまた話の中で申し上げますけれども、い

ろいろ悩みながらいい方向に持っていきたい

と思っております。

話が長くなりますので、これで失礼します。

どうぞよろしくご審議の程、お願い致します。

ありがとうございました。

［拍手］

〈米本議長〉
どうもありがとうございました。ただいま

の会長挨拶につきまして、どなたかご発言、

ご意見はございませんでしょうか。ございま

したら、ご遠慮なくお願い致します。

ないようでございますので、日程に従いま

して、５番の「議事」に入ります。

第１号議案『平成１５年度鳥取県医師会収入

支出決算承認について』を上程致します。執

行部のご説明をお願い致します。神鳥常任理

事、お願い致します。

〈神鳥常任理事〉
［資料「議案書」を説明］

〈米本議長〉
ありがとうございました。ここで監事から

監査報告をお願い致します。岸田監事、お願

い致します。

〈岸田監事〉
監事の岸田でございます。去る７月８日、

吉中監事と共に県医師会館におきまして、会

計監査を行いましたので、その結果をご報告

致します。

平成１５年度一般会計収支決算書につきまし

て、関係諸帳簿並びに証憑書類等を照合し、

慎重に監査致しました結果、適正であること

を認めましたので、結果をご報告致します。

以上でございます。
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〈米本議長〉
ありがとうございました。ここで、決算に

関する質問の他に、会務全般にわたっての質

疑を行います。

昨日までにすでに２つ質問が届いておりま

すので、そちらを先に取り上げます。質問内

容はお手元に配付されていますので、質問者

は要領よく質問をしていただきたいと思いま

す。最初に３４番・大濱代議員にお願い致しま

す。

〈３４番：大濱代議員〉
今年の１月に、厚労省老健局長の諮問機関

であります高齢者リハビリテーション研究会

が答申を出しました。データとしては、ほと

んど島根県のデータに基づいて出しているわ

けです。その中で、要支援とか要介護１の方

の介護保険下での介護度の悪化があり、その

結果として、リハビリテーションが非常に重

要であるというようなことを述べています。

介護保険におけるリハビリテーションという

のは、厚労省も言っていますけれども、結局

ケアマネジャーさんのレベルによってオー

ダーの有無が決まる。介護保険の例えば「訪

問リハビリテーション」を読みましても、「医

学的管理のもとでの」とか「医学的リハビリ

テーション」という言葉が必ずありますが、

医師のタッチするところはほとんどない。結

局、指示書の要望があれば出すというだけの

話で、そこが非常に問題ではないかと僕は思

います。

１つは、医療保険でも訪問リハビリテー

ションというのは認められているわけですけ

れども、介護保険があって医療保険がある人

は介護保険優先だと、これは介護保険と医療

保険の関係でそうなっているわけですけれど

も、そこで医師会として医師として今のリハ

ビリテーションをどういうふうにとらえるの

か。介護保険のこういうような結果が出てい

て、その答申の内容に対してどう考えている

のかということが１点。

それと、もう１つ、結局それのもとになっ

ている、医学的リハビリテーションと言いな

がら、医師がタッチできるところがなぜ非常

に少ないかということを考えましたら、そこ

に書いていますけれども、療養担当規則の中

の理学的療法というところが、いかにも投薬

や処置や手術に従属するような書き方がして

あります。厚労省老健局長の中村さんもここ

を指摘していましたけれども、やはりそこが

一番問題ではないのか。ここを何とか日本医

師会の方から上げていただきたい。といいま

すのは、２００５年に介護保険の見直しがあるし、

２００６年には介護保険、医療保険の見直しがあ

ることは決まっているわけです。それまでに

何とかここを「理学的療法を前置きで行うべ

きであろう」というような文言に変えていく

ということを、ぜひ鳥取県からも中央に上げ

ていただきたいということが今回のお話です。

〈米本議長〉
ありがとうございました。それでは執行部

の方からどうぞ。

〈長田会長〉
座ったまま失礼します。私が最初に一言だ

け言わせていただいて、あとは担当よりお答

えしたいと思います。

先生がおっしゃるようなリハビリの重要性

ですが、リハビリテーション科は一番新しく

できた標榜科目であると思っておりますし、

介護保険あるいは医療保険の間にあって埋没

するのではなくて、これからここがだんだん

注目されてくるであろうということは、我々

も予想しております。実際いろんな会に出て

話を聞いておりますと、そのような感じがし

て、先生の非常に高邁なご提言は大変ありが

たく頂戴して、何とか生かしていこうという

のが基本でございます。

実は、療養担当規則については、役員で早

速もう一遍見直しましたし、ご提言に関しま

しては、中村さんのお言葉がどういうところ

でどういうような格好で出たのかということ

もきちっとフォローした上で、今度日医でも

代議員会がございますので、これを我が県と

しても取り上げさせていただこうかなと思っ

ています。療養担当規則がどうのこうのとい

うことより、むしろ地域リハビリテーション、

あるいはリハビリテーションの今後の方向性

というものを、我々もきちっと見極めて対応

していかないと立ち遅れる。むしろ先生が

おっしゃった鳥取県が先頭に立ってでも展開

すべきだというご議論もありがたくいただい

て、何とか生かそうかと思っているところで

ございます。
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それでは、まず、保険担当の富長常任理事

からお答え致します。

〈富長常任理事〉
医療保険を担当しております富長でござい

ます。先程、会長の方からほぼ概略説明がご

ざいましたように、前向きに提案を受けて、

日医に提言していこうということでございま

す。

最初の問題でございますが、この質問の文

章だけからしますと、私、医療保険というこ

とに関係して、そちらのほうで考えておりま

したので、先程のご質問の中では介護保険と

の兼ね合いが入ってまいりますので、多少ず

れるかもしれません。療養担当規則がいつご

ろ制定されたかというのは確かめなかったの

ですけれども、恐らくそれが制定された時の

リハビリ、理学療法に対するとらえ方という

ところから、こういう表現になっているのだ

ろうと思います。しかし、最近では、ご指摘

のように理学療法というのが非常に重視され

てきておりますし、療養担当規則に書いてあ

りますような従属的なものということではな

くて、病態によっては第一義的に必要な病態

もあるであろうと思いますので、従来定めら

れた療養担当規則の内容が、最近では実情に

合わなくなってきているということであろう

かと思います。大濱先生のご指摘のとおりと

思いますので、そのようにとらえております。

ただ、質問の中で、医学的管理を継続して

リハビリを行うということと療養担当規則の

内容とが矛盾するというところが、私は

ちょっと理解できなくて、これ自体は矛盾し

ていないのではないかという気がしますが、

先程、介護保険のことをおっしゃいましたの

で、そういうとらえ方からしてちょっと合わ

ないということであろうかと思います。

それから、第２点でございますが、これも

先程、会長から回答がありましたとおりでご

ざいます。ただ、私は素人ですのでわかりま

せんけれども、医療保険ということから考え

ますと、療養担当規則の内容からして現在実

際に理学療法をやっていく場合に、それほど

支障になっている点はないのではないかとい

うことで、恐らく今まで余り問題にされてこ

なかったということではないかと思います。

ただ、実情にそぐわない内容であるというこ

とからしますと、やはりこれは療養担当規則

の方を改定していく必要があると思いますの

で、先程、会長がおっしゃいましたように、

日医に提言して厚労省に働きかけていただく

ということにしたいと思います。厚労省の方

からそう言っておりますので、恐らく改定さ

れるのだろうと思いますけれども、日医の方

からもまた指摘していただくようにしていき

たいと思います。

リハビリのことは余り詳しくありませんの

で、詳しい方、あるいは介護保険に詳しい方

でもし追加がありましたら、回答していただ

くことに致します。

〈野島副会長〉
大濱先生から、リハビリテーションに関す

る概念が大きく変わってきているということ

をご指摘いただきましたが、そのとおりだと

思います。介護保険の中で訪問リハビリテー

ションは主治医の先生が日常診療の中で、リ

ハビリが必要だとお思いの方に対して、オー

ダーを出されるということになっております

し、医療保険における訪問リハビリテーショ

ンにつきましても、当然病院なり施設の先生

が必要に応じてリハビリテーションの指示を

出されているということでありますけれども、

大濱先生のご指摘のように、ケアマネー

ジャーがケアプランをつくることによって、

医療のニーズが非常に制約されてしまってい

るという実態があるのも事実です。これにつ

きましては訪問看護も同様でありますので、

今後の介護保険の改正時に医療のニーズをど

のように私たちが要求していくべきか、その

方向性も考えていかなくてはならないと思っ

ています。

療養担当規則の改正のことで、厚労省の中

村さんが「日本医師会が療養担当規則の理学

療法部門の概念の改正を求めるべきだ」と

おっしゃったということでありますけれども、

私は療養担当規則というのは厚労省が決める

ものであると考えていますので、医師会が修

正を要求しないのはおかしいんじゃないかと

いう意見は了承しかねます。しかし、代議員

会での大濱先生のご指摘につきましては、前

向きに提案していきたいと思っております。

現在、個別リハ療法、集団リハ療法があり

ますけれども、これもかなり制約されていて、
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これだけ前向きに厚労省がリハビリテーショ

ンについて言うならば、今後この提案と同時

に、来年度に向かってのリハビリテーション

が現状の診療報酬の形態でいいのかというこ

とも、あわせて提言していかなくてはならな

いと思いますし、これにつきましては、リハ

ビリテーションに関係の深い整形外科の先生

方のご意見も聞きながら、医師会としては正

しい方向で提案していく必要があるというふ

うに考えております。

〈長田会長〉
この間、地域リハの協議会がございました

ので、委員の宮�常任理事からお願い致しま

す。

〈宮�常任理事〉
庶務担当常任理事の宮�です。座って失礼

します。

大濱先生、いつも啓蒙されるような質問を

いただきまして、ありがたいと思っておりま

す。

確かに療養担当規則というのは４０年ほど前

につくられた規則で、非常に古い規則のよう

でございまして、これを決定する機関という

のが、実は中医協のようだと聞いたことがあ

ります。ですから、厚労省の中医協委員の方、

それから日医の中医協委員の方も、恐らく大

濱先生の考えと同じような考えを持っておら

れると思いますので、その場で討論いただい

たら、すんなりと改正の方向に行くのではな

いかと思います。

もう１つ、これはちょっと関係ないかもし

れませんけれども、WHOが２００１年に採択し

たICFという国際障害分類の改訂版である国

際生活機能分類というものがございます。実

は２年前に大濱先生がこのICFの概念を我々

に示してお教え下さいました。これに沿って

リハビリテーションを表現しますと、リハビ

リテーションとは、ただ単に機能回復訓練だ

けではなくて、心身の障害を持っている方の

全人間的復権ということを理念として、潜在

能力を最大限に発揮してあげて、日常生活の

活力を高めて、家庭だとか社会の参加を可能

にし、それを支援することであると言えると

思います。いわゆる医療技術の一つのリハビ

リというだけではなくて、人間としての尊厳

を認めるというような部分も含めたことを療

養担当規則を改定する時に、付記していただ

いたらいいなと思って発言させていただきま

した。

〈長田会長〉
いろいろと言いましたけれども、実はこの

次の２９日に日医の代議員会がございます。こ

の議題を出すのには、ブロックでの調整がご

ざいますので、でき得れば１題加えていただ

けたらなということと、今度９月の初めに中

国四国医師会連合各種委員会と医学会がござ

います。その席で野中常任理事が日医の庶務

担当であり、また介護のご専門でもございま

すし、中医協に桜井副会長が出ておられます

ので、きちっと伝えたいと思います。時間

とって申し訳ございません。

〈３４番：大濱代議員〉
ありがとうございました。県医師会の考え

方というのは、僕が一番初めにICFのことを

言った時と比べたら、ここ最近ものすごい進

歩しているのにびっくりしました。僕の真意

はかなり伝わってきたと思いますけれども、

つい最近までハンセン病の患者さんがああい

うふうに収容されていたわけです。今はそれ

が社会の中で受け入れられている。これこそ

がリハビリテーションなのです。そこを僕た

ちは言っていかなければいけない。僕たち医

師が言っていかなければいけないポイントだ

と思います。

療養担当規則の問題もそうですが、こうい

う小さな問題も一番考えなくてはいけないの

はそこだと思うのです。宮�先生には非常に

感銘しましたけれども、そこを何とかせっか

く僕たちが超高齢化県にいるわけで、そこか

ら情報を中央に流していくというのは非常に

大事だと思いますので、よろしくお願いしま

す。

〈米本議長〉
よろしゅうございますか。それでは、事前

に出ています質問の第２番目を、３０番の野坂

代議員、簡単にお願いします。

〈３０番：野坂代議員〉
３０番の野坂です。２年の任期のまだ４カ月

しか経っていない時期にこういう質問をする

ことは失礼かと思いましたけれど、質問部分

を読ませていただきます。会長選挙のあり方

について、代議員制度やキャビネット制度を
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否定するものではありませんけれども、今春

の日医の会長選挙でも話題になったように、

一般会員が会長選挙に関してもっと関心を

持って積極的に関わっていくことが必要では

ないかと考えております。そうでなければ医

師会の団結もあり得ない。県医師会としてま

た２年後には医師会長選挙があるのですが、

この身近な会長選挙に一般会員がもっと関心

を持って積極的に関わることができるよう、

鳥取県医師会として何かできることはないか

ということについて、会長にご意見を聞きた

いなと思いまして質問させていただきました。

〈米本議長〉
ありがとうございました。では、会長、よ

ろしくお願いします。

〈長田会長〉
私の話のようでございますので、私がお答

え致します。

選挙制度というのは、医師会も長らくこう

いう制度で来てはおりますが、諸事万端、全

部見直しの時期にあることは事実でございま

して、例えば会報のあり方でも、もっともっ

とたくさん情報を流して、また皆さんの意見

も入れて変えていこうではないか。あるいは

学術団体としての鳥取医学雑誌でも、ちょっ

と形を変えてやろうではないか。同じ名簿で

もいろんな声があるから、それに対応して何

か変えようじゃないか。いろいろな思いです

べて改革しながら、会内のいろんな委員会あ

るいは部会のあり方も、今までどおりではい

けないのではないかということで、今度の改

定もその辺を考えながらやったり、対外委員

会、対外のいろんな県の会などの対応の仕方

も、もっと絞って重点的にやったらいいでは

ないかなど、いろんな思いで過ごしてきてお

ります。

従いまして、選挙制度ということについて

も、どんどん意見を出してもらって、全員投

票でも構わないし、そういう案があればどん

どん出していただくことが大事だと思ってお

りますが、今は基本的に代議員制度になって

おります。そうしたら、代議員会というもの

をもっともっと活性化すれば、それに代わる

ものができるのではないかという提案もござ

いました。このご提案を常任理事会で協議し

まして、いい方向に変えることは今さらどう

こう言うことでもない。総会をやって、そこ

で全員投票でできるものならそれもいい。た

だし、代議員というのは選ばれているのだか

ら、皆さんの意見をちゃんと自分の範囲内で

よく集約して、どんどん意見を持ってもらっ

て、そこで選ぶというのもさらにいいのでは

ないかという考え方もあるということでござ

います。

ですから、ここで私がどういう格好でご提

案するというより、皆さんここで意見を言っ

ていただいて、この間の医師連盟の会議では

全員に一言ずつ言ってもらったような経緯も

ございますので、いろんな形でご意見を集約

して今後の体制に備えたいと思います。答え

にならないかと思いますが、よろしくご審議

の程、お願い致します。

〈米本議長〉
よろしゅうございますでしょうか。では、

前もって提出されました質問は以上２題でご

ざいます。どなたか、その他ご質問がござい

ましたらお受け致します。決算だけでなくて、

いろんな全般的な会の運営に関してありませ

んか。

〈１９番：岡本代議員〉
先程、会長さんが言われましたので、つい

でに要望と対策があったら教えていただきた

いと思います。今、県でもあるいは国でも少

子化対策をやっておりますけれども、県の医

師会として具体的なものがあれば。それから、

我々がそれを要望していく場合にどこに要望

したらいいか、その辺のこともちょっとお聞

きしたいと思います。

〈長田会長〉
少子化対策の方は私が担当ということに

なっておりまして、実は今度の中国四国医師

会連合各種研究会での質問に広島から出てお

ります。おたくの県は少子化対策をどうな

さっていますかというものです。その答えを

書こうと思いましたが、少子化対策というの

はご存じのように目玉をどこに置いていいか

わからない。いわゆる生まれてからなのか生

まれるまでなのかということで、いろいろと

答えに困りましたので、私は逆に各県の情勢

をお聞かせ下さいと書きました。新聞にも出

ていますように、それだけ非常に難しい問題

だと思います。
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現在、母子保健協議会というのが県にござ

います。健対協の中に母子保健委員会がござ

います。それは健対課が扱っております。と

ころが子ども家庭課、障害福祉課、福祉保健

課など、県にもいろいろ数ありまして、少子

化対策のどんなことをやっているかというの

を県のホームページを見ていただきますと、

いろんな課が関わり合っています。どこも一

生懸命やっていると言うけれども、どれが一

番効果的なのか、私はまだわからない。です

から、ご意見があったら医師会に言っていた

だければ、協議会にかけるなり担当課に言う

なりしてやりますので、どんどん出して下さ

い。教えていただきたい。以上でございます。

〈岡本副会長〉
副会長の岡本です。私、感染症等を担当し

ております。恐らく岡本代議員がおっしゃい

ますのは、予防接種の広域化であったり、就

学前児童の医療保険での外来無料化かと思わ

れます。現在、各県それぞれ検討されている

ようです。私ども鳥取県医師会も県福祉保健

部との医療懇話会で、このことを議題にとり

あげましたが、この措置をするとその国保組

合は富裕組合と認識され、市町村国庫補助が

カットされることから、鳥取県の市町村は無

理ではないかということで中断しております。

先日、岡本代議員から、倉吉市はやると言っ

ているということで、ぜひそれを進めてくれ

という要望もございましたので、これから県

の福祉保健部等と十分相談していきたいと

思っております。

広域化に関しましては、もう１つ、今話を

進めておりますが、ただ市町村の合併等ござ

いますので少し遅れておりまして、この間も

お話し申し上げたのですが、平成１７年の頭か

らというのはちょっと難しいかなという情勢

でございます。

〈米本議長〉
よろしゅうございますか。他にどなたかご

ざいませんか。

〈７番：加藤代議員〉
７番の加藤ですが、質問でなくて何でもよ

ろしいですか。

〈米本議長〉
どうぞ。

〈７番：加藤代議員〉
これは私個人の１つの見解ですけれども、

今のお二人の質問、非常に興味深く聞かせて

いただきました。

最初の大濱先生のご質問ですが、それに対

する１つの見方ですが、先程も野島先生が

おっしゃいましたけれども、療養担当規則と

いうのは要するに行政当局が決めるものだと。

決めるからには当然医師も参加した諮問機関

があって、そこから出てくるわけですが、い

ずれにしても責任当事者は厚労省です。そう

いうことを考えると、大濱先生がおっしゃる

ように、老健局長がそういうことを指摘した

から、県医師会も日医もしっかりしないとい

けないじゃないかという考え方は、私は余り

にもお人好し過ぎると思うのです。大体老健

局長がそう考えられるのだったら、療養担当

規則が不備で、それに対して何で医師が黙っ

ているのだというようなことをおっしゃるの

だったら、責任当事者として当然そのことは

自分から改定されるべきではないでしょうか。

そういうことをしないでいて、何でおまえら

黙っているのだという考え方は非常に傲慢無

礼だと思う。しかも、そういう老健局長の

おっしゃることを後生大事にありがたがって、

大濱先生のように医師会もしっかりせよと言

われるのは、私はちょっと釈然とできません。

それが１つの見解です。

それともう１つは、野坂先生の会長選挙に

ついてのご質問です。確かに会長選挙という

のは、本来ならば当然立候補でなさるわけで

す。普通でしたら、立候補するからには自分

の主義主張なり、もし会長になったらやりた

い施策なり、そういうものを会員に問うて、

実際に投票されて選ばれるわけです。そうい

う点では、確かに地区医師会にしても県医師

会にしても、会長選に関しては実際にそうい

うことが一般会員に対して余り公表されませ

んので、その点は改善すべき点があると思い

ますけれども、今の会長選挙のあり方が何ら

か改善される。例えば、野坂先生はもっと一

般会員が関与できるようなあり方があればと

おっしゃいますけれども、これは今の議員制

度と一緒で、会長選挙なり首相なりが選ばれ

るのは、国会なりこういう代議員会で、代議

員もしくは国会議員が国民なり医師会員を代
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表しての投票権を代行するわけですから、こ

れはやむを得ないと思います。一般会員が直

接そこに関与するというのは、国民投票をす

るのと一緒で、現体制では無理でありますけ

れども、ただ、会長選挙を改めたら医師会は

もっと団結できるというのも、ちょっと単純

過ぎると私は思います。

問題なのは、例えば地区医師会でも県医師

会でも、総会に対して一般会員がどれだけ出

てこられるのか、皆さんそれをよく考えてみ

られるべきです。大体代議員会に残られた方

で、それに興味がある一般会員の方が少し参

加されて、それで総会が終わってしまいます。

そういうことを見れば、一般会員がいかに

医師会というものに対して無関心というか、

そういうことがやはり問題だと私は思います。

医師会の活動というのは、普段から「医師会

報」にきちんと書いてありますし、それぞれ

に工夫されていますから、わかっておられる

はずです。それで、それに対して問題があれ

ば、やはりそういう総会なりに出て、それぞ

れ要求されるべきことは要求されるべきです

が、そういうことが全然なされない。

だから、問題は会長選挙がどうのこうのと

いうことよりも、一般会員の方が無関心だと

いうことが根本的に医師会が団結できないと

いうことであろうと思います。それはもう

ちょっと言い方を変えれば、要するに医師と

いうものは皆さん一国一城意識が強いですか

ら、なかなか団結できない。いつもそうです

けれども、参議院なり衆議院なりいざ選挙と

なればなかなか団結できない。今回はとにか

く団結はできましたけれども、その辺を根本

的に考えないと、私はちょっと簡単過ぎるよ

うに思います。以上です。

〈米本議長〉
ありがとうございました。これは加藤代議

員のご意見として承っておけばよろしゅうご

ざいますか。

〈野島副会長〉
先程の加藤代議員のリハビリテーションの

ことについてだけお話しします。

私も加藤先生がおっしゃるように、療養担

当規則は厚労省が策定しているものですから、

厚労省がしっかりこういうことで提案すべき

だと思っています。小泉内閣が抜本的構造改

革をおしすすめ、低医療政策が実施されてき

ているわけですから、これからはそれに対し

ても意見を言っていかなくてはならないと思

います。

〈米本議長〉
どうもありがとうございました。他にご意

見ございませんでしょうか。

ないようでございますので、議案に対する

採決を行います。

第１号議案『平成１５年度鳥取県医師会収入

支出決算承認について』を原案通り承認され

る方の挙手を求めます。

［挙手多数］

「挙手多数」と認めます。従いまして、第

１号議案は原案通り承認されました。

続きまして、第２号議案『平成１５年度鳥取

県医師会共済会収支決算承認について』、第

３号議案『平成１５年度鳥取県健康会館建築特

別会計収支決算承認について』、第４号議案

『平成１５年度鳥取県医師会生命保険取扱特別

会計収支決算承認について』の３議案を一括

上程致します。執行部のご説明をお願いしま

す。神鳥常任理事。

〈神鳥常任理事〉
これより特別会計の３議案につきましてご

説明致します。

［資料「議案書」を説明］

〈米本議長〉
ありがとうございました。ここで、第２号

議案から第４号議案までの３議案の決算につ

いて、岸田監事から監査報告をお願い致しま

す。

〈岸田監事〉
先程の一般会計と合わせて、特別会計分を

去る７月８日、吉中監事と共に県医師会館に

おきまして会計監査を行いましたのでご報告

致します。

平成１５年度特別会計収支決算書並びに財産

目録につきまして、関係諸帳簿並びに証憑書

類等を照合し、慎重に監査を致しました結果、

適正であることを認めましたのでご報告申し

上げます。以上でございます。

〈米本議長〉
ありがとうございました。それでは、第２

号議案、第３号議案、第４号議案の３議案に

対しまして、ご質問、ご意見がございません
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か。

ないようでございますので、議案に対する

採決を行います。

第２号議案から第４号議案までの３議案を

原案通り承認・可決することに賛成の方は挙

手をお願い致します。

［挙手多数］

「挙手多数」と認めます。従いまして、第

２号議案から第４号議案までの３議案は原案

通り承認・可決されました。

続きまして、第５号議案『鳥取県医師会会

費賦課徴収規則の一部改正について』、第６

号議案『平成１６年度鳥取県医師会会費減免申

請承認について』の２議案を上程致します。

執行部のご説明をお願いします。神鳥常任理

事。

〈神鳥常任理事〉
ご説明致します。

［資料「議案書」を説明］

〈米本議長〉
ありがとうございました。

それでは、第５号議案、第６号議案に関し

まして、どなたかご質問、ご意見ございまし

たらお願いします。

〈３０番：野坂代議員〉
３０番、野坂です。事前に事務局長あてに

メールを送ってはおりましたけれども、研修

医の加入に関して異存はありません。勤務医

の先生方で県医師会に入っておられない先生

方への勧誘等についても、こういう形はとれ

ないのでしょうか。難しい事かもしれません

が、そういう部分での働きかけが少し足りな

いのでないかという気がします。いかがで

しょうか。

〈米本議長〉
会長、お願い致します。

〈長田会長〉
大学医師会のことが主だろうと思うのです

が、いわゆる助手以外の方が問題です。教授

でも１人だけ入っているところがあります。

それから、大変熱心な教授のところには医局

員がたくさん入っています。その辺のところ

で、やはり勤務医もたくさん入っていただき

たいという気はございます。

どういう働き方をしたらいいかというとこ

ろで、やはり病院でしたら科長がちゃんと医

師会に協力的になってもらうとかなり入って

いただけるようで、今、病院長が理事会にご

出席なさる状況をいろいろと見ておりますと、

理事になっていただいた先生のところはたく

さん入ってもらったりしております。そうい

う口コミでご勧誘申し上げることが大切で、

お金を下げてというところはどうかなという

気も致します。というのは、各学会に入って

いるので金が要ってかなわぬから医師会に払

うどころではない。では、入ってもらうため

に、うちは医賠責がある、もっと特典がある

と言ってみても、それに対してまずなかなか

ご理解が得られていない。いわゆる先程、加

藤先生がおっしゃった自分の意欲の問題、そ

の辺をどうしていくか、それは皆さんで考え

てほしいなと思っています。

現在のところ、今度の研修生と１年前の研

修生を無料にした。日医の方は今、新たなA

３会員制というのをつくる案が、今度の代議

員会に出るようでございます。また賠償保険

についても新しい提案があるようでございま

す。そういうようなことでございますので、

答えにならぬかもしれませんけれども、でき

るだけ入っていただきたいので、皆さんひと

つ勧誘していただけたらと思います。よろし

くお願いします。

〈米本議長〉
よろしゅうございますか。どうぞ。

〈渡辺常任理事〉
ただ今、会長がお答え致しましたが、勤務

医及び広報担当として追加してお答え致しま

す。

先程の野坂先生のご質問の趣旨は、私達に

とっても大変重要なテーマだと思います。会

長選挙を会員の医師会への関心を高める機会

にというようなことだと思うのですが、勤務

医の先生方の医師会に向けての関心は、確か

に今一つ低調であり、また、医師であっても

医師会員になっていない方々の中で、勤務医

がたくさんおられるということも承知してお

ります。

一応、私達としましては、今回、医師に

なって直ぐ医師会を知ってもらう意味で、研

修医が医師会に入会しやすくするために、会

費の減免を提案させていただきました。さら

に、すでに研修医を終わっている医師会未入
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会の先生方へ、医師会に向けて関心を深めて

いただくために、「勤務医の入会の手引」を

改訂の上、お配りする予定です。その中で、

医賠責保険をはじめとしてメリットを強調し

ておりますし、さらに、勤務医の先生方は従

来医師会は開業医の集まりのような印象をお

持ちの方が多かったように思いますので、医

療を通して地域の福祉に貢献する公益法人と

して、あるいは学術団体としての本来の目的

をあわせて、このパンフレットに紹介してお

ります。

同時に、広報の立場では、「医師会報」を

通して、できるだけ勤務医の先生に興味を

持っていただくような内容を、今後もぜひ入

れていきたいと思っております。勤務医の先

生方に興味をもっていただきやすいページを

つくるとか、あるいは大学医師会も地区医師

会になっておりますので、「大学医師会だよ

り」のような形で大学医師会の情報をどんど

ん出して、「県医師会報」を読んでいただく

と等の形で、医師会の内容をよく知っていた

だき、勤務医の先生にたくさん入っていただ

きたいと思っております。これらにつき、代

議員の先生方にもご指導、ご助言いただけた

らと思います。以上です。

〈米本議長〉
ありがとうございました。

野坂先生、よろしゅうございますか。何か

ございましたら、どうぞ。

〈３０番：野坂代議員〉
代議員が、どういう形で、どういうふうな

提案、アプローチを県医師会の事務局の方に

すればいいのかをお示し下さらないのでしょ

うか。今、事務局の方、いわゆる理事会の執

行部からは、代議員の私達に具体的に提案を

して下さいと言われましたが、実際に私達代

議員はどういう運動をとらないといけないの

か。それは自分らで考えて下さいということ

でしょうか。

〈長田会長〉
私も後でご挨拶しようかと思ったのですけ

れども、組織をきちっとするということが、

まずは医師会の今の一番の問題ではないかと

思っております。ということは、できるだけ

多くの医師が参加してもらえるということが

基本になると思います。

それをどうするかという今の話ですけれど

も、やはり皆さんがいろんな友人、あるいは

医局なり病院なりを通じて、医師会というの

はこんなことやっているのだよ、あなたたち

がこれから生きていくためには、みんなが参

加してみんなで考える団体なのだよというと

ころを、個別にPRしていただくのが、まず

は一番だと思っております。

それから、医師会というのは地区があって、

そして県があって県がまとめていろんな方法

を練っていくわけでございますから、まず地

区医師会のところで盛り上げていただきたい。

そして大学医師会もきちんとしてもらわなけ

ればいけないというので、このたび病院長を

通じていろんなアプローチをしておりますけ

れども、皆さんのご努力もお願いしたいとい

うことです。

実はこの間、日医の会長会議で、うちも減

免制度をつくりましたと言ったら、他の県は

どこもつくっておりませんで、私、非常によ

かったと思っています。まずは無料でも入っ

ていただいて、そこで医師会というものがい

かに大事なものであるかというオリエンテー

ションをきちっとして、医賠責についてもこ

ういうものだということもよく説明しながら、

今度研修医が済んだら続けて入ったままにし

ていただくというのが基本的な考えです。無

料だったけれども研修医が済んだらやめなさ

いというわけではございません。そこを続け

るように仕向けるのは指導医の立場にある先

生方の仕事であると思っております。以上で

す。岡本副会長、どうでしょう。

〈岡本副会長〉
時間がございませんので、簡単に申し上げ

ますと、先程、渡辺常任理事が申し上げまし

たとおり、今、勤務医入会案内のしおりをつ

くっているところでございます。非入会の先

生方にいかにして広報していくか進みながら

考えていきたい。今１つは、大学医師会に関

しましてですが、もう少し会費の安いところ

の先生方にどんどん入っていただこうという

ふうな働きかけはしておりますので、これか

ら増えてくるのではないかと期待はしており

ます。以上です。

〈米本議長〉
よろしゅうございますか。なかなか難しい
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問題ですので、結論は出ないかと思います。

時間も大分経ちましたが。

〈３０番：野坂代議員〉
オリエンテーションをされるそのオリエン

テーションの内容を、できたら一般会員の者

にも教えていただければうれしいと思います。

〈米本議長〉
長田会長。

〈長田会長〉
端的に言いますと、まず医師会の組織、ま

た会費などについても延べます。そして医事

紛、保険、医療のこととか、非常に広範にわ

たって担当理事が時間かけてやっております。

この頃、そういう具合にしてくれということ

を向こうからも依頼してこられるようになり

ましたので、それを利用して出向いていって

やっております。

今度は医師会員になってもらった研修医だ

から、余計物が言いやすいと思いますので、

その辺は大いにPRしたいと思っております。

スライドもちゃんとできておりますので、ま

た見てやって下さい

〈３０番：野坂代議員〉
先生にもどこかで公表されるということで

すね。僕らも知り得ることがあるということ

ですね。

〈長田会長〉
担当の渡辺常任理事が持っております。あ

れはホームページには載っていませんか。

〈渡辺常任理事〉
ホームページは載せておりませんが、パ

ワーポイントのスライドショーの形で、医師

会の事務局にデータは保管しておりますので、

野坂代議員へお送りすることもできると思い

ます。あるいはこれについて「県医師会報」

に広報し、希望される会員の先生があれば、

事務局へ申請すれば、メール等でお送りする

ような形もとれると思います。よろしいで

しょうか。

〈米本議長〉
よろしゅうございますか。

それではないようですので、採決に移りま

す。

第５号議案から第６号議案までの２議案を

原案通り可決することに賛成の方の挙手を求

めます。

［挙手多数］

「挙手多数」と認めます。従いまして、第

５号議案から第６号議案までの２議案はいず

れも原案通り可決されました。

これで、本日の議事はすべて終了致しまし

た。それでは、閉会にあたりまして長田会長

からご挨拶をお願い致します。

〈長田会長〉
長時間ご審議いただきまして、ありがとう

ございました。今日のテーマは、医師会の本

質に触れるような大変貴重なご意見をたくさ

んいただきまして、ありがとうございました。

私、全国の会、いわゆる医師会長会議等に

出てみまして、いつも言うのですけれども、

うちの県は医師会活動というものが比較的

きっちりできている方だと思っているのです。

他の県にいろいろ聞きますけれども、やや透

明性に欠けたり、あるいは地区医師会の動き

というものがまちまちであったりしているの

です。やはりこれから医師会をやっていくた

めには、各地区を基本にしながら透明性を

持って、そして国民のために、あるいは県民

のために、知事の言葉を借りるわけでござい

ますけれども、そういう生き方でいかないと

信用がない医者の集まりになってしまって、

ゴリ押し団体になるのではないかなと思って

おります。今出されたようなご意見、どうい

う方法でやるかについてはまた検討しなけれ

ばいけませんけれども、今日の神鳥常任理事

の会計報告でも、昔と違って非常に透明性が

出ていると思っています。何費に使った、こ

ういうことでちょっと余ったとか、流用をせ

ぬように組み立てていても、こういう状況で

あるとか、会計一つ見ても、透明性には努力

しているつもりでございます。ご意見があっ

たらどんどん出して下さい。こういうあり方

でという御提言でも構いません。いろんな広

報の場、会報のページもいろんな面でなるべ

くあけておこうと思いますので、出して欲し

いと思います。

それから、先程の医師の勧誘の件でござい

ますけれども、今のスライドショーを会報に

全部載せても構わないかなと思っております

ので、ご利用願ったらと思います。よろしく

お願い致します。

今日はどうもありがとうございました。
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［拍手］

〈米本議長〉
どうもありがとうございました。

以上をもちまして、第１６７回鳥取県医師会

臨時代議員会を閉会致します。長時間、どう

もありがとうございました。

［拍手］

［午後５時５５分閉会］

第１６７回鳥取県医師会臨時代議員会

［議 長］ 米 本 哲 人 印

［署名人］ 中 島 公 和 印

［署名人］ 宝 意 規 嗣 印

鳥取県医師会報 ０５．５ 臨時号

18



第１６７回鳥取県医師会（臨時）代議員会次第

と き 平成１６年８月７日（土） 午後４時１０分

ところ 米子全日空ホテル 米子市久米町

１ 開 会

２ 資 格 確 認

３ 議事録署名人選出

４ 会 長 挨 拶

５ 議 事

第１号議案 平成１５年度鳥取県医師会収入支

出決算承認について

第２号議案 平成１５年度鳥取県医師会共済会

収支決算承認について

第３号議案 平成１５年度鳥取県健康会館建築

特別会計収支決算承認について

第４号議案 平成１５年度鳥取県医師会生命保

険取扱特別会計収支決算承認に

ついて

第５号議案 鳥取県医師会会費賦課徴収規則

の一部改正について

第６号議案 平成１６年度鳥取県医師会会費減

免申請承認について

６ 閉 会

第１６７回鳥取県医師会（臨時）代議員会名簿

番 号 地 区 氏 名 番 号 地 区 氏 名

１ 東 部 米 本 哲 人 ２３ 〃 安 梅 正 則

２ 〃 板 倉 和 資 ２４ 〃 清 水 正 人

３ 〃 生 駒 義 人 ２５ 西 部 魚 谷 純

４ 〃 乾 俊 彦 ２６ 〃 細 田 庸 夫

５ 〃 井 上 雅 勝 ２７ 〃 作 野 嘉 信

６ 〃 梅 澤 潤 一 ２８ 〃 飛 田 義 信

７ 〃 加 藤 大 司 ２９ 〃 中 曽 庸 博

８ 〃 瀬 川 謙 一 ３０ 〃 野 坂 美 仁

９ 〃 田 中 香 寿 子 ３１ 〃 山 内 教 宏

１０ 〃 谷 口 昌 弘 ３２ 〃 頼 田 孝 男

１１ 〃 谷 口 玲 子 ３３ 〃 宝 意 規 嗣

１２ 〃 寺 岡 均 ３４ 〃 大 濱 満

１３ 〃 中 島 公 和 ３５ 〃 都 田 裕 之

１４ 〃 福 島 明 ３６ 〃 小 林 哲

１５ 〃 松 浦 喜 房 ３７ 〃 細 田 明 秀

１６ 〃 三 宅 茂 樹 ３８ 〃 岡 � 幸 男

１７ 〃 山 下 裕 ３９ 〃 岡 空 輝 夫

１８ 中 部 伊 藤 文 利 ４０ 〃 岡 空 謙 之 輔

１９ 〃 岡 本 博 文 ４１ 大 学 井 藤 久 雄

２０ 〃 池 田 宣 之 ４２ 〃 大 浜 栄 作

２１ 〃 松 田 隆 ４３ 〃 大 野 耕 策

２２ 〃 引 田 亨
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第１号議案 平成１５年度鳥取県医師会収入支出決算承認について

平成１５年度鳥取県医師会収入支出決算書〔総括〕

（単位：円）

収 入 の 部 支 出 の 部

大 ・ 中 現計予算額 決 算 額 差引増減額 大 ・ 中 現計予算額 決 算 額 差引増減額

１．会 費

１．会 費 収 入

２．入 会 金 収 入

８１，１５８，０００

７６，１５８，０００

５，０００，０００

８４，８４２，７００

７９，３４２，７００

５，５００，０００

３，６８４，７００

３，１８４，７００

５００，０００

１．事 業 費
１．医 学 向 上 費
２．地 域 社 会 活 動 費
３．社 会 保 障 対 策 費
４．医 政 対 策 費
５．医 療 経 済 対 策 費
６．広 報 活 動 費
７．部 会 費
８．福 祉 対 策 費
９．地区医師会連絡費
１０．諸 支 出 金

５７，５６４，０００
９，１００，０００
１０，２１８，０００
５，０８０，０００
４，９００，０００
２，１７０，０００
９，２２７，０００
５，６００，０００
２，２００，０００
７，１４１，０００
１，９２８，０００

４８，４２３，６９７
７，３７１，７０８
９，３６３，９０６
４，８２８，１０５
２，９５２，７３３
９９４，８７６
９，０２６，２７３
４，５９０，１８５
１，７２３，１３３
６，１４４，８５８
１，４２７，９２０

－９，１４０，３０３
－１，７２８，２９２
－８５４，０９４
－２５１，８９５
－１，９４７，２６７
－１，１７５，１２４
－２００，７２７
－１，００９，８１５
－４７６，８６７
－９９６，１４２
－５００，０８０

２．負 担 金

１．負 担 金 収 入

２，３９７，０００

２，３９７，０００

２，４２４，０００

２，４２４，０００

２７，０００

２７，０００

３．補 助 金

１．補 助 金 等 収 入

１５，０２２，０００

１５，０２２，０００

１４，９４３，８３５

１４，９４３，８３５

－７８，１６５

－７８，１６５

４．寄 付 金

１．寄 付 金

１０，０００

１０，０００

０

０

－１０，０００

－１０，０００

５．雑 収 入

１．雑 収 入

１０，５１３，０００

１０，５１３，０００

１１，７２８，２２０

１１，７２８，２２０

１，２１５，２２０

１，２１５，２２０

２．総 務 費
１．事 務 費
２．会 議 費
３．負 担 金
４．会 館 管 理 運 営 費

８９，２７０，０００
７２，６７５，０００
９，４２０，０００
１，１９０，０００
５，９８５，０００

８１，５５８，１４０
６６，５８５，７１５
８，２１８，１２３
１，１６２，５０５
５，５９１，７９７

－７，７１１，８６０
－６，０８９，２８５
－１，２０１，８７７
－２７，４９５
－３９３，２０３

６．繰 入 金

１．繰 入 金

１９，３５３，０００

１９，３５３，０００

１９，３４５，１６０

１９，３４５，１６０

－７，８４０

－７，８４０

７．特定預金取崩収入

１．特定預金取崩収入

１，７３０，０００

１，７３０，０００

１，７００，０００

１，７００，０００

－３０，０００

－３０，０００

３．特 定 資 産 支 出

１．特 定 預 金 支 出

３，７５０，０００

３，７５０，０００

２，４７０，０００

２，４７０，０００

－１，２８０，０００

－１，２８０，０００

４．予 備 費

１．予 備 費

１３，７２８，０００

１３，７２８，００００

０

０

－１３，７２８，０００

－１３，７２８，０００

当 期 収 入 合 計（Ａ） １３０，１８３，０００ １３４，９８３，９１５ ４，８００，９１５ 当 期 支 出 合 計（Ｃ） １６４，３１２，０００ １３２，４５１，８３７ －３１，８６０，１６３

前期繰越収支差額 ３４，１２９，０００ ３４，１２９，６５３ ６５３ 当 期 収 支 差 額（Ａ－Ｃ） －３４，１２９，０００ ２，５３２，０７８ ３６，６６１，０７８

収 入 合 計（Ｂ） １６４，３１２，０００ １６９，１１３，５６８ ４，８０１，５６８ 次期繰越収支差額（Ｂ－Ｃ） ０ ３６，６６１，７３１ ３６，６６１，７３１

鳥
取
県
医
師
会
報
０５
．５
臨
時
号

20



平成１５年度鳥取県医師会一般会計収入支出決算書

【収入の部】

（単位：円）

大 ・ 中 ・ 小 当初予算額 補正予算額 現計予算額 決 算 額 差引増減額 摘 要

１．会 費 ８１，１５８，０００ ０ ８１，１５８，０００ ８４，８４２，７００ ３，６８４，７００

１．会 費 収 入 ７６，１５８，０００ ０ ７６，１５８，０００ ７９，３４２，７００ ３，１８４，７００

１．会 費 収 入 ７３，８１２，０００ ０ ７３，８１２，０００ ７６，９７０，７００ ３，１５８，７００

� 均等割会費収入 ２３，８１２，０００ ０ ２３，８１２，０００ ２４，１３０，０００ ３１８，０００

� 所得割会費収入 ５０，０００，０００ ０ ５０，０００，０００ ５２，８４０，７００ ２，８４０，７００

２．特 別 会 費 収 入 ２，３４６，０００ ０ ２，３４６，０００ ２，３７２，０００ ２６，０００

�
医 事 紛 争 処 理
委 員 会 会 費 ８０４，０００ ０ ８０４，０００ ８０１，０００ －３，０００ 東部２８４，４００円、中部１５３，０００円、西部３６３，６００円

� 学校医部会会費 ６７２，０００ ０ ６７２，０００ ６５７，０００ －１５，０００ 東部２５２，０００円、中部１４１，０００円、西部２６４，０００円

� 産業医部会会費 ８７０，０００ ０ ８７０，０００ ９１４，０００ ４４，０００
東部３５２，０００円、中部１５４，０００円、西部３６０，０００円、

大学４８，０００円

２．入 会 金 収 入 ５，０００，０００ ０ ５，０００，０００ ５，５００，０００ ５００，０００

１．入 会 金 収 入 ５，０００，０００ ０ ５，０００，０００ ５，５００，０００ ５００，０００ １１名

２．負 担 金 ２，３９７，０００ ０ ２，３９７，０００ ２，４２４，０００ ２７，０００

１．負 担 金 収 入 ２，３９７，０００ ０ ２，３９７，０００ ２，４２４，０００ ２７，０００

１．社会保険通信負担金 ５３７，０００ ０ ５３７，０００ ５６４，０００ ２７，０００

２．会 館 維 持 負 担 金 １，８６０，０００ ０ １，８６０，０００ １，８６０，０００ ０ 医師国保組合、北陽サービス負担金

３．補 助 金 １３，２９４，０００ １，７２８，０００ １５，０２２，０００ １４，９４３，８３５ －７８，１６５

１．補 助 金 等 収 入 １３，２９４，０００ １，７２８，０００ １５，０２２，０００ １４，９４３，８３５ －７８，１６５
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大 ・ 中 ・ 小 当初予算額 補正予算額 現計予算額 決 算 額 差引増減額 摘 要

１．日 医 補 助 金 ４，９１６，０００ ５１０，０００ ５，４２６，０００ ５，３９３，５００ －３２，５００

都道府県医師会助成費 ２，７０１，０００円
生涯教育助成費 １，１７７，７５０円
勤務医活動助成費 ５１０，０００円
年金普及推進運動助成費 ５３，０００円
医師会立准看護婦養成所助成金 ３００，０００円
医賠責特約保険制度運営経費他 ４４１，７５０円
衛星携帯電話導入補助金 ２１０，０００円

２．県委託金・補助金 ６，７２７，０００ １，２１８，０００ ７，９４５，０００ ７，８９９，３３５ －４５，６６５

特別医療協力費 ５，０００，０００円
在宅医療推進実地研修費 ９８１，０００円
臨床検査精度管理委託金 ７００，０００円
児童虐待防止に関する医師等講習会委託金 ６４８，１２６円
痴呆予防に関する医師等講習会委託金５７０，２０９円

３．産業医研修委託金 １，６５１，０００ ０ １，６５１，０００ １，６５１，０００ ０
産業医研修委託金 １，３７１，０００円
産業医研修連絡協議会 ２８０，０００円

４．寄 付 金 １０，０００ ０ １０，０００ ０ －１０，０００

１．寄 付 金 １０，０００ ０ １０，０００ ０ －１０，０００

１．寄 付 金 １０，０００ ０ １０，０００ ０ －１０，０００

５．雑 収 入 １０，５１３，０００ ０ １０，５１３，０００ １１，７２８，２２０ １，２１５，２２０

１．雑 収 入 １０，５１３，０００ ０ １０，５１３，０００ １１，７２８，２２０ １，２１５，２２０

１．受 取 利 息 ３０，０００ ０ ３０，０００ ２，１８７ －２７，８１３
普通預金利息 ５４９円
積立金利息 １，６３８円

２．雑 収 入 ７，５２３，０００ ０ ７，５２３，０００ ８，４２２，８３３ ８９９，８３３

医師賠償保険人件費負担金 １，９６３，８００円
健対協人件費負担金 ４，１７２，０００円
健対協会報印刷代他負担金 １，０００，０００円
労災情報センター協力費 ６８０，０００円
会員名簿、会報代 １９８，９４０円
労災保険指定医療機関研修助成金繰入金 １４７，６７３円
その他 ２６０，４２０円
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大 ・ 中 ・ 小 当初予算額 補正予算額 現計予算額 決 算 額 差引増減額 摘 要

３．広告・手数料他収入 ２，９６０，０００ ０ ２，９６０，０００ ３，３０３，２００ ３４３，２００

会場使用料 １６５，５００円

母体保護法指定医指定手数料 ６０，０００円

会報・医学雑誌・会員名簿広告料 ２，１２２，２００円

日医認定産業医・スポーツ医申請手数料 ４２０，０００円

医学雑誌別刷個人負担分他 ５３５，５００円

６．繰 入 金 １９，３５３，０００ ０ １９，３５３，０００ １９，３４５，１６０ －７，８４０

１．繰 入 金 １９，３５３，０００ ０ １９，３５３，０００ １９，３４５，１６０ －７，８４０

１．生命保険事務費繰入 １８，５００，０００ ０ １８，５００，０００ １８，５００，０００ ０

２．協力貯蓄事務費繰入 ８５３，０００ ０ ８５３，０００ ８４５，１６０ －７，８４０

７．特 定 預 金 取 崩 収 入 ４０，０００ １，６９０，０００ １，７３０，０００ １，７００，０００ －３０，０００

１．特定預金取崩収入 ４０，０００ １，６９０，０００ １，７３０，０００ １，７００，０００ －３０，０００

１．緊急事業積立金取 崩 収 入 １０，０００ ０ １０，０００ ０ －１０，０００

２．役員退職慰労金積立金取崩収入 １０，０００ １，６９０，０００ １，７００，０００ １，７００，０００ ０

３．職員退職積立金取 崩 収 入 １０，０００ ０ １０，０００ ０ －１０，０００

４．医 事 紛 争 処 理積立金取崩収入 １０，０００ ０ １０，０００ ０ －１０，０００

当 期 収 入 合 計（Ａ） １２６，７６５，０００ ３，４１８，０００ １３０，１８３，０００ １３４，９８３，９１５ ４，８００，９１５

前 期 繰 越 収 支 差 額 ３０，０００，０００ ４，１２９，０００ ３４，１２９，０００ ３４，１２９，６５３ ６５３

収 入 合 計（Ｂ） １５６，７６５，０００ ７，５４７，０００ １６４，３１２，０００ １６９，１１３，５６８ ４，８０１，５６８鳥
取
県
医
師
会
報
０５
．５
臨
時
号23



【支出の部】

（単位：円）

大・中・小 当初予算額 補正予算額 流 用 額 現計予算額 決 算 額 差引増減額 摘 要

１．事 業 費 ５４，６９１，０００ ２，８７３，０００ ０ ５７，５６４，０００ ４８，４２３，６９７ －９，１４０，３０３

１．医 学 向 上 費 ９，１００，０００ ０ ０ ９，１００，０００ ７，３７１，７０８ －１，７２８，２９２

１．医 学 会 費 ２，８５０，０００ ０ ０ ２，８５０，０００ ２，１００，２５５ －７４９，７４５

医学会費 ９３６，５９５円
生涯教育講座地区委託金 １，０００，０００円
生涯教育費 ８６，４７０円
鳥取医学賞 ６１，２００円
卒後臨床研修対策費 １５，９９０円

２．中国四国医師会医学会費
１，８５０，０００ ０ ０ １，８５０，０００ １，４４３，９００ －４０６，１００

旅費（広島） １，１１１，７００円
諸費 ３３２，２００円

３．鳥取医学雑誌発 行 費
４，４００，０００ ０ ０ ４，４００，０００ ３，８２７，５５３ －５７２，４４７

印刷費 ３，２１３，５２５円
送料 ５９，１８０円
委員会費 ５５４，８４８円

２．地域社会活動費 ９，０００，０００ １，２１８，０００ ０ １０，２１８，０００ ９，３６３，９０６ －８５４，０９４

１．地 域 社 会
対 策 費

１，５００，０００ １，２１８，０００ ０ ２，７１８，０００ ２，５１８，３３５ －１９９，６６５
健康対策協議会補助金 １，３００，０００円
児童虐待防止に関する医師等講習会地区委託金 ６４８，１２６円
痴呆予防に関する医師等講習会地区委託金 ５７０，２０９円

２．調査研究費 ２，３５０，０００ ０ ０ ２，３５０，０００ ２，３２５，９２９ －２４，０７１

資料整備費 ５６，４１６円
臨床検査精度管理費 １，７０９，２７９円
臨床検査精度管理委員会 ３３９，７３４円
メディファクス購読料 ２２０，５００円

３．救急・感染症・防災対策費
６００，０００ ０ ３８９，２６４ ９８９，２６４ ９８９，２６４ ０

救急医療担当理事連絡協議会 １６５，６４３円
山陰救急医学会旅費等 ４０，０２０円
感染症危機管理対策委員会 ２４２，７７４円
感染症ポスター印刷費・送料等 ４７２，３２２円
衛星携帯電話代 ６１，７４０円
その他送料 ６，７６５円
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大・中・小 当初予算額 補正予算額 流 用 額 現計予算額 決 算 額 差引増減額 摘 要

４．情報システム対 策 費
４，５５０，０００ ０ －３８９，２６４ ４，１６０，７３６ ３，５３０，３７８ －６３０，３５８

情報システム運営管理費 ３，０６４，３０２円

情報ネットワーク特別委員会 １８２，６９０円

全国医療情報システム連絡協議会１３３，３２０円

無停電装置設置代他 １５０，０６６円

３．社会保障対策費 ５，０８０，０００ ０ ０ ５，０８０，０００ ４，８２８，１０５ －２５１，８９５

１．社会保障医療対 策 費 ２００，０００ ０ ０ ２００，０００ １３５，６４０ －６４，３６０ 健保・生保立会旅費

２．社会保障部費 １，９００，０００ ０ ７７１，４９６ ２，６７１，４９６ ２，６７１，４９６ ０

社会保障部常任委員会・総会 １，２６１，５５９円

社会保険指導者講習会 ３０３，０５０円

診療報酬改定、健保法改正関係費９８３，５４３円

点数改正打合会 ４４，１２０円

送料他 ７９，２２４円

３．介 護 保 険
対 策 費 １，４８０，０００ ０ －５００，０００ ９８０，０００ ９８０，０００ ０ 在宅医療推進研修費地区委託金 ９８０，０００円

４．社会保険通信発 行 費 １，５００，０００ ０ －２７１，４９６ １，２２８，５０４ １，０４０，９６９ －１８７，５３５ 印刷費 １，００６，４２５円 送料 ３４，５４４円

４．医 政 対 策 費 ４，９００，０００ ０ ０ ４，９００，０００ ２，９５２，７３３ －１，９４７，２６７

１．医政関係費 １，９００，０００ ０ ０ １，９００，０００ １，０１１，９２５ －８８８，０７５

医療懇話会 ２７８，８３６円

三師会 ２７６，１２０円

県教育委員会連絡協議会 １１４，９６０円

新役員打合会 ３４２，００９円

２．
診 療 情 報
提供・医療
安全対策費

１，２００，０００ ０ ０ １，２００，０００ ２２０，２５３ －９７９，７４７
医療安全対策委員会 ２１６，３３３円

送料 ３，９２０円

３．会長交際費 ６００，０００ ０ －６０，３９０ ５３９，６１０ ４６０，１６５ －７９，４４５

４．県医交際費 １，２００，０００ ０ ６０，３９０ １，２６０，３９０ １，２６０，３９０ ０

５．医療経済対策費 ２，１７０，０００ ０ ０ ２，１７０，０００ ９９４，８７６ －１，１７５，１２４
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大・中・小 当初予算額 補正予算額 流 用 額 現計予算額 決 算 額 差引増減額 摘 要

１．経営対策費 ６００，０００ ０ ０ ６００，０００ １８８，０５０ －４１１，９５０
鳥大医学部研修医オリエンテーション ５８，７６０円

中四国医師会共同利用施設連絡協議会 １２９，２９０円

２．医 療 事 故
対 策 費

１，５７０，０００ ０ ０ １，５７０，０００ ８０６，８２６ －７６３，１７４
医事紛争処理委員会 １４０，１６０円

弁護士顧問料 ６６６，６６６円

６．広 報 活 動 費 ８，８００，０００ ４２７，０００ ０ ９，２２７，０００ ９，０２６，２７３ －２００，７２７

１．会 報 費 ８，６００，０００ ４２７，０００ ０ ９，０２７，０００ ９，０２６，２７３ －７２７
印刷費 ７，７７１，２００円 送料 １，１９５，０７３円

会報編集委員会他 ６０，０００円

２．広報宣伝費 ２００，０００ ０ ０ ２００，０００ ０ －２００，０００

７．部 会 費 ５，６００，０００ ０ ０ ５，６００，０００ ４，５９０，１８５ －１，００９，８１５

１．母体保護法指定医部会
３００，０００ ０ －１０，５２７ ２８９，４７３ １１９，８３０ －１６９，６４３

母体保護法指定助成金 １００，０００円

母体保護法施設調査旅費 １５，０００円

送料 ４，８３０円

２．学校医部会 １，４００，０００ ０ ４２６，３８０ １，８２６，３８０ １，８２６，３８０ ０

全国・中四国地区学校医大会他 ４３３，３００円

日本学校保健会々報 ２２５，０００円

学校保健会拠出金 ８０，０００円

学校医・学校保健研修会 ５５５，０００円

地区医師会補助金 ５２９，３００円

送料 ３，７８０円

３．健康スポーツ医 部 会 ３００，０００ ０ ０ ３００，０００ ５６，７４３ －２４３，２５７ 送料 ５６，７４３円

４．労災・自賠責部 会 ４００，０００ ０ ０ ４００，０００ ３０２，６６５ －９７，３３５
自動車保険医療連絡協議会 １３５，９０５円

印刷費・送料 １６６，７６０円
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大・中・小 当初予算額 補正予算額 流 用 額 現計予算額 決 算 額 差引増減額 摘 要

５．産業医部会 ２，６００，０００ ０ －４１５，８５３ ２，１８４，１４７ ２，１８４，１４７ ０

産業医研修会 １，４８８，６４０円

産業保健担当理事連絡協議会 １１６，８５４円

産業医部会 ２４０，８００円

産業安全衛生大会 １０６，４２０円

産業保健活動全国会議他 ９，６４０円

送料他 ２２１，７９３円

６．病院連絡会議 ２００，０００ ０ ０ ２００，０００ １００，０００ －１００，０００ 病院協会補助金

７．勤務医部会 ４００，０００ ０ ０ ４００，０００ ４２０ －３９９，５８０ 送料 ４２０円

８．福 祉 対 策 費 ２，２００，０００ ０ ０ ２，２００，０００ １，７２３，１３３ －４７６，８６７

１．福祉事業費 １，５００，０００ ０ ０ １，５００，０００ １，２９９，２７３ －２００，７２７
会員名簿印刷代 １，２０１，６４６円

送料他 ９７，６２７円

２．表彰弔慰費 ５００，０００ ０ ０ ５００，０００ ４０８，９００ －９１，１００ 表彰費 １１６，６００円 弔慰費 ２９２，３００円

３．協 力 貯 蓄
運 営 費 ２００，０００ ０ ０ ２００，０００ １４，９６０ －１８５，０４０ 送料 １４，９６０円

９．地 区 医 師 会
連 絡 費 ６，８４１，０００ ３００，０００ ０ ７，１４１，０００ ６，１４４，８５８ －９９６，１４２

１．連絡協議会費 １，７００，０００ ０ －１５，５００ １，６８４，５００ ６８８，３５８ －９９６，１４２

各医師会事務局職員連絡会 ２５０，５１４円

看護高等専修学校連絡協議会 ２３６，４０４円

看護学校表彰者記念品代他 ５１，４４０円

地区連絡費 １５０，０００円

２．地区医師会補 助 金 １，４００，０００ ３００，０００ ０ １，７００，０００ １，７００，０００ ０
東部 ５００，０００円、 中部 ５００，０００円

西部 ５００，０００円、 大学 ２００，０００円

３．地区医師会交 付 金 ２，５５０，０００ ０ ０ ２，５５０，０００ ２，５５０，０００ ０
東部 ８５０，０００円、中部 ５５０，０００円

西部 ８５０，０００円、大学 ３００，０００円

４．事務費交付金 １，１９１，０００ ０ １５，５００ １，２０６，５００ １，２０６，５００ ０
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大・中・小 当初予算額 補正予算額 流 用 額 現計予算額 決 算 額 差引増減額 摘 要

１０．諸 支 出 金 １，０００，０００ ９２８，０００ ０ １，９２８，０００ １，４２７，９２０ －５００，０８０

１．特別事業費 ５００，０００ ０ ０ ５００，０００ ０ －５００，０００

２．その他支出金 ５００，０００ ９２８，０００ ０ １，４２８，０００ １，４２７，９２０ －８０
JR高速化鳥取県民募金 １，３２６，０００円

鳥取県国際交流財団寄付金募集送料 １０１，９２０円

２．総 務 費 ８７，４９１，０００ １，７７９，０００ ０ ８９，２７０，０００ ８１，５５８，１４０ －７，７１１，８６０

１．事 務 費 ７０，９８５，０００ １，６９０，０００ ０ ７２，６７５，０００ ６６，５８５，７１５ －６，０８９，２８５

１．報 酬 ８，６８２，０００ １，６９０，０００ ０ １０，３７２，０００ １０，２５４，０００ －１１８，０００

� 役 員 報 酬 ８，６７２，０００ ０ ０ ８，６７２，０００ ８，５５４，０００ －１１８，０００

役員報酬 ８，０５０，０００円

顧問税理士報酬 ３７８，０００円

収益事業申告書作成報酬 １２６，０００円

�
退 任 役 員
慰 労 金 １０，０００ １，６９０，０００ ０ １，７００，０００ １，７００，０００ ０ ６名

２．給 与 ３４，３１５，０００ ０ ０ ３４，３１５，０００ ３２，３６４，６１７ －１，９５０，３８３

� 給 料 ２２，６８４，０００ ０ ０ ２２，６８４，０００ ２１，４９１，６４７ －１，１９２，３５３

� 職 員 手 当 １１，６２１，０００ ０ ０ １１，６２１，０００ １０，８７２，９７０ －７４８，０３０

� 退 職 金 １０，０００ ０ ０ １０，０００ ０ －１０，０００

３．旅 費 ５，９００，０００ ０ ０ ５，９００，０００ ４，７６７，１００ －１，１３２，９００
役員旅費 ２，７８１，１００円

職員旅費 １，９８６，０００円

４．一般事務費 ３，５５２，０００ ０ ９５，７４２ ３，６４７，７４２ ３，６４７，７４２ ０

役務費 ８７９，７８１円

需要費 ２，４２５，６６１円

パソコン代 １４７，０００円

事務所用椅子代 ４４，１００円

法人会計システムレンタル料 １５１，２００円

５．交 通 費 １，４４０，０００ ０ －９５，７４２ １，３４４，２５８ １，１８９，８８０ －１５４，３７８
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大・中・小 当初予算額 補正予算額 流 用 額 現計予算額 決 算 額 差引増減額 摘 要

６．共 済 費 ５，４３６，０００ ０ ４１０，１７６ ５，８４６，１７６ ５，８４６，１７６ ０

健保厚生年金保険料 ４，１９５，４７１円

労働保険料 ５１９，７５５円

中小企業退職金共済掛金 ５７６，０００円

役職員傷害保険料 ５５４，９５０円

７．福利厚生費 ５６０，０００ ０ －４１０，１７６ １４９，８２４ ４６，２００ －１０３，６２４ 職員健康診断費用 ４６，２００円

８．光 熱 水 費 ３，１００，０００ ０ ０ ３，１００，０００ ２，４７２，４６０ －６２７，５４０

電気代 １，８７６，４１７円

水道代 １４５，４８４円

ガス代 ２３，７３４円

灯油代 ４２６，８２５円

９．公 課 費 ８，０００，０００ ０ ０ ８，０００，０００ ５，９９７，５４０ －２，００２，４６０
固定資産税 ４，７０２，０４０円

収益事業に係る税金 １，２９５，５００円

２．会 議 費 ９，４２０，０００ ０ ０ ９，４２０，０００ ８，２１８，１２３ －１，２０１，８７７

１．総 会 費 ７００，０００ ０ ０ ７００，０００ ３４７，０１０ －３５２，９９０

２．代議員会費 ２，３００，０００ ０ ０ ２，３００，０００ ２，１４２，４６５ －１５７，５３５

旅費（３回） １，３８８，６８０円

諸費（３回） ３８４，１９５円

印刷費他 ３６９，５９０円

３．理 事 会 費 ５，４７０，０００ ０ ０ ５，４７０，０００ ５，４２６，３４８ －４３，６５２
常任理事会（１１回） １，２５５，１１１円

理事会（１２回） ４，１７１，２３７円

４．監 事 会 費 ２００，０００ ０ ０ ２００，０００ １４６，００５ －５３，９９５

５．委 員 会 費 ７５０，０００ ０ ０ ７５０，０００ １５６，２９５ －５９３，７０５
会館建築特別会費検討委員会 １１７，６２０円

送料 ３８，６７５円

３．負 担 金 １，１０１，０００ ８９，０００ ０ １，１９０，０００ １，１６２，５０５ －２７，４９５

１．中国四国医師会連合負担金 ９５１，０００ ０ ０ ９５１，０００ ９２４，３０５ －２６，６９５
中国四国医師会連合総会（愛媛）８０６，６００円

中国四国医師会連合常任委員会他１１７，７０５円
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大・中・小 当初予算額 補正予算額 流 用 額 現計予算額 決 算 額 差引増減額 摘 要

２．関 係 団 体
負 担 金 １５０，０００ ８９，０００ ０ ２３９，０００ ２３８，２００ －８００

４．会館管理運営費 ５，９８５，０００ ０ ０ ５，９８５，０００ ５，５９１，７９７ －３９３，２０３

１．維持管理費 ４，４８５，０００ ０ ０ ４，４８５，０００ ４，３２６，１７４ －１５８，８２６

会館清掃料 １，２８５，２００円

エレベーター保守料 ８２２，１５０円

警備保障料 ５０４，０００円

空調設備保守点検料 ９０３，０００円

電気関係保安監理手数料 １８７，０２４円

自動火災報知設備保守料 １５７，５００円

火災保険料 ２５６，５００円

オイルタンク管理料 １０５，０００円

その他の管理料 １０５，８００円

２．管理運営費 １，５００，０００ ０ ０ １，５００，０００ １，２６５，６２３ －２３４，３７７

会館調整室ミキサー購入代 ５９７，４５０円

ワイヤレスマイク・チューナー修理代 １１２，０１４円

会館吸水式冷温水発生機溶液洗浄代 ２４３，６００円

会館事務所コンセント増設工事代１３６，５００円

会館２～４階分蛍光灯購入代他 １７６，０５９円

３．特 定 資 産 支 出 ３，７５０，０００ ０ ０ ３，７５０，０００ ２，４７０，０００ －１，２８０，０００

１．特定預金支出 ３，７５０，０００ ０ ０ ３，７５０，０００ ２，４７０，０００ －１，２８０，０００

１．緊 急 事 業
積 立 金 １０，０００ ０ ０ １０，０００ ０ －１０，０００ （別途積立金 ４２，６５１，０００円）

２．役員退職慰労金 積 立 金 ７３０，０００ ０ ３０，０００ ７６０，０００ ７６０，０００ ０ （別途積立金 ３，１２０，０００円）

３．職員退職給与積 立 金 ３，０００，０００ ０ －３０，０００ ２，９７０，０００ １，７１０，０００ －１，２６０，０００ （別途積立金 ３８，７２９，１７９円）

４．医事紛争処理積 立 金 １０，０００ ０ ０ １０，０００ ０ －１０，０００ （別途積立金 ４，８００，０００円）
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大・中・小 当初予算額 補正予算額 流 用 額 現計予算額 決 算 額 差引増減額 摘 要

４．予 備 費 １０，８３３，０００ ２，８９５，０００ ０ １３，７２８，０００ ０ －１３，７２８，０００

１．予 備 費 １０，８３３，０００ ２，８９５，０００ ０ １３，７２８，０００ ０ －１３，７２８，０００

１．予 備 費 １０，８３３，０００ ２，８９５，０００ ０ １３，７２８，０００ ０ －１３，７２８，０００

当 期 支 出 合 計 � １５６，７６５，０００ ７，５４７，０００ ０ １６４，３１２，０００ １３２，４５１，８３７ －３１，８６０，１６３

当期収支差額（Ａ－Ｃ）－３０，０００，０００ －４，１２９，０００ ０ －３４，１２９，０００ ２，５３２，０７８ ３６，６６１，０７８

次期繰越収支差額（Ｂ－Ｃ） ０ ０ ０ ０ ３６，６６１，７３１ ３６，６６１，７３１
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平成１５年度鳥取県医師会会費納入明細書

� 均等割会費

（単位：円）

地区医師会名 平成１５年２月１日現在
会費額（予算額） 調 定 額 収 入 済 額 未 収 額 当初予算額に対する

増 減

東 部 医 師 会 ９，３１９，０００ ９，３８７，０００ ９，３８７，０００ ０ ６８，０００

中 部 医 師 会 ３，７２３，０００ ３，７７９，０００ ３，７７９，０００ ０ ５６，０００

西 部 医 師 会 ９，５６６，０００ ９，８１９，０００ ９，８１９，０００ ０ ２５３，０００

鳥大医学部医師会 １，２０４，０００ １，１４５，０００ １，１４５，０００ ０ －５９，０００

計 ２３，８１２，０００ ２４，１３０，０００ ２４，１３０，０００ ０ ３１８，０００

� 所得割会費

地区医師会名 平成１５年４月１日現在
賦 課 額 調 定 額 収 入 済 額 未 収 額 当初賦課額に対する

増 減

東 部 医 師 会 １９，０７８，５４０ １９，０６４，１６０ １９，０６４，１６０ ０ －１４，３８０

中 部 医 師 会 １０，１８９，４１０ １０，１９３，６１０ １０，１９３，６１０ ０ ４，２００

西 部 医 師 会 ２３，５７８，７２０ ２３，５８２，９３０ ２３，５８２，９３０ ０ ４，２１０

鳥大医学部医師会 ０ ０ ０ ０ ０

計
（予算額）

５２，８４６，６７０
（５０，０００，０００） ５２，８４０，７００ ５２，８４０，７００ ０ －５，９７０

（２，８４０，７００）

鳥取県医師会報 ０５．５ 臨時号

32



第２号議案 平成１５年度鳥取県医師会共済会収支決算承認について

平成１５年度鳥取県医師会共済会収支決算書

【収入の部】 （単位：円）

科 目 当初予算額 決 算 額 差引増減額 摘 要

１．会 費 １３，６２６，０００ １３，４７０，０００ －１５６，０００

東部 ５，２３０，５００円

中部 １，９９８，０００円

西部 ６，０６１，５００円

大学 １８０，０００円

２．財 産 収 入 ２０，０００ １，８０２ －１８，１９８ 積立金利息 １，８０２円

３．雑 入 ３，５０１，０００ ５０ －３，５００，９５０ 普通預金利息 ５０円

当 期 収 入 合 計（Ａ） １７，１４７，０００ １３，４７１，８５２ －３，６７５，１４８

前 期 繰 越 収 支 差 額 ２，０００，０００ ４８，８６４ －１，９５１，１３６

収 入 合 計（Ｂ） １９，１４７，０００ １３，５２０，７１６ －５，６２６，２８４

【支出の部】

科 目 当初予算額 決 算 額 差引増減額 摘 要

１．一 般 事 務 費 ３０，０００ ２１，１０１ －８，８９９

２．委 員 会 費 ２００，０００ １７，０２０ －１８２，９８０

３．病 気 療 養 見 舞 金 １２，２４０，０００ ６，１５９，０００ －６，０８１，０００ 入院１７件 居宅６件

４．弔 慰 金 ５，０００，０００ ３，９５０，０００ －１，０５０，０００ ８件

５．配 偶 者 弔 慰 金 １００，０００ １５０，０００ ５０，０００ ３件

６．退 会 慰 労 金 ３１０，０００ ７１２，５１０ ４０２，５１０ ３件

７．喜寿・米寿・白寿 ７１４，０００ ７１４，０００ ０ 米寿２件 喜寿２９件

８．災 害 見 舞 金 ５００，０００ ０ －５００，０００

９．積 立 金 １０，０００ ０ －１０，０００（別途積立金 １３８，６１０，０００円）

１０．予 備 費 ４３，０００ ０ －４３，０００

当 期 支 出 合 計（Ｃ） １９，１４７，０００ １１，７２３，６３１ －７，４２３，３６９

当期収支差額（Ａ－Ｃ） －２，０００，０００ １，７４８，２２１ ３，７４８，２２１

次期繰越収支差額（Ｂ－Ｃ） ０ １，７９７，０８５ １，７９７，０８５
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過去２０年における共済会給付状況一覧
（単位；円）

年
度

病気療養見舞金 弔 慰 金 配偶者弔慰金 退会慰労金 喜寿米寿白寿 金 婚 祝 金 従業員表彰 災害見舞金
給付総合計

件
数 入 院 件

数 居 宅 件
数 金 額 件

数 金 額 件
数 金 額 件

数 金 額 件
数 金 額 件

数 金 額 件
数 金 額

５９１６ ６，２６４，０００ ４ ２７６，０００ ６ ２，８５０，０００ １ ５０，０００ ２ ２７２，８３０ ６ ６６，０００ ２ １１，０００ ２０ ９０，０００ １ ５００，０００１０，３７９，８３０

６０ ９ ３，５７７，０００ ４ １７１，０００ ７ ３，５００，０００ １ ５０，０００― ― ５ ４２，５００ ２ １０，２００ ２０ １００，０００ ― ― ７，４５０，７００

６１１３ ６，３８４，０００１１ １，８０６，０００ ７ ３，５００，０００ ３ １５０，０００― ― ８ ５２，０００ ２ １３，０００ ２９ １１３，１００ １ ４００，０００１２，４１８，１００

６２２５１６，５２９，０００１９ １，５４３，０００ ５ ２，５００，０００ ２ １００，０００ ２ ２８５，０４０１７ １８２，５００― ― ― ― ― ― ２１，１３９，５４０

６３１６１１，６２５，０００１３ １，２６０，０００ ５ ２，５００，０００ １ ５０，０００― ― ４ ４０，０００― ― ― ― ― ― １５，４７５，０００

元 ２１１２，７３５，０００１７ ８４６，０００ ８ ４，２００，０００ １ ５０，０００ ２ ３６５，０４０ ５ ５１，５００― ― ― ― ― ― １８，２４７，５４０

２ １８１１，９５５，０００１３ １，０９８，０００１４ ７，０００，０００ ３ １５０，０００ ２ ２６８，３４０ ６ ６０，０００― ― ― ― ２ ５００，０００２１，０３１，３４０

３ ２０１６，２００，０００１５ １，５００，０００１０ ５，１００，０００ １ ５０，０００ １ １２５，８８０ ６ ９８，５８５― ― ― ― ― ― ２３，０７４，４６５

４ ２１１２，０１５，０００１０ ７３２，０００ ９ ４，５５０，０００ ２ １００，０００ ３ ５１０，０８０ ５ ４９，４４０― ― ― ― ― ― １７，９５６，５２０

５ １１ ６，７５０，０００ ７ ６５４，０００１２ ６，２００，０００ １ ５０，０００ １ １９６，６７０ ６ ６６，５３８― ― ― ― １ ５００，０００１４，４１７，２０８

６ １０ ９，５２５，０００ ７ １，０６５，０００ ８ ４，０５０，０００ １ ５０，０００ ３ ５２０，９００ ５ ７０，０４０― ― ― ― ― ― １５，２８０，９４０

７ １２ ８，１６０，０００ ７ １，１９１，０００ ４ ２，０００，０００ ４ １９０，０００ ２ １７０，０００ ７ １００，０００― ― ― ― ― ― １１，８１１，０００

８ ７ ６，０７５，０００ ２ ２１０，０００ ９ ４，６００，０００ ５ ２５０，０００ １ １４０，０００ ８ ２２０，０００― ― ― ― ― ― １１，４９５，０００

９ ２１１０，８１５，０００ ７ ９７２，０００ ８ ４，０００，０００ １ ５０，０００ ２ ４８２，５００ ７ １３５，０００― ― ― ― １ ５０，０００１６，５０４，５００

１０１６１０，３５０，０００ ６ ５４０，０００１０ ５，２００，０００ １ ５０，０００ ３ ５１８，３４０ ７ ２０５，８００― ― ― ― ― ― １６，８６４，１４０

１１１４ ９，５５５，０００ ８ ９２１，０００１０ ５，２００，０００― ― ― ―１０ ２１９，５００― ― ― ― ― ― １５，８９５，５００

１２１６ ７，６８０，０００ ５ ３００，０００ ４ ２，０００，０００ ２ １００，０００― ―１１ ２５２，５００― ― ― ―８１１２，６２０，０００２２，９５２，５００

１３１５ ７，３３５，０００ ８ ６０６，０００ ５ ２，５００，０００― ― ３ ４１９，９４０ ９ ２６３，０００― ― ― ― ― ― １１，１２３，９４０

１４２３１５，３７５，０００１１ ５１３，０００１０ ５，０００，０００ ２ １００，０００ ２ ３６０，０００２１ ５１０，０００― ― ― ― ― ― ２１，８５８，０００

１５１７ ５，８０５，０００ ６ ３５４，０００ ８ ３，９５０，０００ ３ １５０，０００ ３ ７１２，５１０３１ ７１４，０００― ― ― ― ― ― １１，６８５，５１０
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第３号議案 平成１５年度鳥取県健康会館建築特別会計収支決算承認について

平成１５年度鳥取県健康会館建築特別会計収支決算書

【収入の部】 （単位：円）

科 目 当初予算額 決 算 額 差引増減額 摘 要

１．特 別 会 費 ４５，５９４，０００ ４６，１００，０００ ５０６，０００
!
"
"
"
"
"
#

東部 １７，２５１，５００円

中部 ８，４５２，０００円

西部 ２０，２６８，５００円

大学 １２８，０００円

普通預金利息

２．雑 入 １０，０００ ４２３ －９，５７７

３．繰 入 金 １０，０００ ０ －１０，０００

当期収入合計� ４５，６１４，０００ ４６，１００，４２３ ４８６，４２３

前期繰越収支差額 １０，０００ ６０，４４８ ５０，４４８

収 入 合 計� ４５，６２４，０００ ４６，１６０，８７１ ５３６，８７１

【支出の部】

科 目 当初予算額 決 算 額 差引増減額 摘 要

１．諸 経 費 １０，０００ ０ －１０，０００

鳥銀・合銀

借入金 ４０，０００，０００円

２．償 還 費 ４０，０００，０００ ４０，０００，０００ ０

３．借 入 利 息 ８００，０００ ５５６，９０２ －２４３，０９８

４．予 備 費 ４，８１４，０００ ０ －４，８１４，０００

当期支出合計� ４５，６２４，０００ ４０，５５６，９０２ －５，０６７，０９８

当 期 収 支 差 額

（Ａ－Ｃ）
－１０，０００ ５，５４３，５２１ ５，５５３，５２１

次期繰越収支差額

（Ｂ－Ｃ）
０ ５，６０３，９６９ ５，６０３，９６９
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会 計 監 査 報 告 書

平成１５年度一般会計、特別会計収支決算書並びに財産目録について、関係諸帳簿等を照合し慎重に監査

した結果、適正であることを認めます。

平成１６年７月８日

監 事 岸 田 剛 一 �

監 事 吉 中 正 人 �

鳥取県医師会長 長 田 昭 夫 殿

【支出の部】

科 目 当初予算額 決 算 額 差引増減額 摘 要

１．一般事務費 ２４０，０００ ２２７，９５４ －１２，０４６ 口座振替手数料、通信費

２．繰 出 金 １８，５００，０００ １８，５００，０００ ０ 一般会計へ

３．予 備 費 ２，３６１，０００ ０ －２，３６１，０００

当期支出合計（Ｃ） ２１，１０１，０００ １８，７２７，９５４ －２，３７３，０４６

当 期 収 支 差 額

（Ａ－Ｃ）
－２，５００，０００ ７１６，４７７ ３，２１６，４７７

次期繰越収支差額

（Ｂ－Ｃ）
０ ３，２５７，１３２ ３，２５７，１３２

※ 配当金については、毎年かなりの変動があるが、全額、会員への配当金となるため計上していない。

第４号議案 平成１５年度鳥取県医師会生命保険取扱特別会計収支決算承認について

平成１５年度鳥取県医師会生命保険取扱特別会計収支決算書

【収入の部】 （単位：円）

科 目 当初予算額 決 算 額 差引増減額 摘 要

１．団体事務費 １８，６００，０００ １９，４４３，９２０ ８４３，９２０ 第一生命他７社

２．財 産 収 入 １０，０００ ５１１ －９，４８９ 利息

当期収入合計（Ａ） １８，６０１，０００ １９，４４４，４３１ ８４３，４３１

前期繰越収支差額 ２，５００，０００ ２，５４０，６５５ ４０，６５５

収 入 合 計（Ｂ） ２１，１０１，０００ ２１，９８５，０８６ ８８４，０８６
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第５号議案 鳥取県医師会会費賦課徴収規則の一部改正について

鳥取県医師会会費賦課徴収規則一部改正 新旧対照表

［趣旨］

新医師臨床研修制度は平成１６年４月から開始された。

今回の改正は、研修医の会費を免除することにより医師会入会の促進を図り、医師会組織の強化、医師

会活動の活性化、病診連携強化に寄与し、もって地域医療の向上に資することを目的とする。

改 正 案 現 行

（会費の減額及び免除）

第１０条 地区医師会長が、傷病、不慮の災害、そ

の他特別の事由により会費の賦課額を不適当と

認める会員の会費については、代議員会の議決

を経てこれを減額することができる。ただし、

会費の減額は均等割会費についてのみ行うもの

とする。

２ 毎年４月１日現在、満８０歳以上の会員の会費

は免除する。

３ 医師法に基づく研修医である会員の会費は免

除する。

附 則

９ この規則は、平成１６年４月１日より適用する。

（新設）
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第６号議案 平成１６年度鳥取県医師会会費減免申請承認について

平成１６年度鳥取県医師会会費減免申請（追加分）

所 属
医師会

会 員
種 別 氏 名 所 属 病 院 申請理由

東 部 Ｂ 北 野 和 美 鳥 取 県 立 中 央 病 院 研修医

〃 Ｂ 遠 藤 功 二 〃 〃

〃 Ｂ 佐 々 木 修 治 〃 〃

〃 Ｂ 橋 本 由 徳 〃 〃

〃 Ｂ 伊 奈 雄 二 郎 〃 〃

〃 Ｂ 植 垣 正 幸 〃 〃

〃 Ｂ 井 上 明 彦 〃 〃

〃 Ｂ 懸 樋 英 一 〃 〃

〃 Ｂ 影 嶋 健 二 〃 〃

〃 Ｂ 早 田 裕 鳥 取 市 立 病 院 〃

〃 Ｂ 檜 垣 文 代 〃 〃

〃 Ｂ 檜 垣 貴 哉 〃 〃

〃 Ｂ 楠 龍 策 〃 〃

〃 Ｂ 熊 野 健 太 郎 鳥 取 赤 十 字 病 院 〃

〃 Ｂ 山 本 学 〃 〃

〃 Ｂ 武 田 洋 平 〃 〃

〃 Ｂ 中 島 龍 馬 〃 〃

〃 Ｂ 山 口 耕 介 〃 〃

〃 Ｂ 桐 林 真 澄 〃 〃

西 部 Ｂ 山 田 健 作 山 陰 労 災 病 院 〃

〃 Ｂ 真 鍋 麻 紀 〃 〃

〃 Ｂ 中 村 文 子 〃 〃

鳥取大学 Ｂ 佐 々 木 慎 一 鳥 取 大 学 医 学 部 附 属 病 院 〃

〃 Ｂ 加 藤 芳 弘 〃 〃

〃 Ｂ 石 田 千 尋 〃 〃

〃 Ｂ 國 谷 康 平 〃 〃

〃 Ｂ 門 脇 光 俊 〃 〃

〃 Ｂ 村 上 大 気 〃 〃

〃 Ｂ 塚 本 和 充 〃 〃

〃 Ｂ 楠 本 智 章 〃 〃

〃 Ｂ 遠 藤 雅 之 〃 〃

〃 Ｂ 佐 野 仁 志 〃 〃
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所 属
医師会

会 員
種 別 氏 名 所 属 病 院 申請理由

鳥取大学 Ｂ 山 本 由 紀 美 鳥 取 大 学 医 学 部 附 属 病 院 研修医

〃 Ｂ 野 中 道 子 〃 〃

〃 Ｂ 宮 下 聡 〃 〃

〃 Ｂ 矢 間 敬 章 〃 〃

〃 Ｂ 濱 本 佑 樹 〃 〃

〃 Ｂ 中 � 博 文 〃 〃

〃 Ｂ 松 波 馨 士 〃 〃

〃 Ｂ 兒 玉 渉 〃 〃

〃 Ｂ 梅 木 俊 伸 〃 〃

〃 Ｂ 足 立 加 津 彦 〃 〃

〃 Ｂ 岡 崎 亮 太 〃 〃

〃 Ｂ 矢 部 智 子 〃 〃

〃 Ｂ 佐 々 木 千 香 〃 〃

〃 Ｂ 松 下 博 亮 〃 〃

〃 Ｂ 松 村 博 史 〃 〃

〃 Ｂ 福 本 誠 〃 〃

〃 Ｂ 亀 岡 聖 史 〃 〃

〃 Ｂ 田 部 敦 子 〃 〃

〃 Ｂ 片 寄 道 子 〃 〃

〃 Ｂ 三 宅 孝 典 〃 〃

〃 Ｂ 池 田 格 〃 〃

〃 Ｂ 高 垣 知 伸 〃 〃

〃 Ｂ 眞 砂 俊 彦 〃 〃

〃 Ｂ 春 木 朋 広 〃 〃
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正味財産増減計算書（総括表）

平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日まで

（単位：円）

科 目 金 額

�．増加の部

１．資産増加額

� 一般会計当期収支差額 ２，５３２，０７８

� 共済会会計当期収支差額 １，７４８，２２１

� 会館建築特別会計当期収支差額 ５，５４３，５２１

� 生命保険取扱会計当期収支差額 ７１６，４７７

� 器具備品当期増加額 ５９７，４５０

� 役員退職積立金当期増加額 ７６０，０００

� 職員退職積立金当期増加額 １，７１０，０００

資 産 増 加 額 計 １３，６０７，７４７

２．負債減少額

� 長期借入金減少額 ４０，０００，０００

負 債 減 少 額 計 ４０，０００，０００

増 加 額 合 計 ５３，６０７，７４７

�．減少の部

１．資産減少額

� 減価償却額 １７，９３９，６２９

� 役員退職積立金取崩額 １，７００，０００

資 産 減 少 額 計 １９，６３９，６２９

２．負債増加額

� 退職給与引当金増加額 １，７１０，０００

負 債 増 加 額 計 １，７１０，０００

減 少 額 合 計 ２１，３４９，６２９

差引正味財産増減額 ３２，２５８，１１８

前期繰越正味財産額 ７８０，０５０，８３３

期末正味財産合計額 ８１２，３０８，９５１

鳥取県医師会報 ０５．５ 臨時号

40



正味財産増減計算書（一般会計）

平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日まで

（単位：円）

科 目 金 額

�．増加の額

１．資産増加額

� 当期収支差額 ２，５３２，０７８

� 器具備品増加額 ５９７，４５０

� 役員退職積立金増加額 ７６０，０００

� 職員退職積立金増加額 １，７１０，０００

資 産 増 加 額 計 ５，５９９，５２８

２．負債減少額

負 債 減 少 額 計 ０

増 加 額 合 計 ５，５９９，５２８

�．減少の部

１．資産減少額

� 減価償却額 ８３８，５０８

� 役員退職積立金取崩額 １，７００，０００

資 産 減 少 額 計 ２，５３８，５０８

２．負債増加額

� 退職給与引当金増加額 １，７１０，０００

負 債 増 加 額 計 １，７１０，０００

減 少 額 合 計 ４，２４８，５０８

差引正味財産増減額 １，３５１，０２０

前期繰越正味財産額 ３６２，６７０，０４９

期末正味財産合計額 ３６４，０２１，０６９

鳥取県医師会報 ０５．５ 臨時号

41



正味財産増減計算書（共済会会計）

平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日まで

（単位：円）

科 目 金 額

�．増加の部

１．資産増加額

� 当期収支差額 １，７４８，２２１

資 産 増 加 額 計 １，７４８，２２１

２．負債減少額

負 債 減 少 額 計 ０

増 加 額 合 計 １，７４８，２２１

�．減少の部

１．資産減少額

資 産 減 少 額 計 ０

２．負債増加額

負 債 増 加 額 計 ０

減 少 額 合 計 ０

差引正味財産増減額 １，７４８，２２１

前期繰越正味財産額 １３８，６５８，８６４

期末正味財産合計額 １４０，４０７，０８５
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正味財産増減計算書（会館建築特別会計）

平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日まで

（単位：円）

科 目 金 額

�．増加の部

１．資産増加額

� 当期収支差額 ５，５４３，５２１

資 産 増 加 額 計 ５，５４３，５２１

２．負債減少額

� 長期借入金減少額 ４０，０００，０００

負 債 減 少 額 計 ４０，０００，０００

増 加 額 合 計 ４５，５４３，５２１

�．減少の部

１．資産減少額

� 減価償却費 １７，１０１，１２１

資 産 減 少 額 計 １７，１０１，１２１

２．負債増加額

負 債 増 加 額 計 ０

減 少 額 合 計 １７，１０１，１２１

差引正味財産増減額 ２８，４４２，４００

前期繰越正味財産額 ２７６，１８１，２６５

期末正味財産合計額 ３０４，６２３，６６５
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正味財産増減計算書（生命保険会計）

平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日まで

（単位：円）

科 目 金 額

�．増加の部

１．資産増加額

� 当期収支差額 ７１６，４７７

資 産 増 加 額 計 ７１６，４７７

２．負債減少額

負 債 減 少 額 計 ０

増 加 額 合 計 ７１６，４７７

�．減少の部

１．資産減少額

資 産 減 少 額 計 ０

２．負債増加額

負 債 増 加 額 計 ０

減 少 額 合 計 ０

差引正味財産増減額 ７１６，４７７

前期繰越正味財産額 ２，５４０，６５５

期末正味財産合計額 ３，２５７，１３２

鳥取県医師会報 ０５．５ 臨時号

44



貸 借 対 照 表 （ 総 括 表 ）

平成１６年３月３１日現在

（単位：円）

資 産 の 部 負 債 及 び 正 味 財 産 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

�．流動資産 ７３，４０８，４６９ �．流動負債 ２６，０８８，５５２

１．普通預金
２．未収入金

５４，３３８，２３１
１９，０７０，２３８

１．未 払 金 ２６，０８８，５５２

�．固定資産 ８０３，７１８，２１３ �．固定負債 ３８，７２９，１７９

１．有形固定資産 ５７４，８１６，２２１ １．長期借入金
２．退職給与引当金

０
３８，７２９，１７９

� 建 物
� 建物附属設備
� 構 築 物
� 器具備品
� 土 地
� 減価償却累計額

４６３，１１９，７８０
１３７，０３１，８０８
１９，２８８，３３１
５０，１９３，４４２
２７３，５２２，３５０
－３６８，３３９，４９０

負 債 合 計 ６４，８１７，７３１

２．無形固定資産 ９９１，８１３ �．正味財産 ８１２，３０８，９５１

� コンピュータソフトウェア
� 減価償却累計額

１，８６３，７５０
－８７１，９３７

（内）当期正味財産増加額
正味財産合計

３２，２５８，１１８
８１２，３０８，９５１

３．特定資産 ２２７，９１０，１７９

� 緊急事業積立金
� 医事紛争積立金
� 役員退職積立金
� 職員退職積立金
� 共済会積立金

４２，６５１，０００
４，８００，０００
３，１２０，０００
３８，７２９，１７９
１３８，６１０，０００

資 産 合 計 ８７７，１２６，６８２ 負債及び正味財産合計 ８７７，１２６，６８２
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貸借対照表（一般会計）

平成１６年３月３１日現在

（単位：円）

資 産 の 部 負 債 及 び 正 味 財 産 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

�．流動資産 ４４，１２６，４６１ �．流動負債 ７，４６４，７３０

１．普通預金
２．未収入金

２６，３９０，７２３
１７，７３５，７３８

１．未 払 金 ７，４６４，７３０

�．固定負債 ３８，７２９，１７９

�．固定資産 ３６６，０８８，５１７ １．長期借入金
２．退職給与引当金

０
３８，７２９，１７９

１．有形固定資産 ２７５，７９６，５２５

� 建 物
� 建物付属設備
� 構 築 物
� 器具備品
� 土 地
� 減価償却累計額

７３５，０００
３５０，８０８
１，０００，０００
１，６８１，８９０
２７３，５２２，３５０
－１，４９３，５２３

負債合計 ４６，１９３，９０９

２．無形固定資産 ９９１，８１３ �．正味財産 ３６４，０２１，０６９

� コンピュータソフトウェア
� 減価償却累計額

１，８６３，７５０
－８７１，９３７

（内）当期正味財産増加額

正味財産合計

１，３５１，０２０

３６４，０２１，０６９
３．特定資産 ８９，３００，１７９

� 緊急事業積立金
� 医事紛争積立金
� 役員退職積立金
� 職員退職積立金

４２，６５１，０００
４，８００，０００
３，１２０，０００
３８，７２９，１７９

資 産 合 計 ４１０，２１４，９７８ 負債及び正味財産合計 ４１０，２１４，９７８

貸借対照表（共済会会計）

平成１６年３月３１日現在

（単位：円）

資 産 の 部 負 債 及 び 正 味 財 産 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

�．流動資産 ２，４１７，５０５ �．流動負債
１．未払金

６２０，４２０
６２０，４２０

� 普通預金 ２，４１７，５０５ �．固定負債 ０

負 債 合 計 ６２０，４２０

�．正味財産 １４０，４０７，０８５

�．固定資産 １３８，６１０，０００ （内）当期正味財産増加額

正味財産合計

１，７４８，２２１

１４０，４０７，０８５１．特定資産
� 積立金

１３８，６１０，０００
１３８，６１０，０００

資 産 合 計 １４１，０２７，５０５ 負債及び正味財産合計 １４１，０２７，５０５
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貸借対照表（会館建築特別会計）

平成１６年３月３１日現在

（単位：円）

資 産 の 部 負 債 及 び 正 味 財 産 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

�．流動資産 ２３，６０７，３７１ �．流動負債
１．未 払 金

１８，００３，４０２
１８，００３，４０２

１．普通預金
２．未収入金

２２，２７２，８７１
１，３３４，５００

�．固定負債
１．長期借入金

０
０

�．固定資産 ２９９，０１９，６９６ 負 債 合 計 １８，００３，４０２

１．有形固定資産 ２９９，０１９，６９６

� 建 物
� 建物付属設備
� 構 築 物
� 器具備品
� 減価償却累計額

４６２，３８４，７８０
１３６，６８１，０００
１８，２８８，３３１
４８，５１１，５５２

－３６６，８４５，９６７

�．正味財産 ３０４，６２３，６６５

（内）当期正味財産増加額

正味財産合計

２８，４４２，４００

３０４，６２３，６６５

資 産 合 計 ３２２，６２７，０６７ 負債及び正味財産合計 ３２２，６２７，０６７

貸借対照表（生命保険会計）

平成１６年３月３１日現在

（単位：円）

資 産 の 部 負 債 及 び 正 味 財 産 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

�．流動資産 ３，２５７，１３２ �．流動負債 ０

１．普通預金 ３，２５７，１３２ �．固定負債 ０

�．固定資産 ０ 負 債 合 計 ０

�．正味財産 ３，２５７，１３２

（内）当期正味財産増加額
正味財産合計

７１６，４７７
３，２５７，１３２

資 産 合 計 ３，２５７，１３２ 負債及び正味財産合計 ３，２５７，１３２
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財 産 目 録
平成１６年３月３１日

資産の部 （単位；円）

科 目 内 訳 金 額

�．流動資産 ７３，４０８，４６９
１．預 金 ５４，３３８，２３１

鳥取銀行・本店 普通預金（一般会計） １１，４８４，５５６
山陰合同銀行・鳥取営業部 普通預金（一般会計） １４，９０６，１６７
鳥取銀行・本店 普通預金（共済会会計） ２，１７３，８０６
山陰合同銀行・鳥取営業部 普通預金（共済会会計） １３８，６７３
みずほ銀行・鳥取支店 普通預金（共済会会計） １０５，０２６
鳥取銀行・本店 普通預金（会館特別会計） １１，０２１，２５８
山陰合同銀行・鳥取営業部 普通預金（会館特別会計） １１，２５１，６１３
鳥取銀行・本店 普通預金（生命保険会計） ３，２５７，１３２

２．未収入金 １９，０７０，２３８
〔一般会計〕 １７，７３５，７３８
均等割会費収入 ７，６２７，０００
入会金収入 １，０００，０００
医事紛争処理委員会会費 １５３，０００
学校医部会会費 １４１，０００
産業医部会会費 ８，０００
社会保険通信負担金 ４９６，８００
日医補助金 ２３６，０００
県委託金・補助金 ７，８９９，３３５
受取利息 ３
雑収入 ２４，０００
広告・手数料他収入 １５０，６００
〔会館建築特別会計〕 １，３３４，５００
特別会費 １，３３４，５００

�．固定資産 ８０３，７１８，２１３
１．有形固定資産 ５７４，８１６，２２１
� 建 物 鳥取市戎町３１７番地 ６００，１５１，５８８

鉄筋コンクリート４階建一部５階建
健康会館
建築面積８６６．９４� 延床面積２，０９１．８４�
建 物 ４６３，１１９，７８０
付属設備 １３７，０３１，８０８

� 構 築 物 １９，２８８，３３１
舗装工事 ６，３６２，６７１
花 壇 ８，０２９，３５５
ブロック塀 ３，７６０，１４９
擁 壁 他 １，１３６，１５６

� 器具備品 ５０，１９３，４４２
１階研修センター連結イス ９，２２５，０００
１階研修センター舞台吊物装置 ５，５００，０００
２階理事会室会議テーブル・イス ５，８２７，２００
２階常任理事会室会議テーブル・イス ４，０３０，４００
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科 目 内 訳 金 額

３階資料室平行移動書庫 １，２１６，０００
３階研修室テーブル・チェアー １，１６０，０００
４階図書室移動棚コンパックルーム ３，６３５，１６０
４階集会室テーブル １，３１４，０００
４階集会室チェアー １，２９６，０００
４階集会室ウォール １，２６６，９００
研修室備品他 １５，７２２，７８２

� 土 地 ２７３，５２２，３５０
鳥取市戎町３１７番地
宅地 １，９５７．３７� ２７３，５２２，３５０

� 減価償却累計額 －３６８，３３９，４９０
建 物 －１８９，３２１，２６８
付 属 設 備 －１１９，６１４，３９２
構 築 物 －１６，０９２，６３４
器 具 備 品 －４３，３１１，１９６

２．無形固定資産 ９９１，８１３
� コンピュータソフトウェア １，８６３，７５０

控除システム等 １，５１７，２５０
法人会計システム指導料 ３４６，５００

� 減価償却累計額 －８７１，９３７

３．特定資産 ２２７，９１０，１７９
� 緊急事業積立金

鳥取銀行・本店 普通預金 ４２，６５１，０００

� 医事紛争積立金
鳥取銀行・本店 普通預金 ４，８００，０００

� 役員退職積立金
鳥取銀行・本店 普通預金 ３，１２０，０００

� 職員退職積立金
鳥取銀行・本店 普通預金 １７，９５５，１５０
山陰合同銀行・鳥取営業部 普通預金 １０，３８６，１７９
中央三井信託銀行・鳥取支店 普通預金 １０，３８７，８５０

� 共済会積立金
山陰合同銀行・鳥取営業部 普通預金 ６８，３５０，０００
中央三井信託銀行・鳥取支店 普通預金 ７０，２６０，０００

資 産 合 計 ８７７，１２６，６８２
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負債の部

科 目 内 訳 金 額

�．流動負債 ２６，０８８，５５２
１．未 払 金 ２６，０８８，５５２

〔一般会計〕 ７，４６４，７３０
医 学 会 ６８，７８０
鳥取医学雑誌発行費 ５，３９０
地域社会対策費 １，２１８，３３５
調査研究費 １，１５０，８００
情報システム対策費 ４７０，９２５
社会保障医療対策費 ５，０００
社会保障部費 ２１，２６０
介護保険対策費 ９８０，０００
医政関係費 １４６，９８９
会長交際費 ２８，０５５
診療情報提供・医療安全対策費 １５１，３２３
会 報 費 ６，１６０
産業医部会 ７４，１８０
健康スポーツ医部会 ８，１４０
母体保護法指定医部会 ４２０
福祉事業費 ２１０
連絡協議会費 １５，０００
事務交付金 １，２０６，５００
職員手当 ４３，８７０
旅 費 －３７５，２００
交 通 費 ９０，５４０
共 済 費 ２７４，５６１
公 課 費 １，２９５，５００
理事会費 ２９５，２８７
中国四国医師会連合負担金 ９３，７０５
維持管理費 １８９，０００
〔共済会会計〕 ６２０，４２０
一般事務費 ４２０
病気療養見舞金 ３１５，０００
退会慰労金 ３０５，０００
〔会館建築特別会費会計〕 １８，００３，４０２
借入利息 ３，４０２
償 還 費 １８，０００，０００

�．固定負債 ３８，７２９，１７９
１．退職給与引当金 ３８，７２９，１７９

負 債 合 計 ６４，８１７，７３１

差 引 正 味 財 産 ８１２，３０８，９５１
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第１６８回鳥取県医師会（定例）代議員会 議事録

１．開 催 の 期 日
平成１７年２月２６日（土）

午後４時～午後５時５５分

２．開 催 の 場 所
鳥取県医師会館 鳥取市戎町

３．代 議 員 総 数
４３名

４．出席代議員数
３６名

５．出席の役員等
長田会長、岡本・野島両副会長

富長・渡辺・神鳥・宮�各常任理事

栗原・石田・武田・宮川・吉田・明穂各理事

岸田・吉中両監事

入江顧問

６．報 告 事 項
平成１６年度鳥取県医師会会務報告

７．議 決 事 項
次の７議案について原案通り可決、承認し

た。

第１号議案 平成１６年度鳥取県医師会会費減

免申請承認について

第２号議案 平成１７年度鳥取県医師会事業計

画（案）について

第３号議案 平成１７年度鳥取県医師会会費減

免申請承認について

第４号議案 平成１７年度鳥取県医師会一般会

計収支予算（案）について

第５号議案 平成１７年度鳥取県医師会共済会

収支予算（案）について

第６号議案 平成１７年度鳥取県医師会生命保

険取扱特別会計収支予算（案）

について

第７号議案 平成１７年度鳥取県医師会会館修

繕積立金会計収支予算（案）に

ついて

８．会 議 の 状 況
〈米本議長〉

定刻になりましたので、ただいまから第

１６８回鳥取県医師会定例代議員会を開会致し

ます。まず、事務局より資格確認をお願いし

ます。

〈谷口事務局長〉

資格確認のご報告を致します。代議員総数

は４３名でございます。これに対しまして、本

日、受付されました代議員の先生は３６名でご

ざいます。従いまして、過半数の出席でござ

います。以上、ご報告致します。

〈米本議長〉

過半数の出席でございますので、会議は成

立致します。

次に議事録署名人の選出でございますが、

議長にご一任願えますか。

［「異議なし」と言う者あり］

それでは、２２番・引田亨代議員、３０番・野

坂美仁代議員のお二方にお願い致します。

日程に従いまして、「会長挨拶」を長田会

長、お願いします。

〈長田会長〉

雪が大分降りまして、寒い中たくさんの代

議員の方、御参加いただきましてありがとう

ございました。ただいまより第１６８回定例代

議員会が開催されます。大変御多忙中、本当

にありがとうございます。

本日の主な議案は、平成１７年度事業計画案

とそれに伴います収支予算案など７議案でご

ざいます。詳細につきましては、後程、担当

役員が説明します。十分ご審議いただきまし

て、何卒御承認を賜りますようよろしくお願

い申し上げます。

時間の事もございますが、ちょっとご挨拶

を申し上げます。

１１月には皆様の御努力によって、医師会と

していい会が持てたなと思っているところで

す。例の混合診療問題でたくさんの方々、東

部、西部の各会場を満員に埋め尽くして来て

いただきましたことに厚く御礼申し上げます。

非常に寒いので、先程来るときに高校生が

おりましたので、「春が来た」は英語でどう

言うのかと聞きましたら、わからないと言い

ます。他の英語はよくしゃべるのです。昔

「スプリング・ハズ・カム」と教科書に載っ

ていたよと言いましたら、昔のことをもちだ

すなよと言いました。今頃の方はいろんな言

い方をするものだなと思ったわけです。実は

先日、教育委員会の方々と教育長を含めて協

議会を開きました。

教育の現場も今、非常に問題点が多いこと
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は皆様御承知のとおりでございます。先生と

呼ばれる、いわゆる教育の側の考え方という

のも、何かちょっとずれがあるように思いま

す。いろいろ考えなければいけないなと思い

ながら、我が身も先生という名で呼ばれてい

る身であり、従って、医師というものも、あ

るいは学校の先生も、今のいろんな考え方を

持った生徒を対象に、あるいは患者様を相手

にする場合は、いろいろな思いで自分の資質

を向上しながら、自分を十分クリアしながら

進んでいかなければならないものだというこ

とをつくづく感じたような次第でございます。

２月２０日には学校保健との合同で、講演とシ

ンポジウムをやりましたところ盛会で各医師

会の先生方もたくさん出ていただきました。

これからいろんな生き方、いろんな変化球を

投げながら医師会としてまとまっていかなけ

ればいけないようなものだということをつく

づく感じた次第でございます。

４年前は、中四国ブロック担当の委員長で

ございまして、いろいろ外のことに力が要っ

てしまったので、４月に申しましたように、

今年度は会内のこと、あるいは会と直接関係

のある諸団体とのいろいろなすり合わせにつ

いて、よく考えて力を注ごうと思ってスター

トしました。結果は、今の財政難により国が

聖域と称するところまで方向性をゆがめよう

とする、そういうことに力をそがれ、まだ皆

様の福祉も含めた会内のことについて力が何

か注げなかったかなと思いつつ今日に至って

います。でも皆さん、本当にたくさん集まっ

ていただいて、いい医師会としての組織づく

りができたかなと思っている次第であります。

後程、副会長から報告があると思いますが、

医療安全委員会、医業の倫理・自浄作用委員

会をつくり、あるいは禁煙委員会、それから

日医の生涯教育に関する委員会などをつくり

ました。また、個人情報の保護に関しまして

も、この４月から新しい法律が施行されます

が、それについての一番最新の情報を昨日、

宮�常任理事が日医の方に行き、資料をも

らってきておりますので、公表すると思いま

す。今、新しい委員会をたくさん立ち上げな

がら新しい問題に取り組むと同時に、いらな

い会と言ってはおかしいのですが、整理する

ところは整理して、いい方向にこの医師会の

内部をきちっとしたものにまとめていきたい

と思っている次第でございます。

この間、感染症に関しましても、インフル

エンザの流行に備えていろいろと取り組みま

した。小委員会も開きました。そしてワクチ

ンの普及に関することについてもいろいろと

医師会が関わり合いながら、いい格好ができ

たと思っております。

また、大学の卒後研修、研修医の問題につ

きましても、地区にいろいろの医者の偏向、

偏在が起きるというこの世の中におきまして、

大学ともいろいろ関係を持ちながら、情報交

換して会議も開いたところですが、まだまだ、

発想の転換をしなければ当県ではうまくいか

ないではないかというような場面も何か心配

の種として残っておりまして、次年度に向け

て、大きな発想を変えながら提携をしていき

たいものと思っている次第でございます。

また、部会との接触の場におきましては、

産業医問題におきましても、産業保健推進セ

ンターなどについての関わり方、あるいは年

金基金における関わり方、これも直接関係な

いようですが、逆に非常に関係のあるところ

でして、医師会がきちっとした考えを持って、

いろんな外部団体と接触しながらリードをし

ていくということも、これから大事な問題か

と思っております。もちろん救急問題、防災

関係についても会議を持ってきたところです。

健対協との関わりにおきましても非常に問

題点が多うございました。国の方針がいろい

ろ変わりまして、乳がん、胃がん、子宮がん

など、いろいろ変わっていく中で、かかりつ

け医がきちっと関わり合いながら検診事業を

進めていくという点におきましては、大変努

力したと思っておりますし、また効果も出る

と思っておりますが、まだ未解決の部分も多

く、来年度に大きな問題が残っている次第で

ございます。

結論からいいますと、医療費抑制のために

命や健康に関わる分野の聖域はとらずに企業

倫理を優先して規制改革や民間開放の推進会

議が前に出ることです。この社会保障制度を

何となくゆがめようとしていることにつきま

しては、私達はまとまって、今、大きな大黒

柱を立てて、さらに医師会としての組織運動

を重ねていきたいと思っております。東と西
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でいがみ合うのではなくて、横断的に連携し

ながら、県医師会としてまとまって進んでい

かなければならない。また医療の安全性を確

保する仕組みについて、職業倫理、生命倫理、

資質向上など、一番基本的なところももっと

もっと検討しながら、今後展開していきたい

と思っております。どうぞ御協力をよろしく

お願い致しまして挨拶にかえます。今日はよ

ろしくお願い致します。

〈米本議長〉

どうもありがとうございました。続いて、

「報告」に移ります。「平成１６年度鳥取県医

師会会務報告」ですが、すでに代議員の方々

のお手元に配付されておりますが、２６番の細

田庸夫代議員から質問状がまいっております。

そのなかに会務報告に関しての質問は１番か

ら４番までありますので、これを含めまして

説明を岡本副会長、よろしくお願いします。

〈岡本副会長〉

副会長の岡本でございます。それでは会務

報告についてご説明致します。お手元に配付

しております資料を参考に見て下さい。

平成１７年１月末日現在の会員数は１，３１３名

であります。地区別では東部医師会５１４名、

中部医師会２０７名、西部医師会４６５名、大学医

師会１２７名となっております。前年同期に比

べて８８名の増であります。これは平成１６年度

より卒後臨床研修制度が開始されまして、研

修医の方が大量に入会されましたので増と

なっております。会費は免除しております。

なお、物故された先生は、１、２頁に記載

のとおり、森下卓郎先生、乾和彦先生、尾�

鼎先生、天野守先生、石田公男先生、竹内佑

吉先生、吉井淳一先生、山本泰久先生、荻原

茂通先生、瀧田昌弘先生の１０名でございます。

その後、本日までに、富永好之先生がお亡

くなりになっておられます。

ここで、議長さんにお願い致しまして物故

されました先生方の生前のご功績をたたえる

とともに、黙祷を捧げ、心からご冥福をお祈

りしたいと思います。よろしくお取り計らい

下さい。

〈米本議長〉

ただいま、ご提案がございましたので、物

故されました先生方のご冥福を祈り、黙祷を

捧げたいと思います。全員ご起立お願い致し

ます。

黙祷。

黙祷終わります。どうもありがとうござい

ました。ご着席下さい。

引き続き、会務報告をお願いします。

〈岡本副会長〉

ありがとうございました。それでは、会務

報告を続けます。

［以下、会務報告について説明あり。後述の

２６番：細田代議員の質問１から３について詳

細に説明された。］

〈米本議長〉

ありがとうございました。それでは４番目

の質問、「医師会MLの件」に関して、どな

たかお答え下さい。

〈宮�常任理事〉

常任理事の宮�です。細田代議員の質問で

ございますが、まず代行打鍵というのはメー

ル上のエチケットに反している、いわゆるネ

チケットに反するのではないかと思われます。

ただ場所を提供しているだけですので、自然

の流れとして仕方がないことではないかと。

逆に何かいい案があればお教えいただきたい

と思います。

〈米本議長〉

よろしいでしょうか。岡本副会長、宮�常

任理事、ありがとうございました。

それでは、先程の長田会長の挨拶ならびに

会務報告に関しまして、ご質問がございまし

たらここで受けたいと思います。

〈２６番：細田代議員〉

私の質問の補足をしたいと思います。

実は木曜日に「質問は無いだろうか、質は

問わない。数だけおしえてください」と事務

室に言いましたら、「目下ゼロです。質は問

えません」ということでしたので急遽つくり

ました。

今まで何回も米本先生に質問の時間がない

質問の時間がないといって食らいついており

ましたので、これで質問がないと、交通事故

が心配だから交差点に信号をつけてくれと

いってシグナルをつけたら通る車がいなかっ

たと同じことです。そしてまた、叱られるか

もしれませんけれども、質問皆無の代議員会

というのは、将棋に例えれば金銀飛車角落ち

ではないかなと私は思っております。そこで
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木曜日の夜遅く、質問を急遽つくりました。

酒気帯びでございますので幾つか誤りがある

かと思います。御勘弁願いたいと思います。

１番の件に関しましては、数年前、この席

でみんながびっくりしたのですけれども、や

めになりましたが、会員名簿が有料で配布さ

れていたということを聞いて、怪しげな

ファックスを見ますと、結構会員名簿がもと

ではないかなと思われるのがあります。今後

も気をつけていただけたらと思います。

２番目、卒後臨床研修に関しましては、実

は私も同窓会が幾分関与すべきかなと思いま

す。大学の問題ではなくて地域のというか、

鳥取県の医療資源の供給というか、そういう

面でも検討すべきと思っていろいろ聞いてみ

ましたけれども、さしたる知恵は出ておりま

せん。でも、一応鳥取県の地域の問題として

他県の知恵とか全国の実情とかはやっぱり把

握しておくべきではないかなと思います。

それから３番目、犬も歩けば棒に当たりま

す。検診もすればがんは見つかります。これ

だけ実績を踏んでこられたのだったらば、鳥

取県のがん死亡率は健対協の検診のおかげで

これだけ下がったのだというエビデンスとい

うか、そういうものを全国に示されたらどう

かなと思って書いたまででございます。

厚生省のある役人の、「これだけ検診を

やっているのだ、それで検診を受けないでが

んになった人には保険の給付を制限しよう

じゃないか」という意見も医事新報に載って

おりました。そういう時代ですので、しっか

りとやっていただけたらと思います。ここで

先程言いましたようなデータを求めるつもり

はございません。今日いろいろ出しましたけ

ど、これは素直な質問でございまして、詰問

ではございませんので。

それから４番目、ネチケットに反するとい

うことですけども、指先の動かない会員もお

られます。そういう人が紙に手書きで書いて

こられた意見などをどなたかが代行して打鍵

される道を開いたらいいのではないかなと思

いますし、これは別にネチケットに反するこ

とはないのではないかなと思いますのでやっ

たまでです。何かそういうアイデアがあった

らやってみることをお願いします。

それから最後に、先程禁煙云々のことがあ

りましたので、この会に出ておられる方、皆

さん、他人に迫るのだったら自分自身の禁煙

にも取り組んでいただけたらと思います。ど

なたが吸っておられるか手を挙げることは致

しませんが。以上でございます。

〈米本議長〉

ありがとうございました。他にどなたかご

ざいませんでしょうか。

〈３０番：野坂代議員〉

３０番、野坂です。事前に質問を提出してい

ないので申し訳ありませんが、３点について

質問させていただきたく思います。

事業報告の２９ページにあります小児のツ反

の廃止、及び早期の予防接種についてですが、

生後６ケ月までという期間があります。先程

岡本副会長は、それで受けられなかった場合

は１年まではいいだろうと言われましたが、

その時の費用はいわゆる県が見てくれるので

しょうか。それともやっぱり任意で負担者が

負担することになるのかどうか、そこら辺の

制度的な部分、何か他県の状況を聞くと６ケ

月できちんと期限を決めて、それ以後は絶対

に補助はないというようなこともちょっと聞

いていますので、教えていただきたいと思い

ます。

２点目。３１ページですが、ACLSの人形を

購入されたようですけども、その後の使用状

況を聞かせていただければと思います。

それから、２５ページになります。臨床研修

医制度の導入に関係して、ある市中病院の方

から、この４月、６月にかけて派遣されてい

る病院の先生方が大学に帰らないといけなく

なって医者の不足があるのが、という相談を

２件から個人的に受けました。そういう市中

病院でのこの臨床研修医制度に関わって引き

揚げられる定員不足の部分、病院や勤務医の

先生方の実態把握は県医師会でされているか

どうかを教えていただきたいと思います。

〈米本議長〉

では岡本副会長、お願いします。

〈岡本副会長〉

一番初めの質問ですが、２９ページの方から

ご説明致します。予防接種は原則として生後

６ケ月までとなっておりますが、病気をした

り、どうしても接種できなかった場合は１年

までよろしいということになっております。
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１年までは公費で見てくれるということです。

それ以後のものは自費でやってくれというこ

とです。そして、もし事故があった場合で公

費接種では、市町村がすべて責任を持つとい

うことですが、それ以後の自費接種の場合は、

薬物の副作用として補償されるということに

なっております。

それから、２番目は野島副会長からお答え

します。３番目の市中病院のお話ですが、私

がお答えするより、県では少しやっているよ

うですので、長田会長がお答えした方がいい

のかもしれません。

〈長田会長〉

今の人形の件は、野島副会長が後で述べま

す。

一つ追加になりますけれども、名簿の件で

すが、会員録と名を変えたのは、変えたから

といってそんなに変わるものではないとは思

いましたけども、イメージを一新したらと

思ったのです。第１ページ目にある大きな広

告は取りました。これは商品ではないので、

あまり広告を主体にしてはいけないというこ

とで取りました。後のも取った方がいいとい

うことになれば、それは考えたいと思ってお

ります。そのようにして配付先がきちっと限

定されるということが必要かなという気もし

ております。だから編集方法をちょっと変え

たということです。

それから、医学雑誌の方は、Ａ４判にして

表紙も私が勝手に変えて、米子医学雑誌より

は体裁をよくしようと思ってしたところです。

あちらよりは少し厚いと思っております。

それと、研修医の件ですが、研修医の委員

会に私もオブザーバーとして出て、研修医は

医師会費を無料にするということを言いまし

た。これはやがては医師会に入会して、地元

に残ってくれるということを主眼にしたとい

うことです。また、島根県の方から、大変こ

れは注目すべきことで、私らも島根県のどこ

に頼みに行ったらこれができるのだろうかと

いうような質問がありました。これは各県の

医師会の事情がいろいろありますので、あち

らはあちらで聞いてくださいと言っておきま

した。

それから、その話のなかで、後期研修が問

題で、いわゆる２年終わった後、今度は県中

に残る人、あるいは大学の医局に行く人がご

ざいます。医局の方に希望せずに、もう県中

なら県中の後期研修をやるのもありまして、

その辺の名前をきちっといい名前をつけて、

いい研修制度を残せば、その病院に残るので

はないかとかいう話もございました。それで

後期研修という名前にするのか、渡辺常任理

事が知っておりますけれども、いろいろ名前

のつけ方で魅力ある後期研修にすれば残って

くれるかなと。また医局もつぶれずに済むの

かなというようなこともございました。

〈米本議長〉

ACLSについてお答えお願いします。

〈野島副会長〉

ACLSの人体モデルにつきましては、最近

購入して保管しているところです。本年度、

会員の皆様方にACLSコースに参加していた

だく時に使用させていただく計画にしており

ます。

〈米本議長〉

よろしいでしょうか。

〈長田会長〉

引き揚げ問題については、事実、ある教室

では派手になされているという話もあるよう

でございます。では、我々がどういう具合に

対応すればいいかというのは、これも悩みと

いうか、今の研修医制度そのものが生んだこ

とでございますので、私もどのように対応す

べきか皆さんに教えていただこうかと思って

おります。

〈岡本副会長〉

県で委員会を持たれており、会長さんも委

員で出ていらっしゃるのではないかと思った

ものですから、私は何もお答えしなかったの

ですが、地区医師会の会長さんも入っておら

れて、いろいろと相談はしておられるようで

す。特に県医師会としてどうすべきかという

ことは、本当に恥ずかしいけど、我々もまだ

話し合ったことはないのです。ですから、こ

の先どのようにすべきかなと考えているとこ

ろです。

〈３０番：野坂代議員〉

提案ですが、例えば無記名でいいですから、

県医師会で各病院にアンケートを出されて、

実際にどれぐらいの人数でどれぐらいの科の

先生方が引き揚げで定員が足りなくなってい
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るか現状を調査されたらいかがでしょうか。

私のところに聞いただけでもそれだけあるの

だったら、もっとひどいのかなというような

ちょっと印象を受けたので、質問させていた

だきました。

〈岡本副会長〉

わかりました。ぜひそうしたいと思います。

〈長田会長〉

他県では、例の医師のプール制といいます

か、そんなことも考えているようですが、医

事新報の後ろに医師求人コーナーがあります

ね、このごろ急に厚くなりました。だから、

そのようなものを県が関わり合ってするとい

うことを言っていたように私は記憶をしてお

ります。渡辺常任理事か武田理事が御存じで

すか。

〈米本議長〉

ちょっと時間がありませんので懇親会があ

りますから、その席上で渡辺常任理事、武田

理事お願い致します。

他にご質問はございませんか。

ないようでございますので、６番の議事に

入ります。

第１号議案「平成１６年度鳥取県医師会会費

減免申請承認について」執行部の説明をお願

いします。神鳥常任理事。

〈神鳥常任理事〉

ご説明致します。お手元の資料３頁をご覧

下さい。平成１６年度鳥取県医師会会費減免申

請追加分でございます。鳥取県医師会には会

費賦課徴収規則があり、第１０条１項によりま

して病気療養中が東部１名、３項によりまし

て研修医の免除ということで鳥取大学１名で

す。以上でございます。よろしくご審議をお

願い致します。

〈米本議長〉

ただいまのご説明につきまして、何かご質

問はございませんでしょうか。

ないようでございますので、採決に移りま

す。

第１号議案を原案通り可決することに賛成

の方は挙手をお願い致します。

［挙手多数］

「挙手多数」と認めます。従って、第１号

議案は原案通り可決されました。

続きまして、第２号議案「平成１７年度鳥取

県医師会事業計画案について」の説明を執行

部の野島副会長、お願いします。

〈野島副会長〉

副会長の野島です。それでは、ご説明致し

ます。

［以下、議案書により説明］

〈米本議長〉

ありがとうございました。それでは、ただ

いまの鳥取県医師会事業計画案につきまして、

ご質問はございませんか。

〈７番：加藤代議員〉

７番の加藤でございます。事前に質問は出

しておりませんので、半分質問で半分要望と

いうことでございます。

先程のご説明のなかで、１３ページ８番の項

目２に看護職員対策というのがございます。

その項目のなかに２番目ですが、看護高等専

修学校との連携強化というのがございます。

私は、去年の４月から東部の高等専修学校の

校長に任命されております。皆さん御承知だ

と思いますけれども、もうあそこも大分古く

なりまして、今年中に解体、新築することに

なっております。

問題は強化と言われますけれども、最後の

収支決算の議案のなかにもありますが、専修

学校に対する県医師会の援助といいますか補

助です。これは従来ずっと各地区に対して年

間２０万ずつの計６０万ぐらいでその他に看護職

員何だかで４０万ほどございます。年間１００万

ぐらいの予算はとってあります。ただ、皆さ

ん御承知のように、准看護制度というのはこ

れからどうなるのか、かなり不透明でありま

すし、皆さん御承知かどうか知りませんけど

も、１５年ぐらい前には高等専修学校は５００校

ありました。現在はちょうどその半分の２５０

ぐらいに減っております。日医というのは、

准看護制度は堅持だ堅持だと言いますけれど

も、実際に日医は各県といいますか各地区に

対する補助は結局年間１０万なのです。何で１０

万で足りるのだと思うけれども、ここで言っ

てもどうしようもないことなのですが、先程

言いましたが、当県医師会にしても年間２０万

だ、１０万だと、たったそれだけの結局、実数

も上げないで、ただ口先でそれ堅持だ連携強

化だと言っても、私はちょっとどこかおかし

いのではないかと思います。実際におんぶし
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ているのは国からで、東部地区の場合は年間

９００万の補助があります。後は学生の授業料

とか入学金とか、そういうもので賄っている

のですけれども、厳密に言うと今、東部医師

会は教務主任が大体４人ぐらい要るのですけ

れども、実際は２人ぐらいしかいないで何と

かやっています。実際に４人に補充した場合

は、その人件費だけでも十分回らないような

状況ですけれども、強化とおっしゃるなら、

それだけの具体的な援助というか、強化をし

ていただきたいと思います。年間２０万という

ようなことではなくて年間１００万ぐらいは欲

しいと思いますし、長田先生は日医に行って

おられますので、あっちに出られたらもっと

けつをたたいて、それこそ日医も１００万ぐら

い出せぐらいは言っていただきたいと思いま

す。

実際に今度新築になりますけれども、県医

からは一切補助はないということで、東部地

区だけということなら問題はありましょうけ

れども、せめて幾らかぐらいは補助していた

だけたらなと思いますが、その辺はいかがで

しょうか。

〈米本議長〉

野島副会長、お願いします。

〈野島副会長〉

加藤先生の御説はもっともだと思います。

鳥取県医師会が会長をはじめ怠けているわけ

ではございません。県との折衝におきまして

もその都度口酸っぱく、看護師さん不足の現

状が本当に深刻なものだということをお話し

しております。福祉保健部長、医務薬事課長

に、今の准看護学校の体制、そして高等看護

学校の体制だけでは本当に足りないこと、既

に日赤がやめられ、済生会がこれからやめら

れること、こんな現状で本当にいいと思って

おられるのかどうか、というところまでお話

ししてあります。

そしてもうひとつ、看護師さんが２００床以

上の病院に就職される場合、奨学金をもらっ

ておられた方はそれを返さないと就職できな

いという規則がありました。今回ようやく奨

学金を半分返せばいいというようなことにな

りましたが、なぜ全額免除しないのかという

ところまで要求しております。

長田会長も看護学校に対する補助金等につ

いては、今後考えられるのではないかと思い

ますが、そのことにつきましては会長がご発

言されると思います。

〈長田会長〉

金を出せということの前に、准看の継続の

問題がありました。ところが日医執行部が今

度かわりまして、強力に廃止の方向ではなく

てプラスの方向に向くということは言明して

おります。ただ、予算的補助についての詳し

い説明は、代議員会でも出ておりません。

それから県に対しましては、いわゆる県立

の看護、あるいは高等専修学校などのことに

ついて病院にだけ情報を流しますので、診療

所にも情報をきちっと流して、いろんなこと

があればもっと手配をするからということを

きつく言ってございますので、この頃はかな

り流してくれるようになっております。そう

いう努力をしておりますので、県が今、金を

出せというところまでは、私も会計責任者に

聞いてみないと、また皆さんの値上げでもし

てしなければいけないのかなというような感

じも致します。努力は続けておりますので、

御理解の程をお願い致します。

〈米本議長〉

他にどなたかございませんか。ないようで

すので、第２号議案について原案通り可決す

ることに賛成の方の挙手をお願い致します。

［挙手多数］

「挙手多数」ですので、第２号議案は原案

通り可決されました。

続きまして、第３号議案「平成１７年度鳥取

県医師会会費減免申請承認について」の説明

を神鳥常任理事、お願いします。

〈神鳥常任理事〉

お手元の資料１９頁から２２頁にわたって書い

てあります。高齢、病気の会員でございます

けれども、東部医師会が２４名、中部医師会が

１１名、西部医師会が１７名、合計５２名です。な

お、最高齢は中部の米増保先生の９５歳でござ

います。

それから、研修医ですが、東部が１３名、西

部が３名、鳥取大学が２７名、合計４３名となっ

ています。以上でございます。よろしくお願

い致します。

〈米本議長〉

ただいまのご説明につきまして、どなたか
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ご質問はございませんか。

ないようでございますので、採決に移りま

す。第３号議案を原案通り可決することに賛

成の方は挙手をお願い致します。

「挙手多数」と認めます。よって、第３号

議案は原案通り可決されました。

続きまして、第４号議案「平成１７年度鳥取

県医師会一般関係収支予算案について」神鳥

常任理事、お願いします。

〈神鳥常任理事〉

それでは、資料２３頁をご覧いただきます。

平成１７年度鳥取県医師会一般関係収支予算案

についてご説明致します。

［以下、議案書について説明］

〈米本議長〉

ありがとうございました。ここで予算案に

対する質問の他に、会務全般に関しましての

質疑を行います。

既に先程言いましたように、お手元に配付

しております資料に、２６番の細田庸夫代議員

の質問がございますので、そちらを先にやら

せていただきたいと思います。質問状の５番

から７番です。

〈２６番：細田代議員〉

５番目、資料をたくさんいただきましたの

で、説明だけしていただければ結構でござい

ます。

６番の方は、会長の方からでも中央情勢と

いいますか、簡単に言ってもらえば結構です。

７番の方は、以前、倉吉の会で出しました

けれども、病院協会というのは内部告発的に

なりますが、鳥取県病院協会は使う予算より

も繰越金の方が多いか、ほぼ均等かという会

計でございます。こういうところに補助金を

出すのはいかがなものかということでしたけ

れども、連携の意味があるということでそれ

以上は言いませんでした。私は以前に病診連

携の補助金事業をやった経験から、後で報告

書を求められました。補助金を出したら、少

なくともどのように使ったかの報告ぐらいは、

内政干渉にならないと思いますので、聞いて

みたらどうかなと思います。

〈米本議長〉

では５番、宮�常任理事、お願いします。

〈宮�常任理事〉

では、５番の個人情報の質問にお答え致し

ます。

お手元に資料が配付してあると思いますが、

私も昨日、日本医師会に行って個人情報保護

担当理事連絡協議会で話を聞いてきたばかり

で、まだ十分まとまっておりませんし、十分

なお答えはできないかと思いますけれども、

ほんのさわりだけお話ししたいと思います。

質問は、日本医師会の対応が遅れたのでは

ないかということですが、まず松原常任理事

が言われたのは、ガイドラインを策定するの

に、個別法をつくるつくらないということで

かなりもめて時間がかかり、厚労省がパブ

リックコメントを出したのが１２月末になった

ということです。それで実際に厚労省のガイ

ドラインが出てきたのが１月２４日頃だったと

思います。日本医師会もこれを受けてガイド

ラインを作成するということで、「医療機関

における個人情報の保護」がまとまるのに１

ケ月半ぐらいかかり、このたび作成できまし

た。遅いと言われるかもしれませんけども、

日本医師会としては本当に精いっぱい頑張っ

てやった結果であるので、ご理解願いたいと

いうことでございました。

また、この個人情報保護という法律は極め

て粗い、まだ完全なものではないということ

です。まだいろいろ変更するところが多々あ

ると思われます。それに伴ってガイドライン

も変わる可能性があるということを松原常任

理事はおっしゃっておられました。

それから、現在、この個人情報保護法Ｑ＆

Ａを厚労省と日医とで作成中であります。も

うしばらくお待ちいただきたいということで

ございました。

松原常任理事が何度か繰り返し言われてい

たのが、患者の個人情報を守ったけれども命

がなくなったというようなことが起こらない

ように願いたいと。実際に今、アメリカで問

題になっていることのようですが、救急で運

ばれてきて瀕死の状態の患者さんに対して救

急治療を施す前に看護師さんがこの情報を誰

にどこまで流していいか等、細かく聞いて、

その間に患者の状態が悪化してしまったとい

う事例が多々あるということでした。とにか

く一番大切なことは患者の生命を守るという

ことですので、そのことを心にとめて、この

個人情報のことを考えていただきたいと存じ
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ます。

次に話しますことは、医療機関が最低限守

るべき５つの義務です。この５つを守れば法

に触れることはないということで、お手元に

配ってある資料をご覧ください。これは日本

医師会のホームページからダウンロードでき

ます。

まず１番目としまして、自分のところは一

生懸命個人情報保護に取り組んでいるという

ようなポスターを掲示するということです。

この資料は一例でひな形でございますので各

医療機関の状況によって内容は自由に変更さ

れてよろしいと思います。まずとにかくこう

いう掲示ポスターを公示して掲載するという

ことが大切なことです。

それから２番目に、患者さんの個人情報保

護に関する院内規則を作成し、医療機関名を

署名して厳重に保管することでございます。

３番目が、従業者と守秘義務に関する契約

を取り交わすということです。

４番目が、業務委託先の監督と個人情報に

関する確認書を提出させるということでござ

います。これは、なるべくしっかりした委託

先と契約することが大切です。そして、契約

を取り交わすだけではなく、適正にこれが実

行されているかということを定期的に検査す

る必要があるということでございます。

それから５番目としまして、コンピュー

ター等デジタルデータは安全に管理すること。

そのためにはIDやパスワードを設定しまし

て、特定の関係者だけがその情報にアクセス

できるような体制を整えておくことと、時々

パスワード、IDを変更することが必要であ

るということです。この５つを守っていただ

ければ法律に触れることはないということで

す。

この個人情報保護法というのは、事業者が

とるべき措置を講じなかった場合に即罰せら

れるということではないのです。まず我々医

療関係者であれば厚生労働大臣が是正勧告を

します。それに従わない場合には是正措置を

命じます。さらにそれに従わない場合に初め

て６カ月以下の懲役あるいは３０万以下の罰金

刑を科せられるということでございました。

とにかく先程言った５つをしっかりと守り、

やっていただければ、法に触れることはあり

ません。個人情報保護も大切なことですが、

その人の生命をおろそかにしないでいただき

たいということが大まかな話でございまして、

また詳しくまとめたものを皆様にお知らせ致

します。以上でございます。

〈米本議長〉

ありがとうございました。それでは６番目

の混合診療の話、ちょっと申しわけないです

が、時間が大分迫ってきておりますので、簡

単にお願いします。長田会長。

〈長田会長〉

先程個人情報のことがありましたけれども、

これは日医雑誌にすぐ載るそうでございます。

こちらの方でも検討委員会をしますので、よ

ろしくお願い致します。

６番の混合診療のところで中医協のことで

ございますが、私は今、日医の理事会へは出

ておりません。今度の医事新報２月１９日号に

も載っておりますように、いわゆる中医協の

あり方有識者会議というのができ、その会長

は阪大総長の岸本さんです。そこであり方を

検討して出すということが書いてあります。

既に御存じかと思います。メディファックス

にたくさん出ておりますので、わかり次第お

知らせしますが、中医協の方は日医から櫻井

副会長、松原常任理事が出ておられて医療者

が一応関わるということにはなっております。

しかし、その先のいろいろな協議の内容につ

いては、まだまだ壁があると思っております

ので、わかった場合はすぐ情報を流すように

したいと思っております。以上です。

〈米本議長〉

ありがとうございました。では７番、神鳥

常任理事。

〈神鳥常任理事〉

先程細田先生がおっしゃったとおりです。

地区の方で普段病院関係にはお世話になって

いるわけですから、病診連携その他で非常に

必要なものだろうと思うのです。ですから補

助金というよりは協力金という名目でお出し

いただいているとお考えいただければと思い

ます。

検証につきましてはしておりませんので、

今後また検討していきたいと思います。以上

でございます。
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〈米本議長〉

細田先生、よろしいですか。他にございま

せんか。

〈２５番：魚谷代議員〉

２５番、魚谷です。地区医師会の方では、急

患診療所の委託料の関係でこれまでは消費税

は全く考えなくてよかったのですけども、そ

の委託金に消費税が入っていて、この４月か

ら１千万という課税対象業者の枠が下がった

関係で消費税を払うことになりました。

県の方は、そういう委託料とか補助金のな

かで、この後の第６号議案の生命保険の取り

扱いですと１千万を超える収入があるわけで

すから、一般にそういう課税業者となったら

細かいものまでも払っていかなければいけな

いようなことを言われたのですけれども、そ

ういう点についてはいかがでしょうか。

〈神鳥常任理事〉

今、先生が問い合わせられた生命保険に関

しては、収益事業としてやっております。も

ともとは３千万以上でしたから、うまい具合

に徐々に減っていっていたのですが、今度は

ハードルが低くなったので、余計払わなけれ

ばいけなくなったという状況が生じました。

あと、地区医師会との関係というのは非常

に難しいので、もう一度ご質問していただき

たいのですが。

〈２５番：魚谷代議員〉

地区医師会ではなくて、県とかのいろいろ

な委託金や補助金のなかに消費税分が入って

いないかどうか。もし入っていれば、それを

払わなければいけないのではないかというこ

とです。違いますか。

〈神鳥常任理事〉

委託金の中に内税が入っているそうです。

いいですか。

〈２５番：魚谷代議員〉

支出の項に公租公課で出ていないです。

〈神鳥常任理事〉

魚谷先生、まず、どのあたりでそういうふ

うにお考えになるか上げてみてください。

〈２５番：魚谷代議員〉

内税に入っていれば、どこかで公租公課と

して支出の項目にあげてあるのかと思ったら、

あがっていないものですから。事前に質問を

出しておけばよかったです。

〈神鳥常任理事〉

くくりとして、３２ページ一番上に「９．公課

費」というのがございます。そこで出ており

ます。

〈２５番：魚谷代議員〉

気がつきませんでした。失礼しました。

〈米本議長〉

よろしいですか。他にございませんか。

ないようでございますので、第４号議案の

採決に移ります。第４号議案を原案通り可決

することに賛成の方の挙手を求めます。

［挙手多数］

「挙手多数」と認めます。よって、第４号

議案は原案通り可決されました。

続きまして、第５号議案から第６、第７号

議案の３議案を一括上程致します。では、神

鳥常任理事、よろしくお願いします。

〈神鳥常任理事〉

資料３４頁をご覧いただきます。

［以下、議案書について説明］

〈米本議長〉

ありがとうございました。どなたか、ただ

いまの説明に関しまして、ご質問はございま

せんか。

ないようでございますので、採決に移りま

す。第５号議案から第７号議案までの３議案

について、いずれも原案通り可決することに

賛成の方は挙手をお願い致します。

［挙手多数］

「挙手多数」と認めます。従いまして、第

５号議案、第６号議案、第７号議案とも原案

通り可決されました。

これで、本日の議案はすべて終了致しまし

た。

ここで、閉会にあたりまして、長田会長か

ら一言ご挨拶をお願いします。

〈長田会長〉

今日は、細田代議員から質問がないので追

加するということでありましたけれども、大

変いろいろな質問がございましてありがとう

ございました。前にも同じことを言われまし

たけど、その時に私、徹夜をしてでも、どう

ぞ出してくださいと言ったつもりでございま

す。この次の会にはまた出していただきたい

と思います。

ここで、追加を兼ねて、時間をとって申し

鳥取県医師会報 ０５．５ 臨時号

60



わけございませんが、先程の野坂代議員から

のご質問の引き揚げの件でございます。これ

は今の制度のなかでこんなことが起きるが、

けしからんではないかでは済みませんので、

情報は得るように努力しています。そこに大

学の井藤代議員も来ておられますので、その

辺のことは情報がいただけるかとは思います。

やはりこれも今後の問題であろうと思います

から、努力致しますことを、ここでお答えし

ておきます。

それからもう一つ、加藤代議員のご質問で

ございますが、今や国あるいは県に金を出せ、

けしからんという時代ではないのです。やは

り市民をバックにして、市民から受験したい、

我々も受験したい、学校はないのかというよ

うなことを集約して、それをもとにしていく

というのが、これからの行き方ではないかと

思うのです。甘い汁はないかということでは

済まない時代だということです。県にかけ合

いましたが、知事さんなんかも、看護師さん

がいないのは給料が安いからではないのとい

うご質問がいつかの会にもございました。そ

ういうことでございますので、我々は常に視

線を同じにしながら、いろいろなデータを

持って市民をバックに押していくことです。

この間ありました「推進協議会とっとり」の

ような行き方でいかないと、これからは進め

ないと思っておりますので、またひとつ代議

員の方々のご支援をよろしくお願いしたいと

思います。

それから、今度は総会を６月１１日に持つよ

うにまたご案内すると思いますが、米子市で

開催します。それには宮崎日医副会長をお呼

びすることになっておりますので、ひとつい

ろんなこと、医政のことも含めて日医のあり

方、あるいは県医師会のあり方など、そうい

うところでいろいろ情報を収集していただけ

ればありがたいと思っております。

今日は、大変お忙しいところ、この議案に

つきまして慎重に御審議いただき、何れも原

案どおり御承認を賜ったということで、ここ

で厚く御礼申し上げます。ありがとうござい

ました。以上でございます。

〈米本議長〉

本日は長時間、ありがとうございました。

午後６時までということで５分前に終わりま

して、非常に爽やかでスマートに終らせてい

ただきまして、代議員の先生方のご協力に厚

く御礼申し上げます。どうもありがとうござ

いました。

［拍手］

［午後５時５５分閉会］

［議 長］ 米 本 哲 人 印

［署名人］ 引 田 亨 印

［署名人］ 野 坂 美 仁 印
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第１６８回鳥取県医師会（定例）代議員会次第

と き 平成１７年２月２６日（土）午後４時

ところ 鳥取県医師会館 鳥取市戎町

１ 開 会

２ 資 格 確 認

３ 議事録署名人選出

４ 会 長 挨 拶

５ 報 告

平成１６年度鳥取県医師会会務報告

６ 議 事

第１号議案 平成１６年度鳥取県医師会会費減

免申請承認について

第２号議案 平成１７年度鳥取県医師会事業計

画（案）について

第３号議案 平成１７年度鳥取県医師会会費減

免申請承認について

第４号議案 平成１７年度鳥取県医師会一般会

計収支予算（案）について

第５号議案 平成１７年度鳥取県医師会共済会

収支予算（案）について

第６号議案 平成１７年度鳥取県医師会生命保

険取扱特別会計収支予算（案）

について

第７号議案 平成１７年度鳥取県医師会会館修

繕積立金会計収支予算（案）に

ついて

７ 閉 会

第１６８回鳥取県医師会（定例）代議員会名簿

番号 地区 氏 名 番号 地区 氏 名 番号 地区 氏 名

１ 東部 米 本 哲 人 １６ 〃 三 宅 茂 樹 ３１ 〃 山 内 教 宏

２ 〃 板 倉 和 資 １７ 〃 山 下 裕 ３２ 〃 伊 藤 隆 志

３ 〃 生 駒 義 人 １８ 中部 伊 藤 文 利 ３３ 〃 宝 意 規 嗣

４ 〃 乾 俊 彦 １９ 〃 岡 本 博 文 ３４ 〃 大 濱 満

５ 〃 井 上 雅 勝 ２０ 〃 池 田 宣 之 ３５ 〃 都 田 裕 之

６ 〃 梅 澤 潤 一 ２１ 〃 松 田 隆 ３６ 〃 松 本 行 雄

７ 〃 加 藤 大 司 ２２ 〃 引 田 亨 ３７ 〃 細 田 明 秀

８ 〃 瀬 川 謙 一 ２３ 〃 安 梅 正 則 ３８ 〃 岡 � 幸 男

９ 〃 田 中 香寿子 ２４ 〃 清 水 正 人 ３９ 〃 岡 空 輝 夫

１０ 〃 谷 口 昌 弘 ２５ 西部 魚 谷 純 ４０ 〃 岡 空 謙之輔

１１ 〃 谷 口 玲 子 ２６ 〃 細 田 庸 夫 ４１ 大学 井 藤 久 雄

１２ 〃 寺 岡 均 ２７ 〃 作 野 嘉 信 ４２ 〃 大 浜 栄 作

１３ 〃 中 島 公 和 ２８ 〃 小 竹 寛 ４３ 〃 大 野 耕 策

１４ 〃 福 島 明 ２９ 〃 中 曽 庸 博

１５ 〃 松 浦 喜 房 ３０ 〃 野 坂 美 仁
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平成１６年度鳥取県医師会会務報告

（１６．２．１～１７．１．３１）

庶 務 関 係

１ 会員数について
平成１７年１月末日現在、本会会員数は１，３１３

名にして、Ａ１会員４４４名、Ａ２会員２４名、Ｂ

会員８４５名となっており、このうち、会費免除

会員は１０４名である。

更に、これを地区別に示せば次のとおりであ

る。

東部５１４名、中部２０７名、西部４６５名、

大学１２７名 計１，３１３名

２ 物故会員について
平成１６年２月１日より、本年１月末日に至る

間の物故会員は次のとおりである。

森 下 卓 郎 先生（７６歳）

八頭郡河原町（１６．４．１３逝去）

〔略歴〕

昭和２５年３月 米子医学専門学校卒業

昭和３７年７月 開業

乾 和 彦 先生（８１歳）

気高郡鹿野町（１６．４．２１逝去）

〔略歴〕

昭和２３年９月 岡山医科大学卒業

昭和２８年２月 開業

昭和４１年４月 気高医師会会長

昭和４７年４月 東部医師会副会長

昭和６１年１１月 鳥取県医師会理事

尾 � 鼎 先生（７６歳）

鳥取市立川町（１６．６．１３逝去）

〔略歴〕

昭和２６年３月 東北大学医学部卒業

昭和４２年７月 開業

昭和４７年４月 東部医師会予備代議員

天 野 守 先生（８３歳）

東伯郡大栄町（１６．７．２逝去）

〔略歴〕

昭和１９年９月 岡山医科大学卒業

昭和２８年６月 開業（泊村）

昭和３３年４月 開業

石 田 公 男 先生（７５歳）

境港市元町（１６．７．３逝去）

〔略歴〕

昭和２８年３月 米子医科大学卒業

昭和４３年７月 開業

昭和５９年４月 西部医師会代議員

竹 内 佑 吉 先生（７７歳）

鳥取市新町（１６．９．７逝去）

〔略歴〕

昭和２５年３月 米子医学専門学校卒業

昭和４８年５月 開業

吉 井 淳 一 先生（６３歳）

鳥取市吉成（１６．９．１１逝去）

〔略歴〕

昭和４１年３月 大阪市立大学医学部卒業

昭和６１年４月 第一生命鳥取支社

平成１５年１月 自宅会員

山 本 泰 久 先生（７９歳）

境港市外江町（１６．９．１４逝去）

〔略歴〕

昭和２６年３月 岡山医科大学医学専門部

昭和６２年２月 開業

荻 原 茂 通 先生（７６歳）

八頭郡河原町（１６．９．２１逝去）

〔略歴〕

昭和２６年３月 米子医学専門学校卒業

昭和３５年９月 開業

昭和４３年４月 八頭郡医師会理事

昭和４７年４月 東部医師会代議員

瀧 田 昌 弘 先生（７０歳）

米子市角盤町（１６．９．２３逝去）

〔略歴〕

昭和３６年３月 鳥取大学医学部卒業

昭和５４年４月 開業

平成２年４月 西部医師会代議員

３ 代議員について
平成１６年２月１日、任期満了に伴う代議員、
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予備代議員改選について地区医師会に委託選挙

した結果、次のとおり決定し４月１日就任した。

〔代議員〕

東部 ◎米 本 哲 人 板 倉 和 資

生 駒 義 人 乾 俊 彦

井 上 雅 勝 梅 澤 潤 一

加 藤 大 司 瀬 川 謙 一

田 中 香寿子 谷 口 昌 弘

谷 口 玲 子 寺 岡 均

中 島 公 和 福 島 明

松 浦 喜 房 三 宅 茂 樹

山 下 裕

中部 ○伊 藤 文 利 岡 本 博 文

池 田 宣 之 松 田 隆

引 田 亨 安 梅 正 則

清 水 正 人

西部 魚 谷 純 細 田 庸 夫

作 野 嘉 信 小 竹 寛

中 曽 庸 博 野 坂 美 仁

山 内 教 宏 伊 藤 隆 志

宝 意 規 嗣 大 濱 満

都 田 裕 之 松 本 行 雄

細 田 明 秀 岡 � 幸 男

岡 空 輝 夫 岡 空 謙之輔

鳥大 井 藤 久 雄 大 浜 榮 作

大 野 耕 策

〔予備代議員〕

東部 麻 木 宏 栄 石 丸 昌 宏

岩 下 和 人 太 田 康 人

尾 � 眞 人 加 藤 泰 之

小 濱 美 昭 斎 藤 基

佐々木 知 啓 杉 本 勇 二

中 山 裕 雄 橋 本 英 宣

花 木 正 史 福 永 康 作

松 下 公 紀 水 本 清

森 英 俊

中部 坂 本 惠 理 妹 尾 磯 範

大 石 一 康 湯 川 喜 美

松 田 哲 郎 新 田 辰 雄

森 尾 泰 夫

西部 山 本 仁 飛 田 義 信

白 石 眞 博 小 林 哲

中 村 佐和子 左 野 喜 實

遠 藤 秀 之 山 崎 純 一

辻 田 哲 朗 安 達 敏 明

中 尾 圭 介 木 村 秀一郎

頼 田 孝 男 浦 辺 千 晶

松 野 充 孝 米 川 正 夫

鳥大 中 島 健 二 寺 川 直 樹

渡 邊 高 志

◎議長 ○副議長

４ 役員について
平成１６年２月２８日、任期満了に伴う役員選挙

の結果、次のとおり決定し、４月１日就任した。

会 長 長田 昭夫

副 会 長 岡本 公男 野島 丈夫

理 事＊ 富長 将人 ＊ 渡辺 憲

＊ 天野 道麿 ＊ 神鳥 高世

＊ 宮� 博実 栗原 達郎

石田 浩司 武田 倬

宮川 征男 吉田 眞人

明穂 政裕 阿部 博章

監 事 岸田 剛一 吉中 正人

裁 定 委 員 芦川 喬 樋口 實

岸 良尚 徳岡 淳一

入江 正昭 門脇 和範

木村 禎宏 佐々木博史

周防 武昭

顧 問 笠木 慶治 入江 宏一

日医代議員 長田 昭夫 野島 丈夫
日医予備代
議 員 岡本 公男 米本 哲人

＊常任理事

役 員 の 会 務 分 担

会 務 主担当 副担当

庶 務 宮 � 神鳥・明穂

会 計 神 鳥 宮 �

生涯教育、学術、研修医 武 田 渡辺・宮川

医療保険 富 長 天野・吉田

労災保険、自賠責保険 石 田 野島・明穂
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５ 理事会務分担について
平成１６年４月１日就任した役員の業務分担は

次表のとおりである。

６ 各種委員会委員の委嘱について
平成１６年４月１日、新役員就任に伴い本会内

委員会委員・部会委員は次のとおりである。

なお、各委員会においては、それぞれ所管事

項について審議を行った。

また、各部会における会議の名称を下記のと

おりとし、「部会」と「委員会」を区別するこ

ととした。

・学校医部会⇒学校医部会運営委員会

・産業医部会⇒産業医部会運営委員会

・健康スポーツ医部会⇒健康スポーツ医委員会

・労災保険・自賠責保険部会⇒労災保険委員

会・自賠責保険委員会

・勤務医部会⇒勤務医委員会

１ 社会保障部委員会委員（担当：富長常任理

事）

〔県役員・地区推薦・基金・国保・労災〕

委 員 長 ※長田 昭夫

副委員長 ※長谷川晴己 ※谷崎 勝朗

※岡本 公男

委 員 ※野島 丈夫 ※富長 将人

渡辺 憲 ※天野 道麿

神鳥 高世 ※宮� 博実

栗原 達郎 石田 浩司

武田 倬 宮川 征男

※吉田 眞人 明穂 政裕

阿部 博章 岸田 剛一

吉中 正人

※松浦 喜房 ※瀬川 謙一

※森尾 泰夫 ※坂本 惠理

※細田 庸夫 ※小竹 寛

※前田 迪郎

柿坂 紀武 坂本 雅彦

木村 禎宏 横濱 雄介

萬 秀男 吉田 明雄

田中 清 木村 功

梅澤 潤一 麻木 宏栄

中村 一貫 周防 武昭

中安 弘幸 田中 孝幸

濱崎 尚文 松木 勉

村上 敏 岸 清志

佐々木勇二 竹内 裕美

竹久 義明 小田 大

松田 裕之 奈良井 栄

吉津 法爾 山家 武

大谷 武 阿藤孝二郎

※寺澤 誠 西浦 清一

恩田 健史 池田 茂之

柿坂 俊武 桜井 克彦

介護保険、老人福祉 野 島 栗原・吉田

医療安全、診療情報開示、自浄作用、職業倫理 岡 本 天野・栗原

医事紛争 岡 本 宮�・栗原

広報、会報編集 渡 辺 天野・阿部

情報システム 阿 部 野島・渡辺

臨床検査 吉 田 富 長

会員福祉 明 穂 野島・神鳥

学校保健、少子化対策 天 野 神鳥・阿部

産業保健、健康スポーツ医 栗 原 石田・吉田

健康対策協議会 宮 � 岡本・栗原

感染症 天 野 宮�・阿部

救急医療、災害対策 野 島 富長・石田

医療関係職種、共同利用施設 富 長 石田・明穂

勤務医 宮 川 渡辺・武田

医療政策・環境対策 神 鳥 明 穂
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西尾 昌憲 田村 公平

板倉 和資 高 勇吉

白石 眞博 石飛 誠一

伊藤久太朗 紀川 純三

鱸 俊朗 吉田 泰之

藤田 和寿 田中 潔

川上 伸 ※福島 明

三浦 邦彦 田村 矩章

早田 俊司 渡辺 賢司

谷田 理 平尾 正人

那須 吉郎 田中 宏和

大濱 満 瀧田 寿彦

※常任委員会委員

２ 医療安全対策委員会委員（担当：岡本副会

長）《診療情報提供推進を含む》

委 員 長 ※長田 昭夫

副委員長 村上 節子（鳥取赤十字病院看

護部長）

委 員 ※岡本 公男 ※野島 丈夫

寺垣 琢生（弁護士）

小林 敬典（県医務薬事課長）

長谷川純一 米本 哲人

伊藤 文利 魚谷 純

石部 裕一 ※天野 道麿

※宮� 博実 ※栗原 達郎

相見 寿子（レディースあすか

鳥取）

※常任委員会委員

３ 医事紛争処理委員会委員（担当：岡本副会

長）

委 員 長 長田 昭夫

副委員長 岡本 公男

委 員 野島 丈夫 富長 将人

神鳥 高世 宮� 博実

栗原 達郎

米本 哲人 板倉 和資

中島 公和 伊藤 文利

岡本 博文 魚谷 純

細田 庸夫 小竹 寛

４ 生涯教育委員会委員（担当：武田理事）

委 員 長 武田 倬

委 員 渡辺 憲 宮川 征男

小濱 美昭 福島 明

安梅 正則 深田 民人

都田 裕之 山崎 純一

大濱 榮作 豊島 良太

５ 広報委員会委員（担当：渡辺常任理事）

委 員 長 渡辺 憲

委 員 天野 道麿 阿部 博章

田中香寿子 谷口 玲子

妹尾 磯範 新田 辰雄

小林 哲 辻田 哲朗

重政 千秋

６ 広報・情報常任委員会委員（担当：阿部理

事）

委 員 長 長田 昭夫

委 員 岡本 公男 野島 丈夫

渡辺 憲 宮� 博実

阿部 博章

７ 会報編集委員会委員（担当：渡辺常任理事）

委 員 渡辺 憲 天野 道麿

阿部 博章 平尾 正人

松浦 順子 皆川 幸久

８ 情報システム運営委員会委員（担当：阿部

理事）

委 員 長 野島 丈夫

副委員長 渡辺 憲

委 員 富長 将人 阿部 博章

三宅 茂樹 森尾 泰夫

左野 喜實 近藤 博史

９ 感染症危機管理対策委員会委員（担当：天

野常任理事）

委 員 長 岡本 公男

委 員 天野 道麿 宮� 博実

阿部 博章

杉本 勇二 引田 亨

遠藤 秀之 清水 英治

１０ 臨床検査精度管理委員会委員（担当：吉田

理事）

委 員 長 岡本 公男

委 員 富長 将人 吉田 眞人

松浦 喜房 引田 亨

小林 哲 下村登規夫

安木 義博（鳥取県臨床衛生検

査技師会長）

岡本 充雄（県立厚生病院中央

検査室主任）

１１ 介護保険対策委員会委員（担当：野島副会

長）

委 員 長 野島 丈夫

委 員 富長 将人 栗原 達郎

吉田 眞人
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乾 俊彦 坂本 惠理

宝意 規嗣

１２ 鳥取県自動車保険医療指導委員会委員（担

当：石田理事）

委 員 野島 丈夫 石田 浩司

明穂 政裕

板倉 和資 阿藤孝二郎

山本 仁

１３ 鳥取医学雑誌編集委員会委員（担当：武田

理事）

委 員 長 武田 倬

副委員長 西土井英昭

委 員 秋藤 洋一 大野原良昌

金澤 泰久 神鳥 高世

清水 英治 竹内 勤

富長 将人 中村 廣繁

根本 良介 花木 啓一

濱本 哲郎 森 望美

森下 嗣威 山家 武

山根 哲実 吉田 明雄

吉田 泰之

１４ 共済会運営委員会委員（担当：明穂理事）

委 員 長 長田 昭夫

副委員長 野島 丈夫

委 員 岡本 公男 天野 道麿

神鳥 高世 明穂 政裕

米本 哲人 板倉 和資

伊藤 文利 松田 隆

魚谷 純 小竹 寛

石部 裕一 池田 匡

監 事 岸田 剛一 吉中 正人

１５ 諸規程改正検討委員会委員（担当：宮�常

任理事）

委 員 長 野島 丈夫

委 員 富長 将人 神鳥 高世

宮� 博実 明穂 政裕

中島 公和 三宅 茂樹

吉中 正人 松田 隆

中曽 庸博 野坂 美仁

大野 耕策

１６ 母体保護法指定医師審査委員会委員（担

当：宮�常任理事）

委 員 長 大石 徹

委 員 梅澤 潤一 皆川 幸久

井奥 郁雄 中曽 庸博

井庭 信幸 寺川 直樹

１７ 母体保護法指定医師不服審査委員会委員

（担当：宮�常任理事）

委 員 藤原 和男（弁護士）

早原 彰子（男女共同参画推進

会議・米子会長）

米本 哲人 伊藤 文利

魚谷 純

１８ 学校医部会運営委員会委員（担当：天野常

任理事）

委 員 長 岡本 公男

副委員長 天野 道麿

委 員 神鳥 高世 阿部 博章

深澤 哲 乾 俊彦

岡本 博文 妹尾 磯範

白石 眞博 辻田 哲朗

※学校医部会役員（部会長・副部会長・委員）

も上記と同じ

１９ 健康スポーツ医委員会委員（担当：栗原理

事）

委 員 長 栗原 達郎

副委員長 石田 浩司 吉田 眞人

委 員 福島 明 清水 正人

大濱 満 寺川 直樹

２０ 産業医部会運営委員会委員（担当：栗原理

事）

委 員 長 岸本 拓治

副委員長 岡本 公男

委 員 栗原 達郎 石田 浩司

吉田 眞人 能勢 隆之

瀬川 謙一 田中香寿子

安梅 正則 池田 宣之

松本 行雄 山内 教宏

※産業医部会役員（部会長・副部会長・委員）

も上記と同じ

２１ 勤務医委員会委員（担当：宮川理事）

委 員 長 宮川 征男

副委員長 渡辺 憲 武田 倬

〔地区推薦〕

委 員 山下 裕 森尾 泰夫

伊藤 隆志 西川 健一

〔県医推薦〕

委 員 柏木 徹 福島 明

杉山 長毅 竹内 勤

渡辺 賢司 山本 敏雄

深田 民人 古瀬 清夫

古城 治彦 田村 矩章

鳥取県医師会報 ０５．５ 臨時号

67



高見 徹

２２ 労災保険委員会委員・自賠責保険委員会委

員（担当：石田理事）

委 員 長 野島 丈夫

委 員 石田 浩司 明穂 政裕

板倉 和資 池田 宣之

山本 仁

平成１６年度からの新設委員会

２３ 卒後臨床研修委員会委員（担当：武田理事）

委 員 長 武田 倬

委 員 岡本 公男 渡辺 憲

福島 明 深田 民人

松本 行雄 重政 千秋

２４ 職業倫理・自浄作用活性化委員会委員（担

当：岡本副会長）

委 員 長 長田 昭夫

委 員 岡本 公男 野島 丈夫

天野 道麿 栗原 達郎

米本 哲人 伊藤 文利

魚谷 純

２５ 禁煙指導対策委員会委員（担当：渡辺常任

理事）

委 員 長 富長 将人

委 員 渡辺 憲 吉田 眞人

阿部 博章

松浦 喜房 松田 隆

高見 徹 長谷川純一

２６ 会員福祉問題検討委員会（担当：明穂理事）

委 員 長 神鳥 高世

委 員 野島 丈夫 渡辺 憲

明穂 政裕

２７ ACLS委員会委員（担当：武田理事）

委 員 長 野島 丈夫

委 員 富長 将人 石田 浩司

武田 倬

山下 裕 清水 正人

山内 教宏 八木 啓一

２８ 日医生涯教育協力講座；セミナー「脳・心

血管疾患講座」実行委員会（担当：武田理事）

委 員 武田 倬 渡辺 憲

都田 裕之 坂本 雅彦

吉田 泰之

７ 顧問弁護士・顧問税理士について
平成１７年１月末日現在、本会顧問弁護士・顧

問税理士は次の通りである。〔敬称略〕

顧問弁護士 藤原 和男（鳥取市）

川中 修一（米子市）

顧問税理士 岸本 信一（鳥取市）

８ 会員表彰について
本年度、一般表彰並びに会長表彰は次のとお

りであった。

１ 叙位・叙勲

１６．４．２９ ＊藍綬褒章

藤井 省三（倉吉市）

１６．１１．３ 旭日双光章

音田 誠介（湯梨浜町）

２ 一般表彰

厚生労働大臣表彰

１６．１０．２０ ＊大谷 武（鳥取市）

国民健康保険関係功績者

１６．１１．１１ 西田龍之介（倉吉市）

公衆衛生事業功労者

日本公衆衛生協会長表彰

１６．１１．１１ 伊藤 文利（倉吉市）

公衆衛生事業功労者

国民健康保険中央会表彰

１６．９．２９ ＊三浦 邦彦（米子市）

国民健康保険関係功績者

平成１６年度鳥取県国民健康保険団体連合会理

事長表彰（国保事業功労者）；

１６．７．３０鳥取県国民健康保険団体連合会総

会席上

長田 昭夫（米子市）

岡本 公男（鳥取市）

＊菊川 寿子（用瀬町）

＊井上 雅勝（用瀬町）

＊三浦 邦彦（米子市）

鳥取県知事表彰

１６．９．２２ 岡本 公男（鳥取市）

結核予防事業功労者

鳥取県教育委員会表彰

１６．９．１４ 宮川 英子（大栄町）

学校保健功労者

鳥取県学校保健会長表彰（学校保健功労者）；

１６．２．２２鳥取県学校保健会役員等研修会席

上

萬 秀男（鳥取市）

宮川 鉄男（大栄町）

坂口 茂正（米子市）

小酒 浩（米子市）

森 正宣（西伯町）

読売医療功労賞〔鳥取県医療功労賞〕
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１６．２．１０ 岸 良尚（河原町）

僻地医療功労者

鳥取県健康対策協議会長表彰；

１６．５．２７第３５回理事会席上

岡空謙之輔（米子市）

宮� 博実（鳥取市）

鳥取県保健事業団理事長感謝状（対がん運動

功労者）

１６．９．７ 寺澤 誠（鳥取市・鳥取

赤十字病院）

竹内 勤（鳥取市・鳥取

生協病院）

鳥取県保健事業団理事長感謝状（結核予防事

業功労者）

１６．９．２８ 徳永 進（鳥取市）

＊自衛隊鳥取地方連絡部長感謝状；１６．７．９

中尾 徳明（米子市）

富永 晄子（米子市）

３ 鳥取県医師会長表彰；１６．６．１９定例総会席

上

宮川 英子（大栄町）開業５０年以上

入澤 俊夫（日南町）開業５０年以上

板倉 和資（郡家町）永年役員

梅澤 潤一（鳥取市）永年役員

飛田 義信（溝口町）永年役員

鳥取県医師会長表彰；１６．７．１鳥取県産業安
全衛生大会席上

芦川 喬（鳥取市）

早瀬 啓（鳥取市）

４ 第１３回鳥取医学賞；１６．６．１９定例総会席上

中村 廣繁（米子医療センター）

５ 米寿御祝；１６．６．１９定例総会席上

都田 睦子（境港市）

板倉 奨（日南町）

６ 喜寿御祝；１６．６．１９定例総会席上

岩井 博（鳥取市）

西田龍之介（倉吉市）

近藤 務（米子市）

立川 武（境港市）

早瀬 啓（鳥取市）

飯塚 幹夫（鳥取市）

新宮 彦助（米子市）

石川 好明（米子市）

高野 正明（米子市）

入江 宏一（鳥取市）

細田 泰久（米子市）

辻谷 賢三（米子市）

井上 !（米子市）
安田 稔（鳥取市）

足立 光三（境港市）

荻原 茂通（河原町）

岡田不二雄（郡家町）

中尾 政和（鹿野町）

本多 和雄（米子市）

林原不二夫（赤碕町）

尾西 賢治（倉吉市）

�田貢太郎（境港市）

瀧川 一尚（境港市）

門脇 和範（境港市）

森 納（国府町）

土井 学（東郷町）

中村 哲朗（米子市）

上原 崇義（倉吉市）

田村 昭子（鳥取市）

７ 職員表彰

鳥取県医師会長表彰（永年勤続職員）；

１６．６．１９定例総会席上

福島美弥子（米子看護高等専修学校）：

＊他団体推薦による受賞

９ 県及び関係団体委員会委員の推薦につい
て
平成１７年１月末日現在、本会から推薦した県

及び関係団体委員会委員は次のとおりである。

委員会の審議に当っては本会方針の反映に努め

た。（一部本会推薦以外も含む）

〔鳥取県福祉保健部・医務薬事課〕

１ 鳥取県准看護師試験委員（至Ｈ１８．１０．７）

富長将人 天野道麿 明穂政裕

２ 鳥取県ナースセンター事業運営委員（至Ｈ

１８．１２．２３）

岡本公男

３ 鳥取県医療審議会委員（至Ｈ１８．１０．２１）

長田昭夫 岡本公男

４ 鳥取県精度管理専門委員（至Ｈ１７．１．２６）

岡本公男

５ 医療分野における情報化検討会委員（至Ｈ

１７．３．３１）

渡辺 憲 阿部博章

６ 鳥取県地域医療対策協議会委員（任期：未

定）

長田昭夫 伊藤久雄

石部裕一 鳥取県病院協会長
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米本哲人 伊藤文利 魚谷 純

７ 鳥取県医療安全推進協議会委員（至Ｈ

１８．１０．１４）

岡本公男

〔鳥取県福祉保健部・健康対策課〕

１ 鳥取県成人病検診管理指導協議会委員（至

Ｈ１８．３．３１）

胃がん部会

三浦邦彦 岡本公男 秋藤洋一

謝花典子 西土井英昭（藤木尚子）

山口由美

子宮がん部会

寺川直樹 大石 徹 紀川純三

（大下以津子） （分倉千鶴子）

皆川幸久 （冨山真弓）

循環器疾患等部会

重政千秋 富長将人 浦上克哉

大城陽子 小竹 寛 （宮永みどり）

（米谷典恵）

肺がん部会

清水英治 中村廣繁 杉本勇二

谷口玲子 （長谷川ゆかり）

（村上弘美） 山家 武

乳がん部会

石黒清介 工藤浩司 廣岡保明

深田民人 村田陽子 （大久保ひとみ）

（山崎 泉）

大腸がん部会

古城治彦 宮�博実 岸 清志

木村 修 （田渕有香子）

（丸山みゑ子） 山本寛子

（ ）は非医師：参考

２ 鳥取県感染症情報解析部会委員（任期：未

定）

田中 清 岡空謙之輔

３ 鳥取県感染症危機管理対策協議会委員（任

期：未定）

岡本公男

４ 鳥取県小児慢性特定疾患診査会委員（任

期：未定）

岡空謙之輔

５ 鳥取県母子保健対策協議会委員（至Ｈ

１８．３．３１）

長田昭夫 神� 晋 大野耕策

岡本博文

６ 地域リハビリテーション推進協議会委員

（至Ｈ１７．１０．２７）

明穂政裕

７ 鳥取県難病医療連絡協議会委員（任期：未

定）

安部喬樹

８ 鳥取県結核対策推進協議会委員（任期：未

定）

天野道麿

９ 地域がん診療拠点病院推薦検討会委員（至

Ｈ１６年度）

長田昭夫 岡本公男 天野道麿

米本哲人 伊藤文利 魚谷 純

〔鳥取県福祉保健部・長寿社会課〕

１ 鳥取県介護保険審査会委員（至Ｈ１９．４．２９）

日笠親績 鎌田 修 谷口玲子

湯川喜美 細田庸夫

２ 鳥取県国民健康保険審査会委員（至Ｈ

１７．５．１）

植木壽一

３ 鳥取県介護保険事業支援計画・老人保健福

祉計画策定委員会委員（至Ｈ１８．３．３１）

野島丈夫

４ 鳥取県高齢者虐待防止協議会委員（任期：

未定）

渡辺 憲

５ 社会保険医療担当者指導員（至Ｈ１７．５．３１）

内 科：柿坂俊武 長谷川晴己

柿坂紀武 西尾昌憲

木村禎宏 石飛誠一

坂本雅彦 吉田明雄

松田裕之

外 科：池田茂之 吉津法爾

谷田 理 山下 裕

山家 武

整形外科：福島 明 大谷 武

木村 功 阿藤孝二郎

小 児 科：白石眞博 奈良井栄

産婦人科：寺澤 誠 梅澤潤一

耳鼻咽喉科：藤田和寿 竹内裕美

精 神 科：福間悦夫 田中 潔

眼 科：恩田健史 伊藤久太郎

皮膚泌尿器科：西浦清一

６ 鳥取県国民健康保険診療報酬請求書審査会

委員（至Ｈ１７．５．３１）

「公益代表」

◎谷崎勝朗 ○福島 明 三浦邦彦
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田村矩章 早田俊司 渡邉賢司

谷田 理 平尾正人

「保険者代表」

石飛誠一 伊藤久太朗 紀川純三

鱸 俊朗 吉田泰之 藤田和寿

田中 潔 川上 伸

「診療担当者代表」

池田茂之 柿坂俊武 桜井克彦

西尾昌憲 田村公平 板倉和資

高 勇吉 白石眞博

◎会長 ○副会長

〔鳥取県福祉保健部・福祉保健課〕

１ 鳥取県社会福祉審議会委員（至Ｈ１８．７．１５）

岡本公男 柏木 徹

（臨時委員）

山家 武 藤田和寿 倉信耕爾

村上 敏 大源和彦 中野英二

２ 鳥取県地域福祉計画策定指針・地域福祉支

援計画策定委員会委員（任期：未定）

渡辺 憲

〔鳥取県生活環境部・環境政策課〕

１ 鳥取県環境審議会委員（至Ｈ１７．１０．２６）

岡本博文

〔鳥取県企画部・協働推進室〕

１ 鳥取県青少年問題協議会委員（至Ｈ

１７．９．２３）

岡本博文

２ 鳥取県青少年育成県民会議委員（至Ｈ

１８．８．３１）

長田昭夫

〔鳥取県防災局・防災危機管理課〕

１ 鳥取県防災会議委員（至Ｈ１８．２．５）

野島丈夫

〔鳥取県防災局・消防課〕

１ 鳥取県メディカルコントロール協議会委員

（任期：未定）

野島丈夫

２ 鳥取県NBCR災害対処現地関係機関連絡会

議幹事（任期：未定）

谷口直樹（事務局長）

〔鳥取県総務部・同和対策課〕

１ 鳥取県人権尊重の社会づくり協議会委員

（至Ｈ１７．１２．１１）

大石 徹

〔鳥取県総務部・職員課〕

１ 鳥取県公務災害補償等審査会委員（至Ｈ

１９．１１．１０）

山本寛子

２ 鳥取県公務災害補償等認定委員（至Ｈ

１９．１１．１０）

田中香寿子

３ 地方公務員災害補償基金鳥取県支部審査会

委員（至Ｈ１９．１１．１０）

山本寛子

〔鳥取県土整備部・建築課〕

１ 鳥取県ハートビル法条例制定検討委員会委

員（至Ｈ１７．３．３１）

明穂政裕

〔鳥取県教育委員会・福利室〕

１ 鳥取県教育委員会職員健康管理審査会委員

（至Ｈ１７．３．３１）

柏木 徹 田中 潔 中村一貫

〔鳥取県教育委員会・体育保健課〕

１ 鳥取県結核対策委員会委員（任期：未定）

岡本公男 天野道麿

２ 鳥取県性教育推進委員会委員（任期：未定）

大石 徹

３ 学校・地域保健連携推進事業連絡協議会委

員（任期：未定）

岡本公男 天野道麿

〔鳥取労働局〕

１ 労災保険診療費審査委員（至Ｈ１７．３．３１）

那須吉郎 田中宏和 野島丈夫

大濱 満 鱸 俊朗 瀧田寿彦

２ 地方労災医員

鱸 俊朗 阿藤孝二郎 那須吉郎

川上 伸 佐藤武夫（至Ｈ１７．３．３１）

柏木 徹 幡 碩之 西田政弘

（至Ｈ１８．３．３１）

３ 労災協力医（至Ｈ１７．３．３１）

坂本雅彦 中安弘幸 松田善典

日笠親績 藤田和寿 福島 明

〔鳥取社会保険事務局〕

１ 鳥取地方社会保険医療協議会委員

野島丈夫（至Ｈ１８．３．９）

板倉和資（至Ｈ１９．２．２８）

岡本博文（至Ｈ１８．３．９）

富長将人（至Ｈ１９．２．２８）

魚谷 純（至Ｈ１９．２．２８）

２ 鳥取県社会保険健康づくり事業推進協議会

委員（至Ｈ１７．３．３１）

岡本公男
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〔鳥取大学〕

１ 鳥取大学地域学部倫理審査委員会委員（至

Ｈ１８．１１．３０）

長田昭夫

２ 鳥取大学医学部附属病院研修管理委員会委

員（任期：未定）

渡辺 憲

〔鳥取県警察本部・警察県民課〕

１ 鳥取県犯罪被害者支援連絡協議会副会長

（至Ｈ１７．８．総会）

谷口直樹（事務局長）

各種団体

〔鳥取県社会保険診療報酬支払基金〕

１ 鳥取県社会保険診療報酬支払基金幹事会幹

事（至Ｈ１８．８．３１）

長田昭夫

２ 鳥取県社会保険診療報酬請求書審査会委員

（至Ｈ１７．５．３１）

「学識経験者」

◎長谷川晴己 竹久義明 小田 大

松田裕之 奈良井栄 吉津法爾

山家 武 大谷 武 阿藤孝二郎

○寺澤 誠 西浦清一 恩田健史

「保険者代表」

周防武昭 中安弘幸 田中孝幸

濱崎尚文 松木 勉 山下 裕

村上 敏 岸 清志 森尾泰夫

井上明道 佐々木勇二 竹内裕美

「診療担当者代表」

柿坂紀武 天野道麿 坂本雅彦

木村禎宏 横濱雄介 萬 秀男

吉田明雄 田中 清 木村 功

梅澤潤一 麻木宏栄 中村一貫

◎委員長 〇副委員長

〔社会福祉法人恩賜財団済生会支部鳥取県済生

会〕

１ 鳥取県済生会境港総合病院評議員（至Ｈ

１７．１１．１７）

栗原達郎

〔鳥取県看護協会〕

１ 鳥取県看護職員確保対策連絡協議会委員

（至Ｈ１７．３．３１）

明穂政裕 佐々木知啓

〔鳥取県公衆衛生協会〕

１ 鳥取県公衆衛生協会理事（至Ｈ１８．６．８）

長田昭夫 岡本公男 野島丈夫

渡辺 憲 天野道麿 神鳥高世

宮�博実

〔鳥取県社会福祉協議会〕

１ 鳥取県社会福祉協議会介護実習普及セン

ター運営委員（至Ｈ１７．３．３１）

野島丈夫

２ 鳥取県社会福祉協議会介護実習普及セン

ター介護機器普及事業運営協議会委員（至Ｈ

１７．３．３１）

日笠親績

３ 鳥取県運営適正化委員会委員（至Ｈ

１８．８．３１）

柏木 徹

４ 貸付審査等運営委員会委員（至Ｈ１８．３．３１）

谷口昌弘

５ 地域福祉権利擁護事業に係る契約締結審査

会委員（至Ｈ１７．１０．３１）

高田耕吉

〔鳥取県町村職員退職手当組合〕

１ 鳥取県町村非常勤職員公務災害補償等審査

会委員（至Ｈ１７．３．３１）

長田昭夫

〔鳥取県保健事業団〕

１ 役員（至Ｈ１７．３．３１）

副理事長 長田昭夫 理事 岡本公男

〔財団法人結核予防会鳥取県支部〕

１ 財団法人結核予防会鳥取県支部支部長（至

Ｈ１８．５．２３））

長田昭夫

〔鳥取県学校保健会〕

１ 学校保健会（至Ｈ１８．３．３１）

会 長 長田昭夫

評議員 岡本公男 天野道麿

２ 学校安全表彰審査会委員（至Ｈ１８．３．３１）

長田昭夫（学校保健会長） 岡本公男

〔独立行政法人日本スポーツ振興センター鳥取県

支部〕

１ 独立行政法人日本スポーツ振興センター鳥

取県支部業務運営委員（至Ｈ１７．３．３１）

大石 徹 上山奎自

２ 独立行政法人日本スポーツ振興センター鳥

取県支部審査専門委員（至Ｈ１７．３．３１）

大石 徹 上山奎自

〔鳥取県国民健康保険団体連合会〕

１ 鳥取県国民健康保険団体連合会理事（至Ｈ

１７．６．９）
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長田昭夫

２ 鳥取県国民健康保険団体連合会介護給付費

審査委員会委員（至Ｈ１８．４．３０）

神谷 剛 杉山長毅 谷口玲子

３ 鳥取県国民健康保険団体連合会介護サービ

ス苦情処理委員会委員（至Ｈ１８．３．３１）

吉田眞人

４ 常務処理審査委員（至Ｈ１７．５．３１）

植木壽一

〔財団法人鳥取県国際交流財団〕

１ 財団法人鳥取県国際交流財団理事（至Ｈ

１８．３．３１）

長田昭夫

〔財団法人暴力追放鳥取県民会議〕

１ 財団法人暴力追放鳥取県民会議理事（至Ｈ

１８．３．３１）

長田昭夫

〔財団法人鳥取県環境管理事業センター〕

１ 財団法人鳥取県環境管理事業センター参与

（至Ｈ１７．５．３１）

長田昭夫

〔財団法人鳥取県臓器バンク〕

１ 財団法人鳥取県臓器バンク理事長（至Ｈ

１７．３．３１）

長田昭夫

〔鳥取県人権文化センター〕

１ 鳥取県人権文化センター理事（至Ｈ

１７．３．３１）

長田昭夫

〔鳥取県薬剤師会〕

１鳥取県薬剤師会薬事情報センター運営委員

（至Ｈ１８．３．３１）

富長将人

〔鳥取県精神保健福祉協会〕

１ 鳥取県精神保健福祉協会理事（至Ｈ

１７．３．３１）

長田昭夫

〔鳥取県産業保健推進センター〕

１ 鳥取県産業保健推進センター運営協議会委

員（至Ｈ１７．３．３１）

栗原達郎

〔鳥取県医療機関厚生年金基金〕

１ 鳥取県医療機関厚生年金基金理事長（至Ｈ

１７．４．１９）

長田昭夫

〔日本医師会〕

１ 日本医師会会員の倫理・資質向上委員会委

員（至Ｈ１８．３．３１）

長田昭夫

２ 日本医師会勤務医委員会委員（至Ｈ

１８．３．３１）

渡辺 憲

３ 日本医師会医師公衆衛生委員会委員（至Ｈ

１８．３．３１）

天野道麿

４ 日本医師会救急災害医療対策委員会委員

（至Ｈ１８．３．３１）

野島丈夫

５ ２００４年世界医師会（WMA）東京総会準備

委員会委員（至Ｈ１６．１０．３１）

長田昭夫

６ ２００４年世界医師会（WMA）東京総会組織

委員会委員（至Ｈ１６．１０．３１）

長田昭夫

〔その他〕

１ 山陰救急医学会幹事（任期：未定）

野島丈夫

２ 日本救急医学会中国四国地方会評議員（至

Ｈ１８．３．３１）

野島丈夫

３ 若年者心疾患対策協議会役員（至Ｈ

１８．３．３１）

顧 問 長田昭夫

理 事 小竹 寛

評議員 石黒眞吾 奈良井 栄

星加忠孝

４ 鳥取県民チャンネルコンテンツ協議会副会

長（至Ｈ１７．３．３１）

長田昭夫

５ 鳥取県柔道整復師会顧問

長田昭夫

６ 鳥取県鍼灸師会顧問

長田昭夫

７ 鳥取県手をつなぐ育成会保護者互助会運営

委員会委員（至Ｈ１８．５．３０）

下田光太郎

８ 鳥取県立中央病院研修管理委員会委員（任

期：未定）

渡辺 憲

１０ 各種会合について
平成１６年２月以降本年１月末日までに開催さ

れた総会、代議員会、その他各種会合は次のと
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おりである。

１ 総 会（１回）

平成１６年度定例総会は、平成１６年６月１９日

（土）、午後３時４５分から県医師会館におい

て開催し、平成１５年度庶務、会計事業報告並

びに平成１４年度決算（５議案）についてこれ

を承認された。

また、鳥取県医師会長表彰並びに特別講演

「医療改革―医師会に取り組み―」講師 日

本医師会会長 植松治雄先生を行った。詳細

は、会報第５８７号へ掲載した。

２ 代議員会（３回）

１）第１６５回（定例）代議員会 平成１６年２

月２８日、鳥取市、鳥取県医師会館において

開催し、平成１５年度会務報告の承認、平成

１６年度鳥取県医師会事業計画、予算等９議

案について原案どおり承認可決し、任期満

了に伴う役員選挙を行った。詳細は、会報

第５８５号へ掲載した。

２）第１６６回（臨時）代議員会 平成１６年６

月１９日、鳥取市、鳥取県医師会館において

開催し、代議員会正副議長を選出し、顧問

２名の委嘱を決定した。詳細は、会報第

５８９号へ掲載した。

３）第１６７回（臨時）代議員会 平成１６年８

月７日、米子市、米子全日空ホテルにおい

て開催し、平成１５年度鳥取県医師会収入支

出決算６議案等について承認した。詳細は、

会報第５９１号へ掲載した。

３ 理事会（１２回）

第１１回理事会

日 時 平成１６年２月５日（木）

午後４時～午後７時１５分

場 所 鳥取県医師会館

鳥取市戎町

協議事項

１．平成１６年度事業計画案及び予算案に

ついて

２．定例代議員会の運営について

３．都道府県医師会 社会保険担当理事

連絡協議会の出席について

４．診療報酬点数改正について

５．地方社会保険医療協議会委員の推薦

について

６．鳥取いのちの電話への寄付金につい

て

７．セミナー『医療機関の!危機管理"』
の出席について

８．健保 個別指導（新規）の立会につ

いて

９．健保 集団的個別指導の立会につい

て

１０．健保 個別指導（病院）の立会につ

いて

１１．医師会立看護師養成所教務主任連絡

会議の出席について

１２．医事紛争処理委員会及び医療安全対

策委員会の日程変更について

１３．日医生涯教育講演会の認定申請の承

認について

１４．その他

第１２回理事会

日 時 平成１６年３月２５日（木）

午後４時～午後５時５０分

場 所 鳥取県医師会館

鳥取市戎町

協議事項

１．鳥取県医師会 慶弔内規の一部改正

等について

２．鳥取県医師会 協力貯蓄運営規程の

一部改正について

３．医療機関における医療事故の報告に

ついて

４．鳥取県感染症予防計画に対する意見

について

５．学校医の推薦について

６．鍼灸師会通常総会の出席について

７．日医認定産業医更新申請について

８．名義後援について

第１回理事会

日 時 平成１６年４月８日（木）

午後４時～午後５時３５分

場 所 鳥取県医師会館

鳥取市戎町

協議事項

１．副会長の順位について

２．常任理事の選任について

３．理事の順位について

４．役員の会務分担について

５．各種委員会委員の委嘱について

６．中国四国医師会連合総会分科会の提

出議題、出席について
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７．健康セミナーについて

８．研修医の入会促進について

９．介護給付費審査委員会委員の推薦に

ついて

１０．自賠責保険研修会の開催について

１１．外国人バリアフリーの推進（外国人

対応医療機関）について

１２．新規メーリングリストの開設につい

て

１３．産業医部会の開催について

１４．鳥取産業保健推進センター主催の

「産業保健研修会」について

１５．名義後援について

１６．その他

第２回理事会

日 時 平成１６年５月２０日（木）

午後４時～午後６時５分

場 所 鳥取県医師会館

鳥取市戎町

協議事項

１．第１６６回臨時代議員会及び定例総会

の運営について

２．鳥取医学賞について

３．定例総会における被表彰者等につい

て

４．平成１５年度一般会計収支補正予算に

ついて

５．中国四国医師会連合総会について

６．感染症危機管理対策委員会の開催に

ついて

７．第１回産業医研修会の開催について

８．風しんワクチン未接種者に対する

PRポスターの作成について

９．研修医用入会申込書様式について

１０．各種委員会について

１１．薬事情報センター運営委員会委員の

推薦について

１２．ハートビル法条例制定検討委員会委

員の推薦について

１３．母性健康管理指導医の推薦について

１４．日医認定健康スポーツ医再研修会の

指定について

１５．日医認定産業医新規申請について

１６．メディカルトリビューン「不眠症セ

ミナー」の共催について

１７．健康セミナーの日程・開催場所変更

について

１８．日医生涯教育講演会の認定申請の承

認について

１９．名義後援について

２０．その他

第３回理事会

日 時 平成１６年６月１７日（木）

午後４時～午後６時３０分

場 所 鳥取県医師会館

鳥取市戎町

協議事項

１．第１６６回臨時代議員会及び定例総会

の運営について

２．パンフレット「医師会入会の手引き

―勤務医の皆様へ―」について

３．労災保険診療指定医療機関研修会の

開催について

４．医師賠償責任保険の募集案内につい

て

５．日医生涯教育講演会の認定申請の承

認について

６．名義後援について

７．その他

第４回理事会

日 時 平成１６年７月２２日（木）

午後４時１０分～午後７時２０分

場 所 鳥取県医師会館

鳥取市戎町

協議事項

１．医療法人の登記すべき事項について

２．平成１５年度決算について

３．児童虐待防止に関する医師等講習会

の開催について

４．感染症危機管理小委員会の開催につ

いて

５．中国四国医師会連合各種研究会及び

医学会の出席について

６．中国四国ブロック広報担当理事連絡

協議会の出席について

７．第２６回産業保健活動推進全国会議の

出席について

８．春季医学会の学会長推薦演題につい

て

９．日医認定産業医更新申請について

１０．日医生涯教育講演会の認定申請の承

認について
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１１．その他

第５回理事会

日 時 平成１６年８月１９日（木）

午後４時～午後６時３０分

場 所 鳥取県医師会館

鳥取市戎町

協議事項

１．産業医部会、学校医部会の会則の一

部改正について

２．中国四国医師会連合各種研究会・医

学会及び中国四国ブロック広報担当理

事連絡協議会について

３．禁煙指導医・講演医一覧のホーム

ページ掲載（一般向け）について

４．鳥取医学雑誌のホームページ掲載

（会員限定）について

５．第２回産業医研修会の開催について

６．２００４年世界医師会東京総会の登録に

ついて

７．日医認定医療秘書養成に関する意向

調査について

８．生保病院指導の立会いについて

９．第３５回全国学校保健・学校医大会

都道府県医師会連絡会議の出席につい

て

１０．資格関係誤りレセプト発生防止につ

いて

１１．鳥取県介護保険事業支援計画・老人

保健福祉計画策定委員会委員の推薦に

ついて

１２．グループ保険の団体募集について

１３．日医生涯教育講演会の認定申請の承

認について

１４．名義後援について

１５．その他

第６回理事会

日 時 平成１６年９月１６日（木）

午後４時～午後７時００分

場 所 鳥取県医師会館

鳥取市戎町

協議事項

１．産業医部会、学校医部会の会則の一

部改正について

２．病院会計準則の改正について

３．医師会員（全会員）への喫煙に関す

るアンケート調査実施について

４．鳥取県医療審議会委員の推薦につい

て

５．鳥取県NBCR災害対処現地関係機関

連絡会議委員及び幹事の推薦について

６．ナースセンター事業運営委員会委員

の推薦について

７．准看護師試験委員の推薦について

８．高齢者虐待防止協議会委員の推薦に

ついて

９．鳥取県公務災害補償等認定委員会委

員の推薦について

１０．鳥取県公務災害補償等審査会委員の

推薦について

１１．地方公務員災害補償基金鳥取県支部

審査会委員の推薦について

１２．鳥取県特定不妊治療費助成金交付事

業について

１３．救命救急センター設置記念式典の出

席について

１４．生保 病院指導の立会いについて

１５．健保 個別指導の立会いについて

１６．健保 新規集団指導立会いの要否に

ついて

１７．母体保護法指定医師選定委員会の開

催について

１８．感染症危機管理対策委員会の日程変

更について

１９．都道府県医師会勤務医担当理事連絡

協議会の出席について

２０．在宅医療推進のための実地研修事業

について

２１．「子どもの周りを無煙に！全国キャ

ンペーン」の啓発ポスターについて

２２．日医認定産業医の新規申請について

２３．日医生涯教育講演会の認定申請の承

認について

２４．名義後援について

２５．その他

第７回理事会

日 時 平成１６年１０月２１日（木）

午後４時～午後７時３０分

場 所 鳥取県医師会館

鳥取市戎町

協議事項

１．精神科医を対象とした産業保健に関

する研修について
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２．医療機関厚生年金基金 選定代議員

の推薦について

３．国民皆保険制度を守る国民運動につ

いて

４．新規保険医に対する医師会活動説明

会の開催について

５．健保指導の立会いについて

６．第３回産業医研修会の開催について

７．都道府県医師会 介護保険担当理事

連絡協議会の出席について

８．感染症危機管理対策委員会の日程変

更について

９．家族計画・母体保護法指導者講習会

の出席について

１０．鳥取県が行う「医師求人情報の無料

提供事業」について

１１．日医生涯教育講演会の認定申請の承

認について

１２．名義後援について

１３．その他

第８回理事会

日 時 平成１６年１１月１８日（木）

午後４時～午後６時５０分

場 所 鳥取県医師会館

鳥取市戎町

協議事項

１．母体保護法指定医師の指定証交付に

ついて

２．国民皆保険制度を守る県民集会の運

営について

３．リース期間終了に伴うサーバの対応

について

４．会員喫煙意識調査結果速報について

５．平成１６年の医師の届け出及び調査へ

の協力について

６．保健所における結核精密健康診断

（定期）の廃止について

７．産業医学並びにメンタルヘルス担当

相談員の推薦について

８．鳥取大学地域学部倫理審査委員会委

員の推薦について

９．鳥取大学地域学部倫理審査委員会委

員の推薦について

１０．指導の立会いについて

１１．日医生涯教育協力講座セミナー

「脳・心血管疾患講座」の実施につい

て

１２．すこやか生活セミナーについて

１３．日医認定産業医更新申請について

１４．都道府県医師会医事紛争担当理事連

絡協議会の出席について

１５．日医認定健康スポーツ医研修会の開

催について

１６．日医生涯教育講演会の認定申請の承

認について

第９回理事会

日 時 平成１６年１２月１６日（木）

午後４時～６時

場 所 鳥取県医師会館

鳥取市戎町

協議事項

１．平成１７年度事業計画、予算編成方針

について

２．平成１７年度鳥取県予算要望事項（県

議会）について

３．医療懇話会の議題・運営について

４．鳥取労働局 地方労災医員の推薦に

ついて

５．都道府県医師会 医療関係者担当理

事連絡協議会の出席について

６．広島国税局と中国地区医師会役員と

の懇談会の出席について

７．禁煙指導対策委員会の開催について

８．平成１６年度学校医講習会の出席につ

いて

９．平成１６年度乳幼児保健講習会の出席

について

１０．秋季医学会の学会長推薦演題につい

て

１１．日医生涯教育講演会の認定申請の承

認について

１２．その他

第１０回理事会

日 時 平成１７年１月６日（木）

午後２時５０分～４時２０分

場 所 鳥取県医師会館

鳥取市戎町

協議事項

１．平成１７年度事業計画、予算編成方針

について

２．日医「糖尿病対策推進会議設立総会」

における事例発表について
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３．所得割会費について

４．産業医部会運営委員会の開催につい

て

５．日医 医療政策シンポジウムの出席

について

６．学校医・学校保健研修会の開催につ

いて

７．日医 個人情報保護担当理事連絡協

議会の出席について

８．第１６８回定例代議員会の開催につい

て

９．セミナー「脳・心血管疾患講座」の

開催について

１０．子ども予防接種週間の実施について

１１．鳥取大学医学部附属病院 研修管理

委員会委員の推薦について

１２．国保連合会 常務処理審査委員の推

薦について

１３．学校・地域保健連携推進事業連絡協

議会委員の推薦について

１４．学校保健及び学校安全表彰審査会委

員の推薦について

１５．毎月勤労統計調査（第二種事業所）

に対する協力について

１６．母体保護法指定医師の新規指定につ

いて

１７．日医認定産業医新規申請について

１８．名義後援について

１９．日医生涯教育講演会の認定申請の承

認について

２０．第５６回鳥取県医療懇話会の運営につ

いて

２１．その他

４ 常任理事会

平成１６年２月以降本年１月までに開催した常

任理事会は１０回で、日常会務の処理及び当面の

重要問題の執行について協議を行った。

なお、緊急を要する問題については、必要に

より担当理事打合会を開催し、会務運営に万全

を期した。また、理事会会議状況等については、

県医師会報及び県医師会メーリングリスト並び

にホームページ（会員用）への掲載を以て、概

要の周知を図った。

５ ２００４年世界医師会東京総会

１０月６日～９日の４日間、帝国ホテルにおい

て開催され、長田会長、野島副会長、伊藤中部

会長が出席した。国内、国外から５００名を越え

る参加者が集い、会議、学術集会、および各種

社交行事が挙行された。

１日目は、理事会、各種委員会の後、夜には

天皇皇后両陛下ご臨席の下、日医主催歓迎レセ

プションが行われ、２日目は、準会員会議の後、

３日目午前中にかけて「先端医療と医の倫理」

「ITの進歩と医療」をテーマとした学術集会、

４日目には理事会、総会式典などが行われた。

１１ 募金・義援金・寄付金について
１ 新潟県中越地震災害救援義援金について

平成１６年９月２３日に発生した新潟県中越地震

災害救援のため、平成１６年１０月２６日付けにて日

医より義援金の要請があった。よって、平成１６

年１１月４日第６回常任理事会にて協議の結果、

全会員あて２，０００円以上、１，０００円単位で義援金

をお願いした結果、２，５６６，０００円お寄せいただ

き、日医を通じて新潟県医師会へ届けられた。

２ スマトラ島沖地震・インド洋津波災害救援

義援金について

平成１６年１２月２６日に発生したスマトラ沖地

震・インド洋津波災害救援のため、平成１７年１

月６日付けにて日医より義援金の要請があった。

よって、平成１７年１月６日第１０回理事会にて協

議の結果、全会員あて２，０００円以上、１，０００円単

位で義援金をお願いすることとなった。

３ 鳥取いのちの電話への寄付金について

鳥取いのちの電話より今後、本事業運営に支

障が生じるのではないかと危惧される状況に

なっている為、寄付金の協力依頼があった。

よって、平成１６年２月５日第１１回理事会にて協

議の結果これに応じることとし、県医２万、東

部・中部・西部各１万として、計５万円を寄付

した。

１２ 会員録発行について
平成１６年版より「会員名簿」の名称を「会員

録」とした。７月１日現在にて１，６００部発行、

全会員並びに関係諸方面に配付した。なお、別

冊として、平成１３年度より発行しているメール

アドレス名簿については本年度作成しなかった。

１３ 慶弔内規の一部改正等について
平成１６年２月５日開催した「共済会運営委員

会」にて、平成１６年度から共済会事業のうち喜

寿、米寿、白寿を県医師会事業にすることが承

認されたことに伴い、慶弔内規について、「役

員及び顧問の慶祝 ３万円」を廃止し、� 会
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員の喜寿祝 ２万円程度 � 会員の米寿祝

５万円程度 � 会員の白寿祝 １０万円程度、

を追加することとした。なお、この内規は平成

１６年４月１日より施行する。

生 涯 教 育 関 係

１ 医 学 会
１ 春季医学会（学会長：鳥取県立厚生病院長

藤井 昭）

平成１６年６月１３日（日）午前９時２５分より

倉吉市・倉吉交流プラザにおいて開催した。

（出席者７８名）

１）研究発表……３７題

２）特別講演

「もっと緩和ケアに理解を」

藤井政雄記念病院副院長 金子徹也

講演内容は総説として鳥取医学雑誌第

３２巻３号へ掲載した。

２ 秋季医学会（学会長：鳥取生協病院長 竹

内 勤）

平成１６年１１月２８日（日）午前９時２５分より、

鳥取市 鳥取県医師会館において開催した。

（出席者９１名）

１）研究発表……３３題

２）特別講演

「間質性肺炎の臨床」

公立陶生病院呼吸器・アレルギー内科

部長、名古屋大学医学部医学科臨床教授

谷口博之

講演抄録は、鳥取医学雑誌第３２巻４号へ

掲載した。

２ 日本医師会生涯教育制度への参加につい
て
昭和６２年度より本制度として始まった「日医

生涯教育制度」も本年で１７年目となった。基本

的には平成１５年度を踏襲しているが、新しい自

己（自宅）学習として、平成１４年度より開始し

た「インターネット生涯教育講座」が平成１６年

度から評価対象となり、各パートに設置された

セルフアセスメントに解答することにより、１

パートにつき１単位取得が可能となった。

なお、平成１６年２月１３日開催された「都道府

県医師会生涯教育担当理事連絡協議会」には、

渡辺常任理事が出席した．

１ 平成１５年度申告状況（平成１２年度より一括

申告制を採用）

全県：８４．９％（前年度比１．０％減）

（東部８５．４％ 中部８０．３％ 西部８６．０％ 鳥

大８７．９％）

このうち、修了証取得者（評価基準：参加

証明、記録により年間１０単位以上の単位取得

者）は４８３名で、地区医師会経由送付した。

また、平成１３年度から１５年度までの３年連

続して「生涯教育修了証」を取得した方に交

付される日本医師会長の「認定証」交付者は、

２０９名（このうち新規取得者２４名）であった。

２ 「日本医師会生涯教育講座」の開催につい

て

定例総会・春季・秋季医学会のほか、次のと

おり開催した。

１６．２．２２ 第２回鳥取県医師会学校

医・学校保健研修会

７．１１ 第１回鳥取県医師会産業医

研修会

７．２８ 禁煙指導医・講演医養成の

ための講習会（中部）

７．３０ 禁煙指導医・講演医養成の

ための講習会（東部）

８．９ 禁煙指導医・講演医養成の

ための講習会（西部）

８．２１ ＊第４７回東部医師会医学セ

ミナー

８．２２ ＊西部医師会生涯教育講習

会

９．１８ ＊メディカルトリビューン

不眠症セミナー

１０．３ 第２回鳥取県医師会産業医

研修会

１０．１７ 第１回鳥取県医師会学校

医・学校保健研修会

１１．１４ 第３回鳥取県医師会産業医

研修会

＊内科学会認定内科専門医単位取得講座

３ 日医生涯教育協力講座；セミナー「脳・心

血管疾患講座」開始について

日本医師会では生涯教育のさらなる推進を
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はかるため、新たな企画としてセミナー

「脳・心血管疾患講座」を開設することと

なった。この講座は、平成１６年度から１８年度

までの３カ年に亘り１年に２回（但し、本年

度は１回、計５回）全国都道府県主要都市で

開催されるセミナー形式の生涯教育講座であ

る。本会ではこれを受けて、平成１６年１２月９

日、第１回委員会を開催して委員会の名称、

疾患の開催順序と開催地、本年度第１回の日

程等具体案を検討した。詳細は、会報第５９５

号へ掲載した。

３ 新医師臨床研修制度（卒後臨床研修制度）
について
平成１６年４月より新医師臨床研修制度が発足

したことにより、本会として次のとおり活動し

た。

１ 鳥取県医師会報平成１６年４月号に鳥取大学

医学部附属病院卒後臨床研修委員会委員長・

卒後臨床研修センター長 重政千秋先生に

「新医師臨床研修制度と鳥取大学医学部附属

病院における取り組み」を寄稿頂くとともに、

以後担当理事及び各管理型病院に本制度への

取り組みを執筆して頂いた。

２ 鳥取大学関連型病院協議会にオブザーバー

として参画

３ 新たに研修医用入会申込書用紙を作成

４ 第１回卒後臨床研修委員会を開催

平成１６年１０月１４日、県医師会館において第

１回卒後臨床研修委員会を開催し、新医師臨

床研修制度の現況と現在までの経緯について

報告の後鳥取県医師会の取り組みについて協

議した。

その結果、１）現在オブザーバーとして参

加している「鳥取大学関連管理型病院協議会」

に今後は正式な委員として参画させていただ

きたいこと ２）各管理型病院に設置されて

いる「研修管理委員会」に中立的立場で地区

医師会委員を入れていただくこと ３）研修

医を対象とした相談事業を行う ４）研修医

に対し、研修がある程度進んでから医療制

度・保険制度・地域医療等についての解説を

東西２箇所で行う ５）研修２年目の必須科

目である、地域医療・保健の分野での「診療

所研修」のため、指導医の養成を目的として

厚生労働省の認可を受けた講習会を県医師会

が地元で大学と協調しながら開催する ６）

研修医の取り込み方策として、３年目以降の

研修を県内の研修病院で行うよう、鳥大を中

心に関連病院を含めたシステムづくりを検討

していただく、等とした。詳細は、会報第

５９３号に掲載した。

４ 鳥取医学雑誌の発行について
本年度（平成１６年３・６・９・１２月）発行し

た医学雑誌は第３２巻１号～４号までで、収載論

文数は総数４９編（内訳：興味ある症例４編、総

説５編、原著１７編、症例報告１２編、報告１１編）

であった。

本年度編集委員会は平成１６年４月１５日に開催

し、今後の発行・編集方針として３２巻１号より

表紙、体裁、文字の大きさを変えるほか、新た

に「興味ある症例」の設置、総説論文（依頼原

稿）執筆者、投稿規定の一部変更と査読要項の

整備、鳥取医学賞候補論文（著者）の選定等に

ついて協議した。詳細は、会報第５８７号に掲載

した。

なお、３２巻１号より表紙・論文内容の全文を

会員用ホームページへ掲載している。

５ 平成１６年度在宅医療推進のための実地研
修事業について
厚生労働省委託事業として平成１２年度より実

施している標記事業について、本年度も地区医

師会との共催とし、平成１６年７月２８日付にて地

区医師会へ実施計画書を依頼した。実施に伴う

経費として９３万６千円が交付される予定。

６ 第３８回中国四国医師会連合医学会
平成１６年度連合医学会は、徳島県医師会担当

のもとに平成１６年９月５日（日）、ホテルクレ

メント徳島において開催された。なお、これに

先立ち９月４日（土）同所において広島県医師

会担当により常任委員会、地域医療研究会、医

療保険研究会、医事紛争研究会が開催された。

詳細は、会報第５９１号へ掲載した。

〔日程〕

９月５日（日）

医学会総会

特別講演�「今、医療に求められるもの」

日本医師会長 植松治雄

特別講演�「監督のリーダーシップとチームワーク」

元プロ野球監督・徳島県教育委員 上田利治
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経 理 関 係

１ 平成１６年度歳入・歳出予算について
平成１６年度予算については、平成１６年２月２８

日開催の第１６５回（定例）代議員会において原

案どおり可決され、４月１日から施行になった。

また、本会特別会計については下記の如く認

められており、各予算はそれぞれの事業推進の

費途に充てられている。

１ 共済会

２ 鳥取県医師会館修繕積立金会計

３ 生命保険取扱特別会計

２ 平成１６年度会費減免について
平成１６年度会費減免については、第１６５回（定

例）代議員会及び第１６７回（臨時）代議員会［追

加分］において申請どおり承認になった。減免

申請の内訳は次のとおりである。

会費免除会員……１０８名（老齢４４名、病気療

養中８名、研修医５６名）

３ 平成１５年度歳入・歳出決算について
平成１５年度一般会計及び特別会計決算並びに

財産目録等について、平成１６年７月８日、県医

師会館において岸田、吉中両監事によって厳正

なる監査が行われ、いずれも適正妥当であった

ことが認められた。

次いで、８月７日開催の第１６７回（臨時）代

議員会において承認された。

４ 鳥取県医師会会費賦課徴収規則の一部改
正について
新医師臨床研修制度は平成１６年４月１日から

開始された。

今回の改正は、研修医の会費を免除すること

により医師会入会の促進を図り、医師会組織の

強化、医師会活動の活性化、病診連携強化に寄

与し、もって地域医療の向上に資することを目

的とされ、第１６７回（臨時）代議員会において

承認された。

地 域 社 会 活 動 関 係

１ 公衆衛生事業協力について
公衆衛生事業の推進にあたっては、各種事業

に協力しているほか、本会役員が公衆衛生協会

役員として協議に参画している。また、県及び

関係団体において実施された各種行事には、共

催・後援等を行った。

なお、鳥取県衛生環境研究所提供による「鳥

取県感染症発生動向調査情報」を毎月会報に掲

載した。

１ 感染症対策について

１）感染症危機管理対策委員会

� 平成１６年６月２４日、県医師会館におい

て開催した。平成１５年度インフルエンザ

総合対策などについて報告があったほか、

１）予防接種の広域化 ２）今冬のイン

フルエンザ総合対策 ３）腸管出血性大

腸菌感染症 ４）ウエストナイル熱、な

どについて協議・意見交換を行った。詳

細は、会報第５８９号に掲載した。

� 平成１６年１２月２日、ホテルセントパレ

ス倉吉において県医務薬事課及び健康対

策課に参集いただき、開催した。１）今

冬のインフルエンザ総合対策の取組み

（県医師会・地区医師会・鳥取県） ２）

県内の予防接種の広域化 ３）子ども予

防接種週間の実施、などについて協議・

意見交換を行った。詳細は、会報第５９４

号に掲載した。

２）インフルエンザ総合対策について

� 平成１６年８月５日、県医師会館におい

て、昨年はワクチン接種希望者が多数に

のぼったため、医療機関がワクチンを入

手できないという状況であったことから、

今年度においては県民のニーズに十分応

えられるよう、ワクチンの安定供給を図

るために、県医務薬事課及び健康対策課、

県医薬品卸業協会、県医師会代表（岡本

副会長、天野・宮�両常任理事）が参集

し、小委員会を開催した。平成１５年度イ

ンフルエンザ総合対策について報告が

あったほか、平成１６年度インフルエンザ

ワクチン予防接種総合対策について協議、
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意見交換を行った。詳細は、会報第５９０

号に掲載した。

� 県内におけるワクチン在庫状況等を把

握するため、本会からインフルエンザ予

防接種実施医療機関（病院は県が実施）

あてに、アンケート調査を４回（１１月

１５・３０日、１２月１５・末日時点）実施した。

これにより、平成１６年１２月２１日、県医

師会館において、県、県医薬品卸業協会、

県医師会代表（岡本副会長・天野常任理

事）が参集し、実務者会議を開催し、今

後の対応について協議、意見交換を行っ

た。なお、今後はワクチン在庫状況に応

じて適宜、実務者会議を開催していくこ

ととした。詳細は、会報第５９５号に掲載

した。

３）ポスター作成について

� 昭和５４年４月２日から昭和６２年１０月１

日生まれの方を対象に、県医師会・県小

児科医会・日産婦医会鳥取県支部連名で

「風しんワクチン未接種者に対するPR

ポスター」を作成し、県内全医療機関、

各市町村、中学校、高等学校、大学へ配

付した。

� 年末から年始めにかけて、全国的に特

別養護老人ホームなどで、下痢・嘔吐等

の症状を呈するノロウイルスを原因とし

た感染性胃腸炎が頻発し、県内において

も施設の患者からノロウイルスが検出さ

れたことから、ポスター「ノロウイルス

を原因とする感染性胃腸炎とは」を作成

し、県内全医療機関へ配付した。

４）子ども予防接種週間の実施協力について

昨年同様、我が国の麻疹の根絶を目的に

２００５年３月１日（火）から３月７日（月）

までの１週間を「子ども予防接種週間」と

して平日夜間、休日に予防接種の相談に応

じるとともに、通常の診療時間に予防接種

が受けにくい人たちに対し、予防接種を行

う。

このため、本会では地区医師会の協力を

得て医療機関を照会、日医へ報告したほか、

各市町村にて住民に対する子ども予防接種

週間の実施について情報提供をお願いした。

５）結核予防法の一部を改正する法律等の施

行について

次の通り改正となったので会報第５９３号

にて周知した。

定期健診 定期健診の患者発見率に照らし、

併せて集団感染の防止という観

点からも、定期健診の必要性・

有効性について検討を行った上

で、定期健診の対象者、定期及

び回数を見直す。

定期外の健康診断 都道府県知事は、結核

の予防上特に必要があると認め

るときは、結核にかかっている

と疑うに足りる正当な理由のあ

る者に対し医師の健康診断を受

け、又はその保護者に対し健康

診断を受けさせるべきことを勧

告することができる。

定期の予防接種

１ 改正の趣旨：ツベルクリン反応検査

（以下「ツ反」という。）による不必

要な予防内服等の弊害を回避すること

等の理由から、ツ反を行わずに定期の

予防接種を行う。

２ 実施時期（定期）の見直し：結核の

感染前に予防接種を実施することによ

り乳幼児期の重症結核等を予防すると

いう観点から、ツ反の廃止とともに、

早期の予防接種を行うこととし、接種

時期を医学的知見に基づき、生後直後

から生後６月に達するまでの期間とす

る。

施行時期

法令及び規則は、平成１７年４月１日から

施行する。

２ 喫煙健康被害予防対策の取り組みに

ついて

昨年に引き続き鳥取県医師会報及び

日本海新聞のコラムを利用して、喫煙

健康被害予防のキャンペーンを行った

ほか、会員専用ホームページに掲載し

た禁煙指導医・講演医を本年度更新し

た。

なお、鳥取県医師会館も、平成１６年

６月２日付で「鳥取県禁煙施設」に認

定され、同年６月３日、認定証が交付

された。

１）禁煙指導対策委員会
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平成１６年６月１０日、県医師会館において

開催した。１）日医の方針 ２）県医師会

における活動の現況 ３）地区医師会にお

ける活動の現況について報告があったほか、

１）今後の活動方針（県医HP〈会内情報〉

における禁煙指導医リストの取り扱い、か

かりつけ医の禁煙指導のための講習会）２）

県医師会・地区医師会・各地区喫煙問題研

究会における相互の連携ならびに役割分担

３）地区医師会からの提案事項、などにつ

いて協議、意見交換を行った。

なお、年度内に鳥取県医師会・地区医師

会共催により各地区で禁煙指導養成のため

の講習会を「具体的な禁煙方法」をテーマ

に開催し、この講習会（東・中・西の３会

場で開催されるうち１つ）に出席すること

を、県医ホームページにリストを公表する

ための条件とした。

詳細は、会報第５８９号へ掲載した。

２）「禁煙指導医・講演医」養成のための講

習会

地区医師会との共催により、次のとおり

開催した。

［東部地区］

日 時 平成１６年７月３０日（金）

午後７時～９時

場 所 東部医師会館

鳥取市富安

内 容 １．「喫煙問題と医師の役割」

鳥取市立病院内科部長

長谷川晴己

２．「禁煙指導の実際」

鳥取生協病院内科部長

木村正美

出席者 ６３名（医師５５名、その他８名）

［中部地区］

日 時 平成１６年７月２８日（水）

午後７時

場 所 中部医師会館

倉吉市旭田町

内 容 １．「学校における禁煙教育」

中部医師会理事 松田 隆

２．「医師が知っておくべきタ

バコに関する情報」

中部医師会監事 河本知秀

出席者 １４名（医師のみ）

［西部地区］

日 時 平成１６年８月９日（月）

午後７時

場 所 西部医師会館 米子市久米町

内 容 １．「臨床薬理学的側面から見

た禁煙支援のコツとポイン

ト」

鳥取大学医学部病態解析医学講

座薬物治療学分野教授 長谷川

純一

２．「呼吸器外科医の立場から

見た禁煙支援の実際」

独立行政法人国立病院機構米子

医療センター呼吸器外科医長

中村廣繁

出席者 ３６名（医師のみ）

３）鳥取県医師会会員喫煙意識調査実施につ

いて

平成１６年１０月、鳥取県医師会員全員を対

象にプライバシーに配慮しながら上記調査

を実施した。集計結果の概要は次の通りで、

詳細は会報第５９５号へ掲載した。

発送数：１，３１４名 回答数：８０３名（６１．１％）

１．男女別

男：７１６（うち喫煙者：１１９ １６．６％）

女：８３（うち喫煙者：０）

不明：４（うち喫煙者：０）

計：８０３（うち喫煙者：１１９ １４．８％）

２．形態別

開業医：３２２ 勤務医：４７３

不明：８ 計：８０３

３．年齢別

２０歳代：２６（うち喫煙者：２）

３０歳代：１０２（うち喫煙者：１０）

４０歳代：２５０（うち喫煙者：４４）

５０歳代：１６９（うち喫煙者：３０）

６０歳代：１３２（うち喫煙者：２２）

７０歳代：９９（うち喫煙者：８）

８０歳以上：２０（うち喫煙者：３）

不明：３（うち喫煙者：８）

計：８０３（うち喫煙者：１１９）

４）鳥取県禁煙・完全分煙施設認定制度につ

いて

鳥取県では、県民の効果的な受動喫煙防

止対策を普及啓発するとともに、受動喫煙

による健康被害から守り、安全で快適な生
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活環境を実現することを目的としてこの制

度を創設し、たばこ対策の取組みを進めて

おり、このことについては、鳥取県医師会

報を通じて情報提供した。

ともに、鳥取県健康会館（鳥取県医師会

館）も申請して承認され、平成１６年６月２

日鳥取県認定禁煙施設となった。

３ 第４７回鳥取県公衆衛生学会

平成１６年７月２３日、倉吉市、倉吉未来中

心において開催され、長田会長が学会長と

して運営に参画した。

当日は一般演題５５題（紙上発表を含む）

及び特別講演「新興感染症への危機管理対

応について」と題して、厚生労働省仙台検

疫所 岩崎恵美子所長が講演したほか、中

国地区公衆衛生学会派遣演題選考が行われ

た。

４ Ｃ型肝炎ウイルス検査

平成１６年１２月２２日付で各医療機関にフィ

ブリノゲン製剤納入先医療機関公表に伴う

肝炎ウイウス検診の実施に関する厚生労働

省作成のＱ＆Ａを配布した。

鳥取県ではフィブリノゲン製剤に関する

相談窓口を県医務薬事課および各保健所に

設置したほか、県政だより１月号に「Ｃ型

肝炎ウイルス検査のおすすめ」を掲載して

県民へ啓発した。

２ 救急医療対策について
１ ACLS委員会

平成１６年８月１２日、県医師会館において開催

した。平成１６年度新設委員会で、今後は県医師

会生涯教育委員会及び各地区メディカルコント

ロール協議会と連携して進めていく。

議事として、�ACLS委員会の役割 �

ACLS認定コースの普及方法 �インストラク

ターの養成 �AED及び救急用具の普及、な

どについて協議、意見交換を行った。詳細は、

会報第５９１号へ掲載した。

２ ACLS訓練用モデル等の購入について

鳥取県医師会におけるACLS訓練用人形・

AED（自動体外式除細動器）の具体的な購入

方法等について協議した結果、ACLS訓練用人

形を１体購入し、鳥取県医師会館に保管して適

宜、貸出を行うこととした。

また、AEDについては鳥取県医師会で注文

のとりまとめをした方が安価で購入できるため、

会報第５９２号で募集した結果、３８台注文があっ

た。

３ 高度救命処置研修開催事業について（委託

事業）

今年度より、医師、看護師、救急救命士等を

対象とした「高度救命処置研修開催事業」を鳥

取県から委託された。目的はメディカルコント

ロール協議会の中心となるJPTECの概念の理

解を得て、鳥取県下のJPTECインストラク

ター・プレインストラクターの養成。

１回目は、１１月２１日（日）に「第１回鳥取県

医師会鳥取外傷セミナーJPTECプロバイダー

コース」を開催し、２回目は西部地区で平成１７

年２月１２日（土）開催予定。

４ 医療救護派遣について

第８８回日本陸上競技選手権大会が、６月４～

６日（金～日）に鳥取市・布勢陸上競技場にお

いて開催されるにあたり、大会本部から医療救

護の協力要請があったので、医師・看護師の派

遣等について東部医師会へ依頼し、適任者を推

薦した。

５ 鳥取大学医学部附属病院救命救急センター

について

鳥取大学医学部附属病院は、平成１６年１０月に

厚生労働省および鳥取県より救命救急センター

の認定を受けた。これにより鳥取県西部地域を

中心とした広い地域を担当する三次救急医療施

設として、重篤な救急患者に２４時間体制で適切

な医療を提供できる。

３ 地域社会活動について
昨年度に引き続き鳥取県健康対策協議会（健

対協）を中心として次のとおり実施した。

１ がん登録

１）がん登録事業

昨年度に引き続き、鳥取県健康対策協議会事

業として、また、厚生労働省助成金によるがん

研究班の一員として、登録事業を実施している。

なお、県医師会報に毎号「腫瘍調査部だより」

欄を設け登録患者数、届出医療機関名を登載し

届出の奨励方促進している。がん登録事業によ

せていただいた会員各位の絶大な協力に対し感

謝するものである。

平成１６年１月から１２月末日の鳥取県がん登録

届出件数は３，９３９件で、平成１５年度に比べ６４５件

増加した。このうち、県内居住者の新規登録者

は２，４７９件である。また、各医療機関より報告
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頂いた届出票の情報の正確を期するため、不明

な点について問い合わせたところ、９６件の回答

があった。

また、検診発見がん患者の登録洩れが多数あ

ることが確認され、平成１５年度より登録精度向

上の一環として、各種検診部会・専門委員会の

承認を受けて、登録もれの患者について医療機

関からの診断票の届出とは別に、がん登録に新

規登録として加えている。

県内医療機関に対し、文書または鳥取県医師

会報第５９３号にて届出の協力依頼を行った。

２）がん登録事業に係る腫瘍登録診断票の届出

実態調査実施

県内４４病院の６５施設（大学病院の２２診療科は

２２施設と換算）を対象に実態調査を行ったとこ

ろ、３３病院、５０施設（回答率約８０％）から回答

があった。院内がん登録は１３施設で実施されて

おり、９施設で実施予定があると回答があった。

がん登録に対する質問・意見として、個々の医

師のがん登録に対する認識の差、生存率など幅

広い集計結果の提供、個人情報への配慮、登録

方法の簡素化など多数の回答があった。（詳細

は鳥取県医師会報第５９５号にて掲載。）

３）「鳥取県がん登録事業報告書」作成

平成元年～平成１１年標準集計結果等を取りま

とめた報告書を７００部作成し、関係機関に配布

した。

４）地域がん登録全国協議会第１３回総会研究会

参加

平成１６年９月２、３日、宮城県庁において、

第１３回総会研究会が開催され、岸本拓治がん登

録対策専門委員会委員長他１名が参加した。

「地域がん登録と疫学研究」をメインテーマ

に、特別講演として「宮城県におけるがん疫学

研究とがん登録」、教育講演として、「乳がん検

診ガイドライン作成の経緯とがん登録」と「個

人情報保護とがん登録」が行われた。また、「大

規模コホート研究とがん登録」と題してシンポ

ジウムも行われた。

５）鳥取県がん征圧大会

第３３回鳥取県がん征圧大会は、平成１６年９月

７日、倉吉未来中心において開催予定であった

が、大型の台風の直撃ため急遽中止となった。

なお、対がん運動功労者として寺澤 誠先生

（鳥取市）、竹内 勤先生（鳥取生協病院）に

鳥取県保健事業団理事長感謝状が贈られた。

また、なお、９月３日鳥取市・米子市、９月

４日倉吉市で、がん征圧月間キャンペーンを

行った。

２ 胃がん対策

１）胃集検読影事業

昨年度に引き続き、東、中、西３地区にそ

れぞれ読影委員会を設置し、フィルムの読影

を行っている。

なお、平成１６年２月６日・７日、愛媛県医

師会館において第３４回日本消化器集団検診学

会中国四国地方会及び第３４回中国四国地方胃

集検の会が開催され、各地区読影委員会より

参加した。

鳥取県においては、シンポジウム「大腸が

ん検診精検受診率向上のための工夫」１題、

一般演題１題が発表された。

平成１６年１２月末現在読影状況は次のとおり

であった。

２）検診発見胃がん患者追跡調査

平成１５年度に発見された胃がん及び胃がん

疑いについて確定調査を行った結果、確定胃

がんは１５６例（一次検査がＸ線検査：車検診３２

例、施設検診３６例、一次検査内視鏡検査：８８

例）であった。

そのうち、早期がんは１１０例、進行がんは

４６例であった。早期がん率は７０．５％であった。

また、切除例は１４７例で、そのうち内視鏡的

切除は２９例であった。

３）鳥取県胃がん検診精密検査医療機関登録

実施

平成１７年１月末現在で１８８精密検査機関を

登録し、実施している。

４）胃がん一次検診における内視鏡検査実施

全体の受診者数増加に繋がっており、年々

内視鏡検査の実施割合が増加している。平成

１６年度は２７市町村で実施し、受診者数は約

１６，４００人が受診する見込みである。

一次検診で内視鏡を実施する医療機関は、

読 影 人 員 読 影 回 数 平均読影人数

東部 １０，４２１ ４７ ２２２

中部 ６，９４１ ３５ １９８

西部 ６，６２０ ３６ １８３

計 ２３，９８２ １１８ ２０３
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胃がん検診精密検査登録医療機関とし、内視

鏡検査による撮影部位は２０枚撮影とする。

内視鏡検査の判定基準について、以下のと

おり再度確認し統一した。

要 精 検：組織診検査を必要と読影委員が判

断した場合。

精検不要：所見（ポリープ、胃潰瘍）がある

が、治療の必要がないもの

要 再 検：内視鏡検査の写真が映りが悪い、

または、所見があり、フォロー

アップの必要な症例により再度検

査をする場合。

５）「胃がん検診受診票」様式変更

精検受診率の低下要因の一つとして、市町

村から精検紹介状が来る前に受診し紹介状を

持参されない場合や受診をしていても医療機

関から市町村への返信が遅れる場合がある。

その解決策として、市町村が未受診者の確認

を行う場合、医療機関に問い合わせできるよ

う一次検診判定欄の要精検のところに紹介状

の送付年月日を記載する欄を設けることと

なった。

また、受診票は一枚の用紙にＸ線検査、内

視鏡検査の結果欄を設けた受診票とＸ線検査、

内視鏡検査の受診票を別々にした案が示され

た。市町村の実施状況で利用しやすい様式を

選んでもらうこととなった。統一的な受診票

を市町村に示しているが、その様式を使用し

ていない市町村があるので、周知徹底に努め

る。

６）胃がん検診従事者講習会及び症例研究会

平成１７年１月２９日、鳥取県西部医師会館にお

いて島根大学医学部附属病院光学医療診療部

助教授 天野祐二先生による「上部消化器内

視鏡検査のコツ『見落としの少ない内視鏡』」

の講演を行うほか、各地区読影会より症例を

提出して症例検討を行った。関係者１５８名が

出席した。

７）各地区読影会での症例検討会

各地区読影会においても症例検討会を開催

し、精度管理に努めている。

開催状況は、東部４回、中部３回、西部１

回であった。

３ 子宮がん対策

１）「鳥取県子宮がん検診実施指針」の一部

改正

国の指針改正に準じて、「鳥取県子宮がん

検診実施指針」の一部改正について検討を

行った。

その結果、市町村から隔年検診とすると対

象者の仕分けが難しい。受診率が約２２％と低

率なのに、隔年検診とするともっと受診率の

低下につながるのではないか、また、２年に

１回でよいとする科学的根拠が日本のデータ

にはない等を懸念する意見があり、「対象者

は２０歳以上で、原則として同一人について年

に１回行うものとする」こととなった。（国

は隔年検診）

また、体部がん検診の対象者は、子宮頚部

がん検診の対象者のうち問診等の結果、最近

６ケ月以内に不正性器出血を訴えた者で、次

のいずれかの条件に該当する者とする。年齢

５０歳以上の者、閉経以後の者、未妊婦であっ

て、月経不規則の者、年齢４０歳以上で妊娠経

験がなく月経が不規則な者としていたが、対

象者を広く拾うということから、これらの条

件は削除された。

よって、「体部がん検診の対象者は子宮頚

部がん検診の対象者のうち問診等の結果、医

師が必要と認めたものとすること」となった。

ただし、日本産科婦人科学会を中心とする

関連学会等によって作成されるガイドライン

が出されてから、再度検討することとなった。

２）鳥取県子宮がん検診精密検査医療機関登

録実施

平成１７年１月末日現在で２７精密検査機関を

登録し、実施している。

登録基準の見直しの結果、担当医が、日本

産科婦人科学会専門医であること及び子宮が

ん検診従事者講習会及び症例検討会を過去３

年間に２回以上受講していること。ただし、

やむを得ず、３年間のうち１回のみの受講者

については、別途追加で開催する講習会に出

席すれば登録条件を充たしたこととすること

となった。

３）検診発見子宮がん患者追跡調査

平成１５年度は子宮頸部癌８例、異形成３４例

であった。また、子宮体部がん１例、子宮内

膜増殖症３例であった。

４）子宮がん検診従事者講習会及び症例検討

会

平成１６年２月１１日、鳥取県健康会館におい
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て、中本 周鳥取県立中央病院検査科部長に

よる「これからの子宮がん検診：細胞診断医

からのメッセージ」の講演を行う他、提示症

例の検討を行った。

５）車検診における体部がん検診

平成７年度より車検診における要子宮がん

検診者は、頸部がん検診と同時に体部がん検

診を実施することになった。但し、やむを得

ない事情により体部がん検診ができない場合

は要精密検査者として扱い、「子宮体部がん

検査依頼書」により医療機関に紹介している。

４ 肺がん対策

昨年度に引き続き、東・中・西部に肺がん検

診読影委員会と細胞診委員会を設置し、胸部Ｘ

線写真の読影と喀痰細胞診の判定を行っている。

１）肺がん検診精密検査医療機関登録実施

平成１７年１月末日現在で１８精密検査機関を

登録し、実施している。

平成１７年度は登録更新期に当たるので、平

成１６年度中に地区医師会経由で新規・更新の

手続きを行う。

２）検診発見肺がん患者追跡調査

昭和６２年度から平成１５年度までに発見され

た肺がん又は肺がん疑いについて予後調査し

た結果、肺がん確定診断が６９３例で、内訳は

原発性肺癌が６０９例、転移性肺癌が８４例で

あった。

平成１５年度は原発性肺がん６５例、転移性肺

腫瘍４例、合計６９例で過去最高であった。

３）Ｘ線判定基準と指導区分について

平成１６年度から２００３年１０月改訂版の基準に

より、Ｅ判定をE１（肺癌疑いを否定し得な

い）、E２（肺癌を強く疑う）にすることとし

た。ただし、Ｄ判定については、２００３年１０月

改訂版の判定基準、判定区分を念頭において、

鳥取県の検診体制の検討と各地区読影委員の

判定基準の意思統一を図ることが必要であり、

現在検討中である。

また、肺がん以外の胸部疾患疑いの者は保

健所で検査を行っているが、現在、健康対策

課は医療機関へ全面移管することとし、平成

１７年度検診に向けて体制整備を検討中である。

４）受診票様式の変更

現行の紹介状の細胞診、Stage分類が旧式

のものであるという指摘があり、次のとおり

改訂することとした。

細 胞 診：０ � � �ａ �ｂ � �

またはＡ Ｂ Ｃ Ｄ

Stage分 類：０ �Ａ �Ｂ �Ａ �Ｂ �Ａ

�Ｂ �

５）肺がん検診従事者講習会及び症例研究会

平成１６年２月２１日、鳥取県健康会館におい

て国立がんセンターがん予防・検診研究セン

ター検診技術開発部 画像診断開発室長 柿

沼龍太郎氏を講師として、「肺がんCT検診の

現状」の講演を行う他、各地区読影会より症

例を提出して症例検討を行った。関係者８８名

が出席した

６）第２０回肺癌検診セミナー

平成１６年１０月２４日、横浜市において、第２０

回肺癌検診セミナーが開催され、中村廣繁先

生が参加した。

現行から近未来型の肺癌検診のあり方を考

えるべく、３つのテーマでシンポジウム形式

の討論が行われた。詳細は鳥取県医師会報第

５９３号掲載。

７）鳥取県肺がん医療機関検診実施

鳥取県肺がん医療機関検診実施（一次）医

療機関は、平成１７年１月末日現在で１６６医療

機関が登録され実施している。平成１７年度は

登録更新期に当たるので、平成１６年度中に地

区医師会経由で新規・更新の手続きを行う。

平成９年度から肺がん医療機関検診が実施

されたことに伴い、胸部Ｘ線直接撮影フィル

ムの読影を行う肺がん個別検診読影委員会を

各地区に設置している。また、各地区とも読

影委員を招集して、読影精度管理及び向上の

ため、年１回読影委員会を開催している。

喀痰検査はすべて鳥取県保健事業団に委託

され、精度管理に努めている。

８）肺がん検診における新規腫瘍マーカー・

分子マーカーの有効性検討

鳥取大学医学部分子制御内科学教室（主任

研究者：清水英治教授）が疾病構造の地域特

性調査研究の一つとして、平成１６年度より実

施。

研究内容は、基本健康診査と肺がん検診を

同時に受診している人で肺がんの高危険群者

を対象に、同意の得られた受診者の残血清を

回収し、新規腫瘍マーカー・分子マーカーの

測定を行って、有効性の検討を行う。検体の

回収、市町村、受診者への理解が得られ易い
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ということから、鳥取県保健事業団並びに市

町村にご協力をお願いした。県内７町村で実

施。

５ 乳がん対策

１）「鳥取県乳がん検診実施指針」の一部改

正

厚生労働省の「がん検診に関する検討会」

の中間報告書によると、平成１６年度よりマン

モグラフィによる検診を原則として実施する

こととし、年齢による乳腺密度やマンモグラ

フィによる検診体制の整備状況を考慮して、

当分の間は視触診も併せて実施することとし

ている。この中間報告書を踏まえ、がん検診

指針の一部を改正した。主な改正点は以下の

とおりである。詳細は鳥取県医師会報第５９５

号に掲載。

� 対象者は４０歳以上で、原則として同一

人について２年に１回行う。

� 検診項目は、問診、視触診並びに乳房

エックス線検査とする。

実施方式は、視触診と乳房エックス線

写真の撮影を同時みに実施する「同時併

用方式」、または一次検診医登録制を活

用した「分離併用方式」とする。

� 撮影方法は内外斜位方向の一方向撮影

とする。なお、４０歳以上５０歳未満の対象

者については、内外斜位方向撮影ととも

に頭尾方向撮影も併せて行う。

� 乳房エックス線撮影の実施機関は、日

本医学放射線科学会の定める仕様基準を

満たす（満たさない場合は、線量（３

mGy以下）および画像基準を満たす）

撮影装置を備えるものとする。

なお、マンモグラフィ検診精度管理中

央委員会が開催する乳房エックス線検査

に関する講習会を修了した診療放射線技

師が乳房撮影を行うことが望ましい。

� 乳房エックス線フイルムの読影は健対

協に設置された「鳥取県乳がん検診マン

モグラフィ読影委員会（１０月１日付けで

設置）」で行う。

� 自己触診指導

２）マンモグラフィ併用実施体制

� 分離併用方式の流れ

県の基本方針は、視触診を先に行い、視

触診実施医療機関が受診者の希望を聞きマ

ンモグラフィ撮影機関の予約を取り受診し

てもらう。

しかし、市町村によってはマンモグラ

フィ撮影を先に行う流れで、既に計画を進

めているところがあるので、最終的には市

町村で実施しやすい方を選んで頂く。

ただし、Ｘ線写真は撮影機関が保管する。

� 読影体制

医療機関検診：Ｘ線写真の読影は撮影医

療機関内で、読影委員（原則としてB２以

上の資格を持った医師）２名以上で行う。

集団検診：鳥取県保健事業団は、Ｘ線写

真の読影は全て読影委員会に委託する。各

地区でローテーションを決め、当番委員の

施設で読影を行う。鳥取県保健事業団は当

番委員の施設へフイルム等を持参する。ま

た、中国労働衛生協会は資格医師が２名い

るので、自分のところで読影を行うという

ことである。ただし、現在読影委員を引き

うけていない医師なので、必ず読影委員に

なってもらう。詳細は鳥取県医師会報第

５９６号掲載。

３）「鳥取県乳がん検診マンモグラフィ読影

委員会」を設置

健対協は、１０月１日「鳥取県乳がんマンモ

グラフィ読影委員会」を設置した。

４）平成１６年度検診実績見込み及び平成１７年

度計画（案）

視触診単独が約２６，４５０人で、昨年度より約

５，０００人の減少見込みである。マンモグラ

フィ併用検診は約５５０人増の約１，５１０人の見込

みである。鳥取県保健事業団は９月にマンモ

グラフィ搭載車を導入し、湯梨浜町で１６３人

が受診した。乳房エックス線フイルムの読影

は「鳥取県乳がん検診マンモグラフィ読影委

員会」で行われている。

平成１７年度計画について市町村に調査をお

こなったところ、全市町村でマンモグラフィ

併用検診を計画しており、受診者数は約

１９，９００人の予定である。

５）乳がん検診精密検査医療機関登録実施要

綱の一部改正

現行の実施要綱は乳房撮影装置の基準、乳

房撮影を行う診療技師放射線技師が１名以上

いることが明確されていないので、登録基準

項目に追加することとした。
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デジタルマンモグラフィ装置については、

登録基準を満たしていない撮影装置でも、委

員が個別に審査し、適格と判断されれば、認

めることとした。

平成１７年１月末日現在で１７精密検査機関を

登録し、実施している。平成１７年度は登録更

新期に当たるので、平成１６年度中に地区医師

会経由で新規・更新の手続きを行う。

６）「鳥取県乳がん検診一次検査（乳房エッ

クス線撮影）医療機関登録実施要綱（案）」

について検討

「分離併用検診体制」を行うに当って、マ

ンモグラフィ撮影だけ行う医療機関もあるの

で、平成１７年度より新たに「鳥取県乳がん検

診一次検査（乳房エックス線撮影）医療機関

登録実施要綱」を設置することとした。

７）乳がん一次検診医の登録実施

平成１７年１月末現在で１２３人が登録されて

いる。

８）検診発見乳がん患者追跡調査

平成１５年度に発見された乳がん又は乳がん

疑いについて確定調査を行い、４８例が確定乳

がんで、過去最高であった。温存手術例の割

合が増加し、特に病期�では８０％以上であっ

た。

９）乳がん検診従事者講習会及び第１２回鳥取

県検診発見乳がん症例検討会・一次検診医

登録講習会

平成１６年７月３１日、鳥取県健康会館におい

て乳がん検診従事者講習会及び第１２回鳥取県

検診発見乳がん症例検討会を開催し、鳥取赤

十字病院第２外科部長 工藤浩史先生による

「鳥取県における視触診による乳がん検診の

現状とマンモグラフィ併用検診導入の意義と

問題点」の講演と症例検討会及び一次検診医

登録講習会を行った。関係者１０４名が出席し

た。

また、平成１７年度のマンモグラフィ併用検

診システム、読影体制等の説明の場として、

「乳がん検診従事者講習会」を平成１６年１２月

１８日、鳥取県中部医師会館において開催した。

鳥取大学医学部附属病院第２外科講師 石黒

清介先生による「マンモグラフィ併用検診導

入の現状と問題点」の講演を行った。

１０）各地区症例検討会

昨年に引き続き検討法の復習、モデル使用

による触診法の研修、症例検討について各地

区症例検討会が開催された。

６ 大腸がん対策

１）「鳥取県大腸がん検診精密検査医療機関

登録」「鳥取県大腸がん検診注腸Ｘ線検査

医療機関登録」実施。

平成１７年１月日末現在で「鳥取県大腸がん

検診精密検査医療機関登録」は８２件、「鳥取

県大腸がん検診注腸Ｘ線検査医療機関登録」

は５１件を登録し、実施している。

平成１７年度は登録更新期に当たるので、平

成１６年度中に地区医師会経由で新規・更新の

手続きを行う。

２）検診発見大腸がん追跡調査

平成１５年度に発見された大腸がん及び大腸

がん疑いについて追跡調査を行った結果、確

定癌１４７例（地域検診５７例、施設検診９０例）

のうち早期がんは９４例で、早期癌率は６３．９％

で、全国集計とほぼ同様な結果であった。

「検診発見がん患者個人票」の治療方法に

腹腔鏡下手術の項目を追加した。

３）各地区注腸読影会

昨年度に引き続き、各地区に大腸がん注腸

読影委員会を設置し、注腸Ｘ線写真の読影を

行っている。

４）大腸がん検診従事者講習会及び症例研究

会

平成１６年８月２１日、西部医師会館において、

宮�内科医院院長 宮�博実先生を講師とし

て「便潜血検査２日法と１日２個法による大

腸がん検診の比較」について講演を行った他、

各地区読影会より症例を提出して、症例検討

を行った。関係者１０４名が出席した。

５）平成１５年度より一次検診の一日２個法導

入

平成１５年度より一日２個法を導入したのは、

２６市町村で、受診者数は４４，１０４人で、前年度

の同２６市町村実績に比べ受診者数が２，５７８人

の増加、特に医療機関検診分の受診者数が増

えている。採便が簡単ということから受診者

が増えていると思われる。

要精検率は９．６％、がん発見率は０．２８８％で

あった。

同２６市町村の前年度の要精検率は８．５％、

がん発見率は０．２６％であり、平成１５年度の１

日２個法のがん発見率が高かった。
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６）「鳥取県大腸がん検診実施指針」の一部

改正

陰性で問診の結果で明かに出血等の自覚症

状を呈する者への医療機関受診勧奨方法につ

いて協議を行い、「鳥取県大腸がん検診実施

指針」の一部を以下のとおり改正することと

した。平成１７年度事業より適用する。

� 検診結果の区分

便潜血検査結果により判断し、「便潜血

陰性」及び「要精検」とする。なお、「便

潜血陰性」のうち、問診結果で明からに出

血等の自覚症状を呈する者は「問診要注意」

とし、適切に指導することが望ましいが、

「要精検」とはしないこととする。

� 結果の通知及び指導

「問診票注意」と区分された者について

は、大腸等の疾病の疑いがある旨の情報提

供を行い、医療機関で検査を受けるよう受

診勧奨を行うことが望ましい。

７ 肝臓がん対策

１）鳥取県肝臓がん検診等の実施状況

平成１６年度は国庫事業の肝炎ウイルス検査

約４，７００人、県事業の肝臓がん対策事業７００人、

市町村単独事業約２５０人の受診予定である。

県事業の肝臓がん対策事業、市町村単独事業

ともに実施件数が半減している。また、検診

で発見されたHCV及びHBs検査の陽性者の

フォローアップ対象者に肝臓病定期検査結果

報告書及び「かんぞうの手帳」を発行し、年

１回の定期検査の受診勧奨を行い、継続的な

フォローアップ体制をとっている。

２）今後の本県における肝臓がん対策の取組

みについて

鳥取県は全国に比べ肝炎ウイルス陽性率が

高く、死亡者数が多いことから、全国に先駆

けて平成７年度より肝臓がん検診及び陽性者

へのフォローアップ事業を実施してきた。し

かし、平成１４年度からは、国庫補助事業の基

本健康診査の肝炎ウイルス検査が導入された

ことに伴い、ほとんどの市町村はその事業を

活用しており、県事業の肝臓がん検診の実施

件数は半減してきている。

よって、平成１７年度以降の検診事業につい

ては、県単独事業の「肝臓がん検診」は廃止

し、国庫事業の活用を図ることとした。

今後は検診で発見されたウイルス陽性者へ

のフォローアップ事業を継続し、肝臓がんを

早期発見するとともに、効果的な啓発事業に

ついて検討していくこととなった。

鳥取市は、フォローアップ事業を実施して

いないので、是非とも取り組んで頂きたいと

いう要望もあった。

３）「鳥取県の肝臓がん対策」冊子の作成

平成７年度から平成１４年度までの８年間の

成果を取りまとめた冊子を６００部作成し、関

係先に配布した。

４）鳥取県肝臓がん検診精密検査医療機関登

録実施

平成１７年１月末日現在で１２２件を登録し、

実施している。

５）検診発見肝臓がん追跡調査

平成７年～１４年度肝臓がん検診発見がん患

者のうち、１７例が確定癌であり、そのうち現

在も生存されている方は１例であった。また、

平成１０～１４年度定期検査確定がんが３１例で、

そのうち１５例（他病死を含む）が死亡されて

いる。平成１５年度追跡調査は現在集計中であ

る。

６）肝臓がん検診従事者講習会及び症例研究

会

平成１６年２月７日、中部医師会館において、

鳥取大学医学部統合内科医学講座機能病態内

科学分野助教授 孝田雅彦先生を講師として

「肝細胞癌治療の最前線」の講演を行い、続

いて各地区より症例を提出し、症例検討を

行った。

８ 若年者心臓検診

１）心臓検診

昨年度に引き続き、東部地区―県立中央病

院、中部地区―県立厚生病院、西部―鳥大医

学部の担当により検査を実施した。結果は次

表のとおり。検診後の事後管理として、検診

医が必要とした児童・生徒については心臓手

帳を無料で配布することにしている。
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心臓疾患第２次精密検査受診結果は現在集

計中である。

２）心電図の検診事業は、鳥取県保健事業団

と山陰予防医学研究所で実施されている。

昨年度に引き続き心電図判読委員会におい

て判読に協力している。本年度心電図判読状

況と結果は次の通り。結果については小冊子

を刊行する予定である。

３）「至急受診」

突然死を防ぐため、心電図検査の結果によ

り心電図判読委員の判断で「至急受診」と判

定された者については、学校を経由して保護

者、学校医に連絡し、緊急に医療機関に受診

させることとしている。その場合、経費、精

度管理等の理由により、健対協が一次、二次

心臓精密検査医療機関と認定している県立中

央病院、県立厚生病院、鳥大医小児科・第２

外科を専門医とする。

４）第１次心臓疾患精密検査結果「要観察者」

の指導について

平成１１年度より、第１次心臓疾患精密検査

の結果「要観察者」となった児童・生徒及

び保護者向けの簡単な疾患の説明書を作成

し、検診会場で検診医より説明書を渡し、

指導を行っている。但し、個人の状態によ

り留意事項に違いがあるので、指導管理に

ついては養護教諭に直接説明を行う。

５）心臓検診の今後の実施体制について

心臓疾患精密検査については、保健所を１

次会場にして実施されているが、近年、保

健所の検診機能の見直しが行われてきてお

り、来年度から検診場所としての保健所の

提供が困難な状況にある。来年度以降の検

診体制について検討を重ねている。詳細は、

会報第５９３号に掲載した。

� 県費事業の一次精密検査が来年度から

廃止となれば、学校現場は混乱する。そ

の前に、１～２年の移行期間を設ける。

その間は、検診会場を各地区医師会館と

し、現行の一次精密医療機関の担当医に

心臓疾患第１次精密検査受診結果合計

第一次精密

該 当 人 員

第一次精密

受 診 人 員

検 査 結 果

異 常 な し 管 理 不 要 要 観 察 要 精 検 要 医 療

幼 稚 園 ９ ７ ６ １ ０ ０ ０

小 学 校 ４７４ ４６５ ２１３ １６１ ５３ ３８ ０

中 学 校 ２６９ ２５７ １０４ ８５ ３９ ２９ ０

高 等 学 校 ３００ ２９４ ９３ １０８ ５９ ３４ ０

諸 ・ 学 校 １０ １０ ２ ４ ３ １ ０

計 １，０６２ １，０３３ ４１８ ３５９ １５４ １０２ ０

平成１６年度心電図学校別受診者数（総括表）

学 校 等 区 分 実施学校数
�

受診者数

結 果

正 常 範 囲 � 要 精 検 �

小 学 校
１６１

（人）

１１，９１３

（人）

１１，４８１

（％）

９６．４

（人）

４３２

（％）

３．６

中 学 校 ６２ ６，３９６ ６，１９０ ９６．８ ２０６ ３．２

高 等 学 校 ３３ ７，１１１ ６，８４１ ９６．２ ２７０ ３．８

盲・聾・養護学校 ９ ２２０ ２０６ ９３．６ １４ ６．４

そ の 他 ５ １５４ １４６ ９４．８ ８ ５．２

計 ２７０ ２５，７９４ ２４，８６４ ９６．４ ９３０ ３．６
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来てもらって検診を行う。問診及び聴打

診、超音波検査は地区医師会館でも可能

である。しかし、胸部Ｘ線検査はできな

いので、Ｘ線検査が必要とされた者は、

二次精密検査で行う。

� 移行期間終了後は一次精密検査医療機

関を増やす件は、ほぼ了承された。ただ

し、登録条件の整備を行い、その条件を

満たした医療機関を登録することとする。

条件には、がん検診精密検査医療機関登

録条件のように講習会等の受講を義務と

することも取り入れることが決まった。

� 現行では各学校で実施されている心電

図検査、校医による内科検診の総合判定

で学校医が対象者を決めている。対象者

の抽出方法の検討も必要という意見があ

り、その打開策として、心電図判読基準

の見直し、また、至急受診の症例検討を

提示した研修会等を開催し、心電図判読

委員、学校医との連携を密にするという

意見があった。

６）第３７回若年者心疾患対策協議会総会

平成１７年１月１６日、名古屋市において開催

され、星加忠孝先生（鳥取県立中央病院）、

奈良井 栄先生（鳥取県立厚生病院）、辻

靖博先生（鳥大医 小児科）が参加された。

ワークショップ：「愛知県における学校心臓

検診」、特別講演：「小児の生活習慣病予防は

循環器疾患を予防するか」、シンポジウム：

「さらによりよい学校心臓検診のために」が

行われた。

９ 母子保健対策

昨年度に引き続き�乳幼児健診システム研究

調査�新生児の先天異常に関する調査�ハイリ

スク出生児の追跡調査の３項目について調査を

行った。

また、鳥取県母子保健対策協議会と健対協母

子保健対策専門委員会を合同で開催し、�母子

保健指標の推移 �平成１５年度市町村母子保健

事業の実施状況 �平成１５年度女性の健康づく

り支援事業 �新生児聴覚障害支援事業 �５

歳児健診実施体制整備事業 �児童虐待防止へ

の取り組み �次世代育成支援対策推進法に基

づく県の行動計画 �神経芽細胞腫検査の休止、

などについて報告があった。

この他に、平成１６年度の鳥取県母子保健事業

の取り組みについて協議、意見交換を行った。

� 「鳥取県乳幼児健康診査マニュアル」の

改正について

平成１０年度に「鳥取県乳幼児健康診査マ

ニュアル」を作成したが、様々な環境の変化

も見られるため、３歳児健診における聴覚検

査（ささやき声検査）や５歳児健診について

も盛り込んだ改訂版を作成し、関係機関に配

布した。

� 市町村母子保健事業の評価の在り方に

ついて

現在、本県では市町村の母子保健事業を

解析、評価するためのデータがほとんどな

いのが現状。今後、データの収集、解析、

評価を行うシステムを検討、構築していく

こととなった。

� 先天性代謝異常等検査について

鳥取県健康対策協議会は、先天性代謝異

常等検査の精度管理を行うことを目的に関

係用紙を印刷してきたが、今後は検査結果

の判定、精密検査及び治療等についての助

言は行うが、用紙の印刷、結果通知は検査

実施機関が平成１７年度より行うこととし、

全国共通の濾紙に変更する。

� 周産期医療体制について

厚生労働省は、平成１６年度までに全都道

府県で「総合周産期母子医療センター」を

中核とした周産期医療ネットワークの整備

を求めている。県からは鳥取大学医学部附

属病院への設置へ向けて協力依頼があった。

１０ 疾病構造の地域特性対策

「アトピー性皮膚炎の疫学・病態・治療」に

ついては平成１５年度で終了した。平成１６年度は、

従来の調査研究「在宅医療に関する疫学調査」、

「鳥取県における大動脈瘤の発生頻度と治療の

調査」、「鳥取県における透析患者の実態と治療

に関する疫学調査」、「肺がんの早期診断に関す

る調査」に新たに取り上げた「Ｃ型慢性肝炎の

線維化ステージに関する調査」を加えた、５項

目の調査研究を行った。

１１ 公衆衛生活動対策

１）昨年度に引き続き、健康セミナーの開催、

日本海新聞に「保健の窓」、「健康なんでも

相談室；鳥取県医師会Ｑ＆Ａ」の掲載等、

健康教育活動を行っている。

また、本年度も毎月１回鳥取県健康会館に
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おいて「鳥取県医師会公開健康講座」を開催

のほか、倉吉、米子市内で、それぞれ１回ず

つ開催した。なお、鳥取県委託事業として、

平成１０年度から「生活習慣病対策セミナー」

を行っており、公開健康講座のうち８回を生

活習慣病対策セミナーにあてた。

各地区医師会においても生活習慣病対策セ

ミナーが１６回開催される予定。

この他、鳥取県健康会館において、面談に

よる健康相談を継続実施。毎月第１木曜日は

精神科、第２及び第４木曜日は内科、第３木

曜日は小児科と整形外科で隔月に行っている。

整形外科は以前より相談される方が多く

あったこともあり、平成１６年度より新たに加

えた。

２）新規抗菌素材による呼吸器ウイルス感染

予防法の検討

平成１６年度からは、鳥取大学医学部統合内

科学医学講座分子制御内科学 清水英治教授

にお願いして、最近問題となっている感染症

対策について調査をお願いすることとなった。

３）Ｃ型肝炎ウィルス母子感染調査

「Ｃ型肝炎ウィルス母子感染調査研究事業」

は１０年以上経過しているので、本委員会は平

成１５年度をもって終了することとなった。し

かし、調査の意義を認め、当分の間、特別事

業として継続実施する。日本産婦人科医会鳥

取県支部、鳥取大学と協力して妊婦及び

HCVキャリア妊婦から出生した児を対象に

Ｃ型肝炎ウィルス母子感染調査を行った。

平成４年６月から平成１６年１２月までの集計

の結果、３８，５７４例の妊婦にスクリニーングを

行い、HCV抗体陽性者は１８８例であった。中

部地区の陽性率が高い傾向が続いている。

HCV―RNA陽性妊婦より出生した児のう

ち経過観察が可能であった児１０９のうち１１例

にHCV感染が確認され、感染率は１０％で、

全国平均とほぼ同率であった。また、母子感

染児の約３０％は生後３年頃までに、自然経過

で血中HCV―RNAが消失した。これも、全

国集計で同様な結果が確認されている。

１２ 脳卒中登録事業

１）脳卒中登録事業

昭和６０年２月より事業を開始し、県医師会

報に毎号「脳卒中登録対策専門委員会調査報

告」欄を設け、届出医療機関名と件数を登載

し届出の奨励方促進している。

また、登録開始から平成１５年１２月末までの

１７年間に登録されている１８９，８３５名の発症者

の情報をもとに登録状況、鳥取県の脳卒中の

実態等についてまとめた「平成１５年度脳卒中

登録事業実績報告書」を６００部発刊し、全医

療機関等関係先に配付した。

平成１６年１月から１２月末日まで、診断票

１，１６３件、届出票５件、退院票９４７件、経過報

告票１４１件の報告があった。

２）鳥取県の脳卒中発症における季節及び曜

日変動（国際学会で報告）

１９８５年から２００１年のデータをもとに脳卒中

発症における季節及び曜日変動について解析

した。季節別発症者では、男性は春、女性は

冬に高い傾向であった。夏は男性、女性とも

に低かった。曜日と発症の関係をみると、男

女とも月曜が高く、木曜に第２のピークがあ

り終末はいずれも発症が低くなっていた。

本研究を国際学会に報告したところ、マス

コミで取り上げられた。

３）鳥取県脳卒中情報システム事業の見直し

脳卒中登録は、本来の目的である罹患率の

把握は難しく、近年登録数も横ばいであり解

析結果の信頼性が得られていない。登録数を

増やす働きかけを行うにも介護保険制度と重

複する部分が多く、理解を得るのが困難と

なっている。今後も現行のシステムを引き続

き行うのか、また見直し、新たなシステムで

行うのであれば、どのような形で行うのか、

本委員会で協議を行ったところ、「鳥取県脳

卒中情報システム事業」は平成１６年度をもっ

て廃止することとなった。

ただし、事業は廃止となるが、今後も、脳

卒中発症者の再発や生活機能の低下による要

介護状態への移行等を予防する必要があるた

め、診療情報提供制度を活用していただき、

居住地市町村における保健・福祉サービスが

円滑に提供されるよう、引き続き協力して頂

くようお願いした。

市町村、保健所、医療機関等の関係機関に

は文書にて周知するとともに鳥取県医師会報

第５９５号に掲載した。

４）今後の脳卒中対策のあり方について

「脳卒中登録対策専門委員会」は、平成１６

年登録情報の集計・解析を行う、今後の発症
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状況の調査方法の検討、また、過去２０年間の

登録情報を解析し、本事業の成果を「鳥取県

の脳卒中対策」の冊子として取りまとめる等

の課題があり、平成１７年度は委員会を存続さ

せることとなった。

今後の発症調査方法、発症予防対策につい

ては、国の動向を見ながら、健対協「公衆衛

生活動対策専門委員会」、「循環器疾患等対策

専門委員会」において鳥取県の方向性を検討

していきたい。

１３ 循環器疾患等対策

１）平成１５年度実績によると、僅かながら受

診者数、率ともに増加し、全国平均受診率

との格差が多少縮まりつつあるが、依然と

して開きがある。原因として、対象者の把

握方法が指摘されており、検討課題である。

また、要医療率が増えており、受診者の高

齢化により何らかの疾病を持っている者が

増えていると思われる。

２）平成１４年度より基本健康診査への肝炎ウ

イルス検査導入。（肝臓がん対策にて記述

済）

３）平成１５年度より尿酸検査を導入した。

４）脳卒中情報システム事業の見直しと今後

の「循環器疾患等対策専門委員会」のあり

方について検討を行った。

５）基本健康診査従事者講習会

平成１６年８月２８日、鳥取県健康会館におい

て基本健康診査従事者講習会を開催した。鳥

取県立中央病院循環器科部長 吉田泰之先生

による「高血圧治療における問題点と最近の

話題」の講演があった。関係者が３５名出席し

た。

１４ アレルギー性疾患対策専門委員会設置

１）「子どもの気管支喘息～上手につきあ

いましょう～」と題したパンフレットを１

万部発行した。小児科・皮膚科を受診した

乳幼児の保護者、関係医療機関に配布し、

非常に好評であった。県「健康対策課」の

ホームページ（とりネット）にも掲載した。

１６年度は、小学校低学年から成年までを対

象とした「花粉症のパンフレット」を作成中

である。

２）アレルギー性疾患研修会

平成１６年２月２６日、西部医師会館において、

鳥取大学医学部附属病院感染症・アレルギー

内科講師 冨田桂公先生を講師として「!ぜ
んそく"というのは……」の講演があった。
関係者が４５名出席した。

１５ 鳥取県成人病検診管理指導協議会総合部会

昨年に引き続き、長田会長を部会長に、循環

器疾患等・胃がん・子宮がん・肺がん・乳が

ん・大腸がんと肝臓がんの部会長、専門委員長、

がん登録・脳卒中登録対策専門委員会委員長の

１７人で構成され、各検診の効果効率等を評価し、

健診の実施方法等の検討、精度管理の状況につ

いて協議を行った。

１）各検診実績について

各検診の受診者数、率は、昨年に引き続き

僅かながら増加傾向である。また、７０歳以上

の受診者が増えているが、４０歳台の受診者数

は減少傾向である。

なお、精検受診率はここ近年減少傾向であ

る。

２）厚生労働省の「がん検診に関する検討会」

は、受診率の向上及び死亡率減少効果のあ

る検診をする観点から検討を行った中間報

告書を踏まえて、子宮がん検診、乳がん検

診の見直しが行われ、「がん予防重点健康

教育及びがん検診実施のための指針」の一

部改正が示された。

これに準じて、鳥取県の子宮がん、乳がん

検診実施指針の見直しについてそれぞれ行わ

れ、平成１７年度施行に向けて、現在最終調整

を行っている。

３）各がん検診とがん登録との相互照会によ

る精度管理の向上について

がん登録とリンク（記録照合）することに

よって、各種がん検診の精度評価は可能とな

る。がん検診受診者データ全ての活用が可能

となれば、がん検診システムの精度指標（敏

感度、特異度など）をがん登録事業の一環と

して逐次算出し、各種がん検診対策専門委員

会に還元できる。しかし、昨今の個人情報保

護との絡みもあり、実施主体である市町村の

了解を得ないと全検診受診者データの活用は

困難な状況にあり、この点については今後と

も継続して検討していくこととなった。

４）各がん検診精密検査医療機関登録期間に

ついて

がん検診精密検査登録医療機関の更新期間

は３年間。また、肺がん医療機関検診実施
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（一次検診）医療機関登録、乳がん医療機関 検診一次検診医登録の更新期間も３年間。

５）「鳥取県がん検診実績報告書」作成

平成１４年度の各がん検診実績と平成１５年度

に開催された症例検討会報告等をとりまとめ

た「鳥取県がん検診実績報告書」を作成し、

関係機関に配布した。

１６ 鳥取県健康対策協議会活動実績

１）理事会［１６．５．２７］

２）がん登録対策専門委員会［１６．７．２７］

� がん征圧大会［今年度は中止］

� 地域がん登録全国協議会第１２回総会研

究会［１６．９．２―３］

３）胃がん対策専門委員会［１６．７．２９

１７．１．２９］

（鳥取県成人病検診管理指導協議会胃がん

部会）

� 胃がん検診従事者講習会及び胃がん検

診症例研究会［１７．１．２９］

� 第３４回日本消化器集団検診学会中四国

地方会・第３４回中四国地方胃集検の会

［１６．２．６―７］

４）子宮がん対策専門委員会［１６．２．１１

１６．８．１２］

（鳥取県成人病検診管理指導協議会子宮が

ん部会）

� 子宮がん検診従事者講習会及ぶ子宮が

ん検診症例検討会［１６．２．１１］

５）肺がん対策専門委員会［１６．２．２１

１６．８．１９］

（鳥取県成人病検診管理指導協議会肺がん

部会）

� 鳥取県肺がん検診従事者講習会及び肺

がん検診症例研究会［１６．２．２１］

� 第２０回肺癌検診セミナー［１６．１０．２４］

６）乳がん対策専門委員会［１６．７．３１

１６．１２．１８］

（鳥取県成人病検診管理指導協議会乳がん

部会）

� マンモグラフィ検診車導入打合会

［１６．４．１５］

� 乳がん対策専門委員会小委員会

［１６．６．２４ １６．９．９ １６．１０．７ １７．１．２５］

� 乳がん検診従事者講習会及び第１２回鳥

取県 検 診 発 見 乳 が ん 症 例 検 討 会

［１６．７．３１］

� 乳がん検診従事者講習会［１６．１２．１８］

７）大腸がん対策専門委員会［１６．８．２１

１７．１．２７］

（鳥取県成人病検診管理指導協議会大腸が

ん部会）

� 鳥取県大腸がん検診従事者講習会及び

大腸がん検診症例研究会［１６．８．２１］

８）肝臓がん対策専門委員会［１６．２．７

１６．８．１２］

（鳥取県肝臓がん抑制対策評価委員会）

� 鳥取県肝臓がん検診従事者講習会及び

肝臓がん検診症例検討会［１６．２．７］

９）若年 者 心 臓 検 診 対 策 専 門 委 員 会

［１６．１０．２８］

� 第３６回若年者心疾患対策協議会総会

［１７．１．１６］

名 称 現 在 の 登 録 期 間 次回更新手続き時期
従 事 者 講 習 会 等

受講点数対象期間

胃がん検診精密検査 Ｈ１５．４．１～Ｈ１８．３．３１ Ｈ１７年度中 Ｈ１５．４．１～Ｈ１８．３．３１

子宮がん検診精密検査 Ｈ１５．４．１～Ｈ１８．３．３１ Ｈ１７年度中 Ｈ１５．４．１～Ｈ１８．３．３１

肺がん検診精密検査 Ｈ１４．４．１～Ｈ１７．３．３１ Ｈ１６年度中 Ｈ１４．４．１～Ｈ１７．３．３１

乳がん検診精密検査 Ｈ１４．４．１～Ｈ１７．３．３１ Ｈ１６年度中 Ｈ１４．４．１～Ｈ１７．３．３１

大腸がん検診精密検査

（注 腸 Ｘ 線）
Ｈ１４．４．１～Ｈ１７．３．３１ Ｈ１６年度中 Ｈ１４．４．１～Ｈ１７．３．３１

肝臓がん検診精密検査 Ｈ１６．４．１～Ｈ１９．３．３１ Ｈ１８年度中 Ｈ１６．４．１～Ｈ１９．３．３１

肺 が ん 一 次 検 診 Ｈ１４．４．１～Ｈ１７．３．３１ Ｈ１６年度中

乳 が ん 一 次 検 診 Ｈ１５．４．１～Ｈ１８．３．３１ Ｈ１７年度中 Ｈ１５．４．１～Ｈ１８．３．３１
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� 心臓検診打合せ会［１６．９．３０］

１０）母子保健対策専門委員会［１６．３．４

１６．７．２２］

（鳥取県母子保健対策協議会）

１１）疾病構造の地域特性対策専門委員会

［１６．１２．９］

１２）公衆衛生活動対策専門委員会［１７．１．１３］

１３）脳卒中登録対策専門委員会［１６．７．１５

１６．１２．２５］

� 脳卒中登録対策専門委員会小委員会

［１６．７．１］

１４）循環器疾患等対策専門委員会［１６．８．２８

１７．１．２７］

（鳥取県成人病検診管理指導協議会循環器

疾患等部会）

� 基本健康診査従事者講習会［１６．８．２８］

１５）アレルギー性疾患対策専門委員会

［１６．２．２６ １６．７．２９］

� アレルギー性疾患研修会［１６．２．２６］

１６）鳥取県成人病検診管理指導協議会総合部

会［１６．３．１１ １６．８．２６］

４ 調査統計
本年度、本会において協力した主な調査は次の

とおりである。

［鳥取県］糖尿病指導に関する調査；１６年７月～

８月、

［厚生労働省］平成１６年の医師の届出及び調査；

１６年１２月等協力した。

この他に、各委員会で調査したものはその項目

で報告。

［ ］は依頼元

社 会 保 険 関 係

１ 薬価基準・診療報酬の改定について
中央社会保険医療協議会（星野進保会長）に

おいて協議した結果、平成１６年２月１３日、厚生

労働大臣から諮問のあった平成１６年度診療報酬

改定案について即日答申した。今回の改定率は

診療報酬本体が±０％であったことから大幅改

定とならず、医療の安全・質の確保の観点から

小児・精神医療などの重点評価にとどまった。

主な改定内容は撤廃を求めていた手術の施設

基準については、「暫定的見直し」を行い、症

例数および医師経験年数ともに基準に満たない

施設の３０％の減算は残されたものの、両方の基

準を満たす施設は５％の加算、症例数は基準に

満たないが、医師経験年数の基準を満たす施設

は減算を行わないこととなった。

一方、今回の改定では、慢性的な小児科医不

足を補うため、小児の外来の時間外加算の評価

の見直しを行うなど評価の充実が図られた。外

来医療では、初診料が病院５点、診療所で４点

引き上げられた。精神医療では、医療保護入院

等診療料や特定抗精神病薬治療管理加算が新設

され、精神保健指定医が計画的な治療管理行っ

た場合や精神科の包括評価を行う病棟における

非定型抗精神病薬を用いた治療の評価が加えら

れた。

また、ハイケアユニット入院医療管理料も新

設され、一般病棟よりも手厚い体制の治療室で

行う重症患者への集中治療の評価が加えられた。

改定内容の告示は２月２７日、４月１日より実施。

これにより平成１６年３月１８日、鳥取県医師会館

において鳥取社会保険事務局、医師会、行政関

係者、支払基金、国保連合会の関係者が参集し

て点数改正打合会を開催するとともに、これを

受けて、地区医師会において次のとおり点数改

正説明会が行われた。［東：３／２５、中：３／２３、

西：３／２７］

２ 社会保障部活動について
１ 第４８回社会保険指導者講習会

本年度講習会は、平成１６年８月２５・２６日の

２日間、日本医師会館において「精神障害の

臨床」を主題に開催された。本会から富長・

渡辺常任理事、熊谷哲夫先生（野島病院）・

濱崎豊先生（山陰労災病院）が出席した。各

地区医師会で伝達講習を行った。詳細は、会

報第５９１号へ掲載した。

２ 社会保障部委員会総会

平成１７年１月２０日、鳥取市、ホテルニュー

オータニ鳥取において開催し、報告として社

会保険関係の諸会議の開催状況を説明した。

協議では「支払基金審査委員会における審査

の現況と医師会への要望」（長谷川委員長）、

国保連合会審査委員会における審査の現況と
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医師会への要望」（谷崎審査会長）、「労災保

険審査委員会における審査の現況と医師会へ

の要望」（野島副会長）、「社会保険事務局に

おける保険指導の現況と医師会への要望」（小

倉指導医療官）、としてそれぞれ意見が述べ

られた。詳細は、会報第５９６号へ掲載する予

定。

なお、平成１６年１１月８日付けにて、全医療

機関に「社会保障部委員会の先生に対する要

望事項」を照会、１９件の意見・要望が寄せら

れたので、併せて協議した。内容は、社会保

障部だよりに掲載予定である。

３ 社会保障部常任委員会

平成１６年９月９日、県医師会館において開

催し、各種保険関係の諸会議報告、委員から

提出のあった議題などについて協議、意見交

換を行った。詳細は、会報第５９２号へ掲載し

た。

４ 社会保障部だより発行について

昭和６０年より発行している「社会保障部だ

より」を本年は平成１７年１月末で、計５回発

行した。

３ 社会保険活動について
１ 社会保険通信発行について

本年度の社会保険通信は、資料第１０４９号か

ら第１０５９号までの１１回であった。発行部数は

８２０部で、社会保険諸法令の改正、保険診療

及び保険請求に必要な事項について、その都

度連絡している。

２ 社会保険指導実施について

平成１６年５月２０日、鳥取社会保険事務局と

「平成１６年度保険医療機関指導計画打合会」

を、また、同日、鳥取県福祉保健課と「平成

１６年度生保指導計画打合会」を開催して本年

度指導計画について了承、これに基づいて下

記のとおり実施した。詳細は、会報第５８８号

に掲載した。

〔生保個別指導〕

１６．１．２０ 東部地区１件（病）

１６．１．２６ 東部地区１件（病）

１６．１．２７ 東部地区１件（病）

１６．７．２６ 西部地区１件（病）

１６．７．２９ 西部地区１件（病）

１６．８．２５ 西部地区１件（病）

１６．８．３０ 西部地区１件（病）

１６．９．２７ 西部地区１件（病）

１６．１０．１９ 西部地区１件（病）

１６．１１．２４ 中部地区１件（病）

１６．１１．３０ 東部地区１件（病）

１６．１２．２０ 中部地区１件（病）

１６．１２．２１ 東部地区１件（病）

１７．１．２４ 東部地区１件（病）

１７．１．２５ 東部地区１件（病）

〔健保個別指導〕

１６．２．２０ 西部地区１件

１６．２．２７ 中部地区１件

１６．３．１８ 東部地区２件

１６．９．２９ 東部地区３件

１６．１０．２６ 東部地区３件

１６．１１．２６ 東部地区４件

１７．１．２６ 西部地区４件

〔集団的個別指導〕

１６．２．１６ 西部地区１件

１６．２．１８ 中部地区８件

１６．２．２５ 西部地区１件

１６．１０．１３ 中部地区４件

１６．１１．９ 東部地区１件

１６．１１．１７ 西部地区１３件

１６．１２．１５ 東部地区１４件

〔健保個別指導・新規〕

１６．２．１３ 西部地区３件

１５．３．２６ 西部地区２件

１５．１０．２２ 中部地区１件

１６．１．３０ 中部地区１件

〔健保新規集団指導〕

１６．１０．２４ 東部地区４件

１６．１１．１４ 西部地区７件

４ 介護保険対策委員会開催について
平成１６年７月１５日、県医師会館において開催

し、県長寿社会課長等の出席も得て、介護保険

の現状、健対協 脳卒中登録事業、平成１６年度

主治医研修事業の進め方などについて協議、意

見交換を行った。

県長寿社会課長から介護保険の現状について

説明があり、来年度は「サービスの改革の問題」

「在宅ケアの推進の問題」「地方分権の問題」

の３つを軸に進めていく。詳細については、会

報第５９０号へ掲載した。
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地域医療及び医療経済関係

１ 鳥取県特別医療費助成制度（介護サービ
ス関係）変更
特別医療費受給資格証を所持する重度心身障

害者で、介護保険による要介護・要支援認定を

受けた方が、介護サービスを利用したときに支

払う利用料については、これまで市町村と県で

助成してきた。平成１６年４月１日から助成がな

くなり自己負担となったので、県医師会報第

５８８号にて周知した。

２ 医療従事者充足対策について
１ 准看護師養成事業に対する県補助金

今年度の准看護師養成事業に対する県補助

金は下記のとおり各学校に交付される予定で

ある。

鳥取看専 ９，０２２，０００円

倉吉看専 ９，９１７，０００円

米子看専 ９，５００，０００円

２ 看護高等専修学校卒業生の表彰

昨年３月、鳥取・倉吉・米子の各看護高等

専修学校の卒業式にはそれぞれ関係役員が出

席、祝辞を述べた。また、成績優秀な卒業生

１名に対し、県医師会長表彰として表彰状と

記念品を贈った。

３ 鳥取県臨床検査精度管理委員会について
平成１６年２月２６日、西部医師会館において開

催した。議事として、�平成１５年度臨床検査精

度管理事業の実施報告 �報告会の開催報告

�報告書の編集について �平成１６年度事業に

向けての課題等についてなど、報告、協議、意

見交換を行った。なお、報告書の要点をまとめ

たものを会報第５８４号に掲載し、委員会の詳細

については、会報第５８５号に掲載した。

４ 医療法人の登記すべき事項について
医療法人が「資産の総額」を変更した際に登

記を行うとともに県知事に対し届出することと

なっている根拠規定についての主な内容は以下

のとおりである。

・医療法４３条によると、「医療法人は、政令の

定めるところにより、その設立、従たる事務

所の新設、事務所の移転、その他登記事項の

変更、解散、合併、清算人の就任又はその変

更及び清算の結了の各場合に、登記をしなけ

ればならない。」とされている。

・組合等登記令第６条第６項の規定によると、

医療法人は毎年変わる「資産の総額」を登記

する必要がある。さらに、登記事項に変更が

あった場合、第６条によると、「組合等は、

第２条に掲げる事項に変更を生じたときは、

主たる事務所の所在地においては２週間以内

に、従たる事務所の所在地においては３週間

以内に、変更の登記をしなければならない。」、

同３「資産総額の変更の登記は、第１項の規

定にかかわらず、毎事業年度末日現在により、

その事業年度終了後、２月以内にすれば足り

る。」とされている。

各地区により、医療法人の保健所に対する決

算書、登記の届出状況に差があるため、県医務

薬事課から保健所に対し、今後は全県で統一す

るよう指導する。また、法務局への届出を毎年

しなければいけないのかどうか確認していただ

き、その結果について県内の医療法人に対し、

周知した。

５ 児童虐待防止講習会について（委託事業）
児童虐待防止については、鳥取県子ども家庭

課と連携しながら取組を進めているが、今なお

県内の虐待の発生報告がされており、児童虐待

の早期発見のためには乳幼児・児童の身体を直

接診ることの出来る医師等に専門講習会を受講

していただき、早期発見・早期対応のために、

昨年同様に県から委託され、各地区医師会で講

習会を開催。

６ 一人医師医療法人について
県内の一人医師医療法人による法人数は２０９

（医科）である。

７ 国民保護法における指定地方公共機関の
指定について
平成１６年９月から国民保護法が施行されたこ

とにより、鳥取県では今年度中に「鳥取県国民

保護計画」の完成を目指すなど、取り組みをす

すめている。

この度、県防災局防災危機管理課から鳥取県

医師会に対して指定地方公共機関として指定依

頼があり、了承した。

８ 税務対策
１ 税制大綱

平成１７年度税制大綱等の医療関係では、�

社会保険診療報酬に対する事業税非課税の特

例措置を存続すること。�医療法人の事業税
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については、特別法人としての事業税率によ

る課税措置を存続すること。�社会保険診療

報酬の所得計算の特例措置（いわゆる四段階

税制）を存続すること。�改正医療法の構造

設備基準に適合する病院用建物への建替えお

よび有床診療所の療養病床の建替えに係る特

別償却制度の適用期限を延長すること。�療

養病床用建物および老人性痴呆疾患療養病棟

用建物の特別償却制度の適用期限を延長する

こと。�病院等の医療機器に係る特別償却制

度の適用期限を延長すること。以上６項目が

実現することとなった。

２ 総額表示義務

事業者（医療機関）が消費者（患者）に対

して、値札やチラシあるいはカタログなどに

よって商品等の価格をあらかじめ表示する場

合には、消費税額を含めた支払総額の表示が

義務づけられ、平成１６年４月から適用される

こととなったので、会報第５８６号にて周知し

た。なお、併せて税額や税抜金額を表示する

ことは差し支えない。

［参考］消費税が課税される医療に関連した

項目

１．特定療養費に関連するもの

２．自由診療に関連するもの

３．その他

＊地方公共団体等から支払われる事務手

数料

＊赤電話・自動販売機等の手数料収入、

Ｘ線の廃液

＊往診先から受け取る車代、従業員の給

食

＊治療器具・材料等の売却収入、中古医

療機器の売却収入

９ 市町村合併に伴う通知について
鳥取県内においても、平成１６年９月に合併と

なった琴浦町（東伯町・赤碕町合併）を皮切りに

次々と新市町が誕生。それに伴う医療機関に関係

する書類、届出等の変更案内を随時、本会会報で

会員へ周知徹底した。

医 政 関 係

１ 渉外について
１ 日医関係

１６．２．１３ 都道府県医師会生涯教育担当理事

連絡協議会［日医］渡辺常任理事

２．１４ 日医学校医講習会［日医］岡空常

任理事外

２．１５ 日医乳幼児保健講習会［日医］岡

空常任理事外

２．２１ 日医医療機関の危機管理セミナー

［日医］野島副会長

３．４ 都道府県医師会社会保険担当理事

連絡協議会［日医］

富長・天野常任理事

３．１０ 都道府県医師会共同利用施設担当

理事連絡協議会［日医］吉中監事

３．１２ 医師会立准看護師養成所教務主任

連絡会議［日医］松下米子看護高

等専修学校教務主任外

３．１６ 第二回２００４年世界医師会（WMA）

東京総会準備委員会［日医］長田

会長

４．１～２ 第１１０回日本医師会定例代議

員会［日医］長田会長、野島副会

長（日医代議員）、岡本副会長（日

医予備代議員）、宮�常任理事

５．１１ 都道府県医師会長協議会［日医］

長田会長

日医役員就任披露パーティー［パ

レスホテル］長田会長

８．３ 都道府県医師会長協議会［日医］

長田会長

８．３ 第一回２００４年世界医師会（WMA）

東京総会組織委員会［日医］長田

会長

８．２５～２６ 第４８回社会保険指導者講習会

［日医］富長・渡辺常任理事、熊

谷哲夫先生、濱崎豊先生

８．２９ 第１１１回日本医師会（臨時）代議

員会［日医］長田会長、野島副会

長

９．１６ 第２６回産業保健活動推進全国会議

［日医］栗原理事

９．１８ 第２１回全国医師会共同利用施設総

会［松江市・ホテル一畑］吉中監
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事

１０．６～７ ２００４年世界医師会東京総会

［東京都・帝国ホテル］長田会長、

野島副会長、伊藤（中部）会長

１０．２１ 都道府県医師会社会保険担当理事

連絡協議会［日医］富長常任理事

１１．６ 全国医師会勤務医部会連絡協議会

［熊本市・ホテル日航熊本］渡辺

常任理事、武田・宮川理事

１１．１６ 都道府県医師会長協議会［日医］

長田会長

１１．１７ 都道府県医師会介護保険担当理事

連絡協議会［日医］野島副会長

１１．２６ 都道府県医師会勤務医担当理事連

絡協議会［日医］渡辺常任理事、

宮川理事

１１．２７ たばこ規制枠組条約発効記念の催

し［日医］渡辺常任理事

１２．５ 家族計画・母体保護法指導者講習

会［日医］中曽西部理事

１７．１．１８ 都道府県医師会長協議会（日

医）長田会長

以上のほか、長田会長、野島副会長、

渡辺・天野常任理事が日医委員として、

協議に参画した。

２ 県等関係団体

１６．２．５ 鳥取県公的病院等連絡協議会

［倉吉市・ホテルセントパレス］

長田会長

２．１３ 鳥取県医療審議会［倉吉市・ホテ

ルセントパレス］長田会長

２．１４ 鳥取大学関連管理型病院協議会

［鳥取大学医学部］渡辺常任理事

２．１７ 鳥取県保健事業団理事会［県医師

会館］岡本常任理事

２．１８ 鳥取県性教育推進委員会［白兎会

館］大石副会長

３．２ 鳥取産業保健推進センター運営協

議会［同センター］大石副会長

３．３ 鳥取大学運営諮問会議［ホテル

ニューオータニ鳥取］長田会長

３．４ 鳥取県准看護師試験委員会［県庁］

大石副会長

３．５ 鳥取県結核対策推進協議会［県庁］

天野常任理事

３．１１ 地方社会保険医療協議会［ウェル

シティ鳥取］

野島副会長、板倉（東部）、岡本

（中部）副会長

３．２３ 鳥取県臓器バンク［県民文化会館］

長田会長

３．２３ 地域がん診療拠点病院推薦検討委

員会［県医師会館］

長田会長、岡本常任理事、米本

（東部）会長

３．２４ 鳥取県地域福祉計画策定指針・地

域福祉支援計画策定委員会［ホテ

ルセントパレス倉吉］渡辺常任理

事

３．２５ 鳥取県医療審議会［県庁］長田会

長

４．２０ 鳥取県メディカルコントロール協

議会［中部総合事務所］野島副会

長

４．２３ 鳥取県感染症危機管理対策協議会

［県庁］天野常任理事

５．２４ 鳥取県公衆衛生協会理事会［県医

師会館］長田会長外

５．２５ 鳥取県保健事業団理事会〔県医師

会館〕長田会長、岡本副会長

５．２６ 鳥取県臓器バンク理事会［県医師

会館］長田会長

５．２８ 鳥取県国際交流財団理事会［県民

文化会館］神鳥常任理事

６．８ 鳥取県メディカルコントロール協

議会［中部総合事務所］野島副会

長

６．１７ 健康保険健康づくり推進協議会

［ウェルシティ鳥取］岡本副会長

６．３０ 鳥取県病院協会総会［ホテルセン

トパレス倉吉］長田会長

７．１ 鳥取県産業安全衛生大会［鳥取市

民会館］長田会長

７．８ 鳥取県学校保健会理事会・評議員

会［白兎会館］長田会長、岡本副

会長

７．１４ 第２回医療分野における情報化検

討会［県庁］阿部理事

７．２３ 第４７回鳥取県公衆衛生学会［倉吉

未来中心］長田会長

７．３０ 鳥取県民チャンネルコンテンツ協

議会総会［米子商工会議所］長田
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会長、神鳥常任理事

８．３ 鳥取県環境管理事業センター参与

会［県民文化会館］岡本副会長

８．３ 地域リハビリテーション推進協議

会［県医師会館］渡辺常任理事

８．１０ 鳥取県保健事業団理事会［県医師

会館］長田会長、岡本副会長

８．１５ 赤痢菌集団感染対策会議［県庁］

天野常任理事

８．２４ 鳥取県社会福祉審議会［県民文化

会館］岡本副会長

８．２４ 鳥取県メディカルコントロール協

議会［倉吉市・鳥取中部ふるさと

広域連合消防局］野島副会長

８．２６ 鳥取県地域医療対策協議会［県庁］

長田会長

９．９ 鳥取県医療機関厚生年金基金理事

会・代議員会［ウェルシティ鳥取］

長田会長、神鳥常任理事

９．９ 鳥取県薬事情報センター運営委員

会［ウェルシティ鳥取］富長常任

理事

９．９ 鳥取県インフルエンザワクチン対

策委員会［県庁］天野常任理事

９．１８ 国民レクリエーション・スポーツ

大会開会式［県民文化会館］岡本

副会長

１０．６ 鳥取県高齢者虐待防止協議会［県

庁］渡辺常任理事

１０．９ 鳥取大学関連管理型病院協議会

［鳥取大学医学部附属病院］長田

会長、渡辺常任理事

１０．１４ 鳥取県産業保健協議会［ホテルモ

ナーク鳥取］長田会長外

１０．１４ 鳥取県民チャンネルコンテンツ協

議会第２回部会役員会［米子市・

�SCN］神鳥常任理事

１０．２１ 鳥取地方社会保険医療協議会

［ウェルシティ鳥取］野島副会長

１０．２８ 鳥取県医療審議会［白兎会館］長

田会長、岡本副会長

１０．３１ 鳥取県看護協会法人化２０周年記念

式典［ホテルニューオータニ鳥取］

長田会長、神鳥常任理事

１１．４ 鳥取県医療安全推進協議会［県庁］

天野常任理事

１１．９ 鳥取産業保健推進センター運営協

議会［鳥取産業保健推進センター］

栗原理事

１１．１１ 鳥取県精度管理専門委員会［中部

総合事務所］岡本副会長

１１．１８ 地域がん診療拠点病院推薦検討会

［県医師会館］長田会長、岡本副

会長

１１．２２ 鳥取県済生会評議員会［鳥取県済

生会境港総合病院］栗原理事

１２．７ 鳥取大学地域学部倫理審査委員会

［鳥取大学］長田会長

１２．９ 鳥取県インフルエンザワクチン対

策委員会［県庁］天野常任理事

１２．１３ 鳥取県結核対策委員会［県庁］岡

本副会長、天野常任理事

１７．１．２２ 鳥取大学関連管理型病院協議会

〔鳥大医学部附属病院〕長田会長、

渡辺常任理事

１．２５ 鳥取県学校保健会長表彰審査会

〔県庁〕県庁長田会長、岡本副会

長

以上のほか、毎月開催される社会保険

診療報酬支払基金幹事会に長田会長が出

席した。

３ 中四国医師会連合

１６．３．３１ 中国四国医師会連合常任委員会

［山の上ホテル］

長田会長、野島副会長、岡本常任

理事、宮�理事

５．２２ 中国四国医師会連合常任委員会

［広島市・リーガロイヤルホテ

ル］

長田会長、岡本・野島副会長、宮

�常任理事

５．２２ 中国四国医師会連合分科会［広島

市・リーガロイヤルホテル］

５．２３ 中国四国医師会連合総会［広島

市・リーガロイヤルホテル］

９．４ 中国四国医師会連合常任委員会

［徳島市・ホテルクレメント徳

島］

長田会長、岡本・野島副会長、宮

�常任理事

９．４ 中国四国医師会連合各種研究会

（地域医療・医療保険・医事紛
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争）

［徳島市・ホテルクレメント徳島］

９．５ 中国四国医師会連合医学会［徳島

市・ホテルクレメント徳島］

９．２４ 中国四国医師会事務局長会議［広

島市・広島全日空ホテル］

平成１６年度中国四国医師会連合総会―広島県医

師会担当

［５月２２日（土）］

� 常任委員会

� 分科会

分科会�「介護保険」 助言者 日本医

師会常任理事 野中 博

分科会�「医療保険」 助言者 日本医

師会副会長 櫻井秀也

日本医師会常任理事 松原謙二

分科会�「地域医療」 助言者 日本医

師会副会長 寺岡 暉

［５月２３日（日）］

総 会

総会議事のほか、特別講演�「医療改革

―私の考え方―」日本医師会長 植松治雄

先生、特別講演�「これからの医療の行方」

日本医師会常任理事 西島英利先生があっ

た。詳細は、会報第５８８号へ掲載した。

２ 第５６回医療懇話会
平成１７年１月６日、県医師会館において開催

した。医師会から�小児医療費助成事業の対象

拡大 �救急医療研修に用いる訓練用人形及び

付随する資機材の整備 �看護師確保対策 �

老人の高額医療費の償還の促進、の４題、県か

ら�鳥取県の地域医療対策、の１題をそれぞれ

議題として提出し、報告、協議、意見交換を

行った。詳細は、会報第５９６号へ掲載予定。

３ 県議会への政策要望について
平成１７年度県予算の要望事項として「乳幼児

医療費助成の対象範囲拡大」「救急医療の資質

向上研修のための資機材整備事業」について、

平成１７年１月、県議会自由民主党及び鳥取県福

祉保健部長へ要望した。

４ 国民保険制度を守る国民運動について
混合診療を解禁して、公的保険の守備範囲を

縮小しようと目論んでいる政府の規制改革・民

間開放推進会議の医療改革は将来的に国民皆保

険制度の崩壊につながる危険性がある。社会保

障を柱として国民皆保険制度を堅持していくこ

とに賛同される団体に参加していただき、国民

運動として、医療改悪阻止のために日本医師会

は国民医療推進協議会を設立し、次のとおり反

対運動を展開した。

１）平成１６年１１月４、「国民のための医療推

進協議会とっとり」を設立し、混合診療解

禁反対にご賛同いただける諸団体による第

１回目の会議を県医師会館において開催し

た。

２）また、「国民皆保険制度を守る県民集会」

を１１月２５日開催し、東部地区約５３０名（県

医師会館）と西部地区４１０名（米子市文化

ホール）の参加者があり、盛会であった。

集会において下記の決議文を採択し、後日

関係先に送付した。

３）日医からA１会員あてに趣意書、チラシ、

署名簿が直送され、署名運動を展開した。

日本医師会に全国から約６００万人の署名

簿が集まり、１１月２５日、２６日の両日に衆・

参国会事務局に搬入し、衆議院議長宛およ

び参議院議長宛に請願として提出された。

提出に当たっては、多数の国会議員が紹介

議員（与党議員の約８割）となった。その

結果、１２月３日の衆・参両院会議において

全会一致で採択されたのは、今回の運動の

成果である。

４）対外広報活動として新聞２社に意見

広告を掲載した。日本海新聞（１１／２１付）・

読売新聞（１１／２３付）

「国民のための医療推進協議会とっとり」への参

加団体（１７団体）

鳥取県医師会 鳥取県栄養士会

鳥取県看護協会 鳥取県作業療法士会

鳥取県歯科医師会 鳥取県歯科衛生士会

鳥取県柔道整復師会 鳥取県商工会連合会

鳥取県鍼灸師会 鳥取県商工会連合会

鳥取県病院協会 鳥取県鍼灸マッサージ師会

鳥取県薬剤師会 鳥取県放射線技師会

鳥取県臨床衛生検査技師会 鳥取県理学療法士会

日本精神科病院協会 鳥取県支部鳥取青年会議所

決 議

日本の医療保険制度は、!いつでも、どこでも、
だれでも"安心して平等に医療を受けることがで
きる、世界に冠たる立派な制度であり、そのおか

げで日本人の健康寿命は世界一となった。

しかるに、政府の規制改革・民間開放推進会議
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は、医療分野で営利を追求しようとする企業に主

眼をおいた政策を打ち出し、国民の立場を考えな

いばかりか、財政至上主義のもと国民に大幅な負

担増を強いる医療制度の改悪を目論んでいる。

日本よりも劣る外国の医療制度を導入する必要

は全くない。

我々は、今後も、すべての国民が安心して良質

の医療を平等に受けられることを強く望み、次の

とおり決議する。

１ 国民皆保険制度を堅持せよ

１ 混合診療の解禁に反対する

平成１６年１１月２５日

国民のための医療推進協議会とっとり

広 報 関 係

１ 県医師会報の発行について
県医師会報は本会広報の主力をなすものであ

り、県医師会報の充実を目途に広報活動の強化

に努めた。編集方針は、情報の伝達、執行部の

意見開陳のほか、随筆詩歌等発表の場としてい

る。

平成１６年２月１５日から本年１月１５日までの発

行回数は、第５８４号から第５９５号の１２回と臨時号

３回の計１５回であった。発行部数は１，５２０部で、

全会員のほか日医始め各都道府県医師会、報道

関係等へ送付した。

２ 鳥取県医師会報読者アンケート実施につ
いて
平成１３年７月、全会員を対象に読者アンケー

トを行ってから３年を経過したので、平成１６年

５月、全会員の約１割１３０人（開業医６０人、勤

務医７０人）を対象に実施した。回答数６０人・回

収率４６．２％で、集計結果は会報第５８９号へ掲載

した。

３ 委員会
１ 広報委員会・会報編集委員会合同会議

平成１６年６月１０日、県医師会館において開

催した。平成１５年度広報関係について報告が

あった後、１）県医師会報読者アンケート結

果 ２）県医師会報編集方針 ３）県医師会

報表紙提供者（平成１６年１０月から） ４）健

康なんでも相談室の原稿 ５）日医・広報

キャラクター（ハガキ・ぬいぐるみ）等の活

用、などについて協議、意見交換を行った。

詳細は、会報第５８９号に掲載した。

２ 会報編集委員会

平成１７年１月１３日、県医師会館において開

催し、１）鳥取県医師会報６００号について

２）県医師会報編集方針等について協議、意

見交換を行った。詳細は、会報第５９６号に掲

載予定。

４ 鳥取県医師会メーリングリストについて
本会では、地域における医師会情報・医療情

報の共有と会員同士の親睦を目的に次の６つの

メーリングリストを運営している。

１．総合メーリングリスト（話題を限定しな

い一般的なもの）

２．連絡用メーリングリスト（医師会からの

連絡などに用いるもの）

３．緊急用メーリングリスト（医師会のサー

バが使えない緊急時に用いるもの）

４．パソコンメーリングリスト（パソコン好

きの方へ）

５．鳥取県医師会ORCAメーリングリスト

（ORCAに興味のある方）

６．学校医メーリングリスト

５ 対外広報について
昨年度に引き続き、日医ニュース及び県医師

会報を関係方面に送付し、日医及び県医活動の

PRにつとめたほか、ホームページを活用して

情報を提供した。

なお、昭和５５年９月より日本海新聞に掲載し

ている「保健の窓」は９８５回となった。また、

平成６年２月より日本海新聞に掲載している

「健康なんでも相談室『鳥取県医師会Ｑアンド

Ａ』は３４８回となった。

１ 第１９回鳥取県医師会健康セミナー

新日本海新聞社共催・�ツムラ後援で開催

している健康セミナーは、本年度は次のとお

り開催した。（聴講者４４０名）

日 時 平成１６年９月１８日（土）

午後１時３０分～４時５５分

場 所 ハワイアロハホール

東伯郡羽合町長瀬

講 演 １．「ゆううつなのはうつ病な
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の？～現代社会の抑うつ～」

鳥取県立精神保健福祉センター所

長 原田 豊

２．「おしっこの悩みにお答えし

ます―子供のおねしょから高齢

者の尿もれまで―」

鳥取大学医学部器官制御外科学講

座腎泌尿器学教授 宮川征男

２ 鳥取県医師会公開健康講座・医療相談

平成３年４月、鳥取県健康会館竣工に伴いひ

ろく県民の健康教育を図るため、同年５月１６日

より毎月１回第３木曜日の午後２時から鳥取県

健康会館において「鳥取県医師会公開健康講座」

を開催した。但し、このうち２回については昨

年度同様、倉吉・米子でそれぞれ１回開催した。

本年度の実績は次のとおりであるが、これの

広報については日本海新聞「保健の窓」欄およ

びNHKを利用して周知したほか、各新聞社、

連合婦人会等へもPRしており、健康問題への

関心の高さを反映して毎回盛況である。

なお、平成７年度より鳥取県立生涯学習セン

ターが行う「とっとり県民カレッジ・健康ス

ポーツコース」の連携講座として協力している。

また、毎月１～４の各木曜日の午後１時間３０

分から１時間実施している面談による医療相談

については、平成１６年４月より新たに整形外科

を相談科目に加え次のとおり実施した。

第１週：精 神 科、第２・４週：内 科、第３

週：小児科。本年度相談件数は、各科合計４７名

であった。

「本年度開催した公開健康講座」

第１４７回 平成１６年２月１７日 於西部医師会館

「胃がんで命を落とさないために―胃がん

検診のすすめ―」

米子市 野坂医院院長 野坂美仁

第１４８回 平成１６年３月１８日

「更年期女性の健康管理～更年期をすこや

かにすごすために～」

鳥取市立病院産婦人科診療部長 佐能 孝

第１４９回 平成１６年４月１５日

「食の安全について～鳥インフルエンザと

BSE～」

鳥取大学農学部獣医公衆衛生学聴講者教授 伊藤

壽啓

第１５０回 平成１６年５月２０日

「『うつ』と現代社会～心の生活習慣病～」

鳥取県立精神保健福祉センター所長 原田 豊

第１５１回 平成１６年６月１７日

「生活習慣病としての高尿酸血症：尿酸値

を上げない生活の工夫」

鳥取大学大学院医学系研究科 機能再生医科学専

攻遺伝子再生医療学講座再生医療学分野

教授 久留一郎

第１５２回 平成１６年７月１５日

「痴呆症への正しい理解と予防」

鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座教授 浦

上克哉

第１５３回 平成１６年８月１９日

「生活習慣病としての高血圧症～血圧と上

手に長くお付合い～」

鳥取県立中央病院循環器科部長 吉田泰之

第１５４回 平成１６年９月１５日 於倉吉交流プラ

ザ「視聴覚ホール」

「生活習慣病としての糖尿病の予防と合併症

について～糖尿病は怖くはないが合併症が怖

い～」

鳥取県医師会常任理事 天野道麿

第１５５回 平成１６年１０月２１日

「腰痛と坐骨神経痛」

鳥取赤十字病院整形外科副部長 高橋敏明

第１５６回 平成１６年１１月１０日 於米子市公会堂

「２階集会室」

「めまいについて」

鳥取県医師会理事 阿部博章

第１５７回 平成１６年１２月１６日

「糖尿病は生活の!黄信号"―健康長寿を
めざしての糖尿病との付合い方―」

鳥取県立中央病院長 武田 倬

第１５８回 平成１７年１月２０日

「冬季に多い高齢者の呼吸器の病気とその

対策」

鳥取赤十字病院内科副部長 山本光信

６ 情報ネットワーク特別委員会答申
昨年開催の情報ネットワーク特別委員会にて、

長田会長より諮問を受けた「鳥取県医師会の高

度情報化への対応」として、１）鳥取情報ハイ

ウェイを活用した地域医療ネットワークの構築

２）生涯教育の単位登録等を含めた会員情報

管理システムの構築 ３）遠隔会議システムの

導入の３項目について答申がまとまり、平成１６

年２月２８日報告された。

この答申書は県医務薬事課、県情報政策課、

鳥取県医師会報 ０５．５ 臨時号

104



県病院局へ送付したほか、第５８６号から３回に

分けて会報に掲載した。

７ リース期間終了に伴うサーバの対応につ
いて
県医師会館内に設置しているサーバのリース

期間が平成１６年１２月で終了すること及びマイク

ロソフトがWindowsNTのサービス全般のサ

ポートを来年１月で対象外とすることに伴い、

今後の対応等について第８回理事会で協議した。

その結果、新WEBに買い換えるともに専用

ラック、FILEサーバ、グループウェアを加え、

事務局内のIT化を進めることとなった。なお、

詳細については阿部理事を中心に検討すること

とした。

８ 中国四国ブロック医師会広報担当理事連
絡協議会
日医主催・広島県医師会担当により平成１６年

９月４日（土）、徳島市・ホテルクレメント徳

島において開催されたので本会から渡辺常任理

事、阿部理事が出席した。本会よりの提出議題

として、「対外広報について各県医師会の取り

組みについて」、また、日医への提言・要望と

して「日医総研の将来像について」を提出した。

日医からは田島常任理事、弓倉広報編集委員

外が出席し、新たに広報戦略会議を設置して対

市民広報の強化を図っていくことなどを説明さ

れた。詳細は、会報第５９１号へ掲載した。

部 会 関 係

１ 母体保護法指定医部会
母体保護法指定医師は規程によって２年ごと

に書き換えを要することになっており、本年度

はその年にあたるため、平成１６年１１月１１日、倉

吉市、ホテルセントパレス倉吉において審査委

員会を開催した。母体保護法指定医の現況及び

人工妊娠中絶・不妊手術実施状況、母体保護法

指定医師書換え申請、指定証様式、新指定証交

付要領などについて協議、意見交換を行った。

詳細は、会報第５９４号へ掲載した。

指定証の交付を下記のとおり行った。

〇東部：１１月３０日（火）―県医師会館

〇中部：１１月２４日（水）―中部医師会館

〇西部：１１月２４日（水）―西部医師会館

本年度、新規指定並びに異動による指定は次

の通りであった。

新規指定 ４名

平成１７年１月末日現在、指定医師数は４４名

（東部１７名、中部７名、西部１８名、鳥大２名）

で、昨年同期に比して５名の減である。

２ 学校医部会
１ 学校医部会（運営委員会）

平成１６年５月１３日、米子市・米子ワシント

ンホテルにおいて開催した。１）平成１５年度

学校医部会活動報告 ２）地区医師会におけ

る学校医・学校保健活動の取り組み ３）鳥

取県医師会学校医部会の組織の整備 ４）本

年度本会が行う研修会の開催 ５）中国地区

大会・全国大会・日医講習会の開催と地区医

師会での伝達講習会 ６）予防接種の広域化

への取り組み ７）風しんワクチン未接種者

に対するPR ８）日本医師会編「学校医の

手引き」斡旋、などについて報告、協議、意

見交換を行った。詳細は、会報第５８８号へ掲

載した。

なお、学校医部会は組織の見直しを行い、

現在学校医・幼稚園園医・保育所嘱託医で学

校医部会に入っておられない方には入会を勧

め、幅広い人材で構成することとした。また、

これまで地区医師会経由納入して頂いていた

学校医部会費は平成１７年度より県医師会で直

接取り扱うこととした。

２ 学校医部会会則改正について

平成１６年９月１６日開催した第６回理事会に

おいて、現行の会則を一部改正することが承

認され、平成１７年４月より施行する。詳細は

会報第５９２号へ掲載した。

３ 鳥取県医師会学校医・学校保健研修会

１）平成１６年２月２２日（日）倉吉市、県立倉

吉体育文化会館において開催した。

（出席者１３３名）

講演１「学校における性教育の考え方、進め

方」

講師 鳥取県教育委員会体育保健課指導主

事 長谷高あけみ

講演２「思春期の性の現状とこれからの性教
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育―産婦人科医からみた性教育―」

講師 国立米子病院産婦人科医師 藤井亜

希子

講演３「学校生活と耳鼻咽喉科疾患」

講師 鳥取大学医学部感覚運動医学講座耳

鼻咽喉・頭頸部外科学分野助教授 竹内裕美

２）平成１６年１０月１７日（日）倉吉市、倉吉交

流プラザにおいて開催した。（出席者５０名）

講演１「耳鼻咽喉科学校健診の過去・現在・

未来」

講師 鳥取県医師会理事 阿部博章

講演２「東京都における学校医の現状につい

て」

講師 東京都 小石川医師会長 松平隆光

なお、次の学校医・学校保健研修会は、鳥

取県学校保健会の役員等研修会と共催で、平

成１７年２月２０日（日）倉吉市・倉吉交流プラ

ザにて行う予定である。

４ 日本医師会編「学校医の手引き」配布につ

いて

平成１６年３月日本医師会が編集発行した上

記手引きを学校医部会員全員に配布した。

５ 中国地区学校医大会

平成１６年８月２２日、広島市・広島医師会館

において中国四国学校保健担当理事連絡会議

の終了後開催された。４題の研究発表及び特

別講演１「子どもの攻撃性」（広島市・松田

文雄松田病院長）と特別講演２「今後の学校

保健の課題―特に専門（相談）校医について

―」（雪下日医常任理事）が行われた。鳥取

県からは「鳥取県西部地区小・中学校アト

ピー性皮膚炎検診（３年間のまとめ）」と題

して、鳥取大学医学部皮膚病態学教室講師

山田七子先生が発表した。来年度は山口県医

師会が担当する。

また、同日午前１１時から同所において行わ

れた「中国四国学校保健担当理事連絡会議」

では、各県から提出された１０議題について協

議、意見交換が行われ、雪下日医常任理事か

らコメントがあった。鳥取県からは「認定学

校医制度について」議題を提出した。各県と

も現在のところ、独自の認定学校医制度を作

る動きはなく、日医としては認定学校医制度

に賛成の会員が７５～８０％程度になれば導入を

検討するとのことであった。詳細は、会報第

５９１号へ掲載した。

６ 第３５回全国学校保健・学校医大会

平成１６年１０月３０日、福島県郡山市・ホテル

ハマツにおいて開催され、天野常任理事が出

席した。本年度は、「地域で考えよう子ども

の健康―生き生き子どもたちとの共生をめざ

して―」をメインテーマに、３分科会（ここ

ろとからだ１・２、耳鼻咽喉科、眼科）での

研究発表、表彰式、シンポジウム「臨床各科

の学校保健へのかかわり方」、特別講演「な

らぬことはならぬ―会津藩校日新館の教え」

講師早乙女貢、などが行われた。来年度は滋

賀県医師会の担当で平成１７年１１月１２日（土）

に開催される。

７ 鳥取県医師会・鳥取県教育委員会連絡協議

会

平成１６年２月１０日、鳥取市・白兎会館にお

いて開催した。双方から提出された協議事項

等、１）体育保健課 �児童生徒の健康つく

りプロジェクトについて ２）教育総務課

�教職員健康管理事業について �教職員心

の健康対策事業について ３）小中学校課

�幼児教育の充実について �不登校問題の

現状と対策について �鳥取県の障害児教育

について ４）県医師会 �眼科学校健診に

おける色覚検査の取扱いについて �学校保

健委員会への出席について �児童生徒の脂

質調査の実施について �インフルエンザに

おける学級・学年閉鎖の指標について �学

校内（敷地内もふくめた）禁煙についてなど

協議、意見交換を行った。詳細は、会報第

５８５号に掲載した。

８ 健康相談活動支援事業等への協力について

鳥取県教育委員会より平成１６年度健康相談

活動支援事業及び平成１６年度学校・地域保健

連携推進事業に対する講師及び指導助言者の

推薦依頼があったので、産婦人科医１１名（中

１名は泌尿器科医）、精神科医３名、小児科

医５名、呼吸器科医等３名を推薦した。

また、平成１６年度ヘルスカウンセリングア

ドバイザーとして産婦人科医１１名、精神科医

３名を推薦した。

なお、国において本年度より３年間に亙り、

「学校・地域保健連携推進事業」として予算

計上されることとなった。

９ 学校保健法施行規則の一部改正及び定期健

康診断における結核健康診断について
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改正の趣旨は、就学時の健康診断について、

就学に関する手続きの実施に支障がない場合

にあっては、三月前までの間に行うことがで

きるよう改めたこと。また、就学時の健康診

断を実施した後に、当該健康診断を受診して

いないものが転入した場合、すみやかに健康

診断を行うという趣旨を明確化したことであ

る。

また、定期健康診断における結核健康診断

については、最新の情報にあわせ、WHOが

示す高まん延国を示したものである。

本件は、鳥取県医師会報第５８７号へ掲載周

知した。

１０ 盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の

取り扱いについて

厚生労働省より、盲・聾・養護学校におけ

る医療のニーズの高い児童生徒等に対する痰

の吸引等の実施について、たんの吸引等は医

師または看護職が行うことが原則であるが、

看護職の配置を前提とした一定の条件の下に

盲・聾・養護学校において教員が行うことも

止むを得ないとし、看護職の適正配置及び医

学的な管理などの体制整備を求める旨の通知

が関係先へ送付され、日医経由周知依頼が

あったので、平成１６年１１月２日付けを以って

地区医師会始め県内盲・聾・養護学校の内科

系校医へ周知した。

３ 産業医部会
平成２年度より発足した「日本医師会認定産

業医制度」による認定産業医は、本年１月現在

３４９名（東部１４７、中部５３、西部１３７、鳥大１２）

である。

１ 産業医部会

平成１６年５月６日、県医師会館において開

催し、平成１５年度事業報告、平成１６度事業計

画などについて協議、意見交換を行った。詳

細は、会報第５８８号へ掲載した。

また、平成１６年９月１６日、「産業保健活動

推進全国会議」が日医会館において開催され、

栗原理事が出席した。詳細は、会報第５９２号

へ掲載した。

２ 産業医部会改正について

平成１６年９月１６日に開催した第６回理事会

において現行の会則を一部改正することが承

認された。平成１７年４月１日より施行する。

詳細は、会報第５９２号へ掲載した。

３ 産業医研修会

〔第１回〕【基礎研修（実地・後期）＆生涯研

修（更新・実地・専門）：５単位】

日 時 平成１６年７月１１日（日）

場 所 鳥取県医師会館

出席者 １４３名（県内１３９名、県外４名）

〔認定産業医１１９名、未認定産業医２０名〕

〔内容〕

� 『健康診断で認められた不整脈の管理ポイ

ントについて』

鳥取大学医学部病態情報内科学（第１内科）

助教授 井川 修

� 『職場における受動喫煙防止対策』

鳥取大学医学部総合薬物治療科教授

長谷川純一

� 『これからの産業保健について』

鳥取労働局労働基準部安全衛生課課長

岩村和典

� 『勤労者の自殺予防対策について―事例検

討―』

山陰労災病院精神科部長 濱崎 豊

� 『地域産業保健センターの活性化について』

東部地域産業保健センターコーディネーター

岸田彬靖

〔第２回〕【基礎研修（実地・後期）＆生涯研

修（更新・実地・専門）：５単位】

日 時 平成１６年１０月３日（日）

場 所 まなびタウンとうはく

琴浦町徳万

出席者 ８８名〔認定産業医７１名、未認定産

業医１７名〕

〔内容〕

� 『労働者の喫煙と呼吸器疾患―事例検討―』

米子医療センター外科系診療部長 中村廣繁

� 『続：健康診断で認められた不整脈の管理

ポイントについて』

鳥取大学医学部病態情報内科学（第１内科）

助教授 井川 修

� 『勤労者のメンタルヘルスにおける留意点』

メディカルカウンセリングルーム水川クリ

ニック院長 水川六郎

� 『勤労者の腰痛予防対策について』

中部医師会立三朝温泉病院長 森尾泰夫

� 『地域産業保健センターの活性化等につい

て』

中部地域産業保健センターコーディネーター
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山根伸次

〔第３回〕【基礎研修（実地・後期）＆生涯研

修（実地・専門）：４単位】

日 時 平成１６年１１月１４日（日）

場 所 西部医師会館 米子市

出席者 ７９名（県内７５名 県外４名）

〔認定産業医６４名、未認定産業医

１１名〕

〔内容〕

� 『労働者の禁煙支援について―事例検討―』

米子医療センター外科系診療部長 中村廣繁

� 『勤労者のうつ病対策について』

鳥取大学医学部精神行動医学講師 前田和久

� 『続々：健康診断で認められた不整脈の管

理ポイントについて』

鳥取大学医学部病態情報内科学（第１内科）

助教授 井川 修

� ビデオ（質疑応答を含む）

『職場の腰痛予防対策』

４ 鳥取産業保健協議会

平成１６年１０月１４日、鳥取市、ホテルモナー

ク鳥取において県医師会産業医部会委員・県

福祉保健部・山陰労災病院および鳥取産業保

健推進センター・鳥取労働局など関係者が集

まり、設置要綱の改正、産業保健事業の課題、

労働衛生行政の最近の動向について、また県

医師会より産業医部会の１５年度事業報告と１６

年度事業計画、産業保健活動推進全国会議出

席報告を行い、協議、意見交換を行った。詳

細は、会報第５９３号へ掲載した。

５ 第３６回産業医学講習会

平成１６年７月８日～１０日、日医会館におい

て開催された。

６ 第３２回鳥取県産業安全衛生大会

平成１６年７月１日、鳥取市、鳥取市民会館

において開催され長田会長が出席した。席上、

永年産業医功労により早瀬啓先生（鳥取市）、

芦川喬先生（鳥取市）に鳥取県医師会長表彰

を授与した。

大会では各企業から活動事例発表、特別講

演などが行われた。

７ 鳥取産業保健推進センター

センター主催、県医師会共催による産業保

健研修会が各地区で開催され、本会から日医

認定産業医制度指定研修会として申請し、承

認を受けている。

４ 労災診療協議会・労災保険部会合同会議
６月１０日、鳥取労働局において労災診療協議

会と合同会議として開催した。議事として、労

災診療協議会では�労災診療費の適正請求 �

整形外科領域に係る障害等級認定基準の改正、

などについて協議、意見交換を行い、また、労

災保険部会では�労災保険診療費に関するアン

ケート調査結果 �労災保険診療指定研修会の

開催、などについて協議・意見交換を行った。

５ スポーツ医部会
平成３年度より発足した日本医師会認定健康

スポーツ医は、本年１月末現在７２名である。

１ 健康スポーツ医学講習会

〔日本医師会主催〕於日本医師会館

前期：平成１６年１１月１２日・１３日

後期：平成１６年１１月１９日・２０日

この他、（財）日本体育協会公認スポーツ

ドクター養成講習会受講者の推薦依頼があっ

たので、受講希望のあった会員を報告した。

２ 健康スポーツ医学再研修会

〔鳥取スポーツ研究会主催〕取得単位１単位

期 日：平成１６年９月１８日

場 所：鳥取市・ホテルニューオータニ鳥取

６ 勤務医部会
１ 平成１６年度全国医師会勤務医部会連絡協議

会

本年度は熊本県医師会担当により、平成１６

年１１月６日、熊本市において開催され、渡辺

常任理事（日医勤務医副委員長）、武田・宮

川理事が出席した。

「激動の時、新たな勤務医像を求めて～新

臨床研修制度とともに～」をメインテーマに、

特別講演３題、日本医師会勤務医委員会報告、

熊本県勤務医アンケート調査報告、シンポジ

ウム「臨床教育・研修制度改革と勤務医の役

割」など盛り沢山な内容で開催され、全国か

ら約２６０名が出席して盛会であった。来年度

は香川県医師会の担当で平成１７年１０月２２日

（土）に開催される。

２ 医師会入会の手引き改訂版作成について

勤務医に医師会を身近に感じ、入会の意義

を理解いただくために、パンフレット「勤務

医の皆様へー医師会入会の手引きー」改訂版

を２，０００部作成した。地区医師会において本

会へ未入会の医師並びにこれから入会される

医師への加入促進に活用される。
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福 祉 関 係

１ 共済会の運営
県医師会共済会は、昭和４８年１０月発足、３１年

５カ月を経過し、真に本会会員福祉事業の中核

として、果たしている役割は極めて大きなもの

がある。

平成１６年度から喜寿・米寿・白寿祝を共済会

事業から県医師会事業として該当の会員全員に

贈呈することに伴い、規則の一部改正は平成１６

年２月２８日開催の第１６５回定例代議員会で承認

された。

平成１６年１２月現在、共済会会員及び給付状況

は次のとおりである。

共済会会員数 開業会員３９８名、同一家族会

員４４名、勤務会員１７名、会費免除会員４２名、計

５０１名で、昨年同期に比し同一家族会員６名増、

勤務会員３名減、会費免除会員２名増である。

共済会給付状況

病気療養見舞金 １４，３４０，０００円（１６件）

弔 慰 金 ４，６００，０００円（９件）

配偶者弔慰金 ５０，０００円（１件）

退 会 慰 労 金 ３１４，１７０円（２件）

共済会積立金

普 通 預 金 １２９，０７０，０００円

共済会の運営状況については、本年２月３日

開催の第３６回運営委員会において協議される。

２ 協力貯蓄の運営状況
協力貯蓄運営委員会は１５年度で解散とし１６年

度からは、理事会協議となった。

協力貯蓄は、平成１５年５月より第９次の積立

を開始している。

平成１６年１２月末現在会員数は、東部１０４名、

中部２９名、西部６１名、計１９４名である。

融資利率は、短期プライムレート及びそれに

連動する長期プライムレートを基準にしている

が、平成１３年１２月１日に公定歩合等の現状の金

利情勢を勘案し、０．１％引き下げられた。

３ 勤務会員協力貯蓄の運営状況
勤務医協力貯蓄は、平成１３年５月より第７次

の積立を開始し、平成１７年４月をもって積み立

てを終了する。

平成１６年１２月末現在加入会員数は、東部６９名、

中部２３名、西部５１名、大学２０名、その他９名、

計１７２名である。

協力貯蓄と同じく、平成１３年１２月１日より融

資利率が、０．１％引き下げられた。

４ 医事紛争処理委員会
１ 医事紛争処理委員会

平成１６年３月１８日、県医師会館において開

催した。中国四国医師会医事紛争研究会、都

道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会の

報告のあと、県内の医事紛争の処理状況につ

いて協議、意見交換を行った。平成１５年度は

新規発生６件、処理事案は解決２件、応訴中

１件、折衝中６件となっている。また、積立

金の有効活用について更に検討することとし

た。詳細は、会報第５８６号へ掲載した。

２ 中国四国医師会連合・医事紛争研究会

平成１６年９月４日、広島県医師会担当によ

り、徳島市、ホテルクレメント徳島において

ブロック会議の研究会として開催された。各

県医師会の医事紛争担当役員、顧問弁護士、

日本医師会から藤井 伸常任理事、畔柳達雄

参与（弁護士）、中澤進医賠責対策課長が出

席し、各県から寄せられた１０題の議題につい

て意見交換するとともに、日本医師会のコメ

ントがあった。本県からは、長田会長、岡本

副会長、栗原・明穂理事、岸田監事、藤原・

中川顧問弁護士が出席した。詳細は、会報第

５９１号へ掲載した。

５ 日医医師賠償責任保険
日医医師賠償責任保険は、昭和４８年７月から

発足、３１年７か月を経過した。現在１３０名の勤

務会員が加入しているが、現行の日医医賠責保

険でカバーできない部分について、日医Ａ会員

が任意で加入できる「日医医賠責特約保険」が

融 資 期 間
協力貯蓄

融資利率

勤務会員協力

貯蓄融資利率

１ 年 以 内 １．５８０％ １．９３０％

１年超 ３年以内 １．６８０％ ２．０３０％

３年超 ５年以内 １．７８０％ ２．１３０％

５年超 １０年以内 １．９８０％ ２．３３０％

１０年超 １５年以内 ２．１８０％ ２．５３０％

１５年超 ２０年以内 ２．３８０％ ２．７３０％

２０年超 ２５年以内 ２．５８０％ ２．９３０％
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平成１３年度より創設された。平成１６年７月１日

～平成１７年７月１日までの加入者は、１４４名で

ある。

６ 損保ジャパン医師賠償責任保険加入会員
平成１７年１月日末現在、医師賠償責任保険加

入会員数は５４２名で、地区別に示すと次のとお

りである。総数は、昨年より５９名の増である。

東部２０４名 中部９５名 西部１９３名 大学５０名 計

５４２名

７ 日本医師会医師年金の加入
平成１６年９月末現在、本県会員の医師年金加

入者は１５８名で、加入者数を地区別に示すと次

のとおりである。

東部７１名 中部２０名 西部６３名

鳥大４名 計１５８名

この他に年金受給者は

東部５８名 中部３１名 西部６６名

鳥大１名 計１５６名

なお、日本医師会ホームページの「医師年金

のおすすめ」を鳥取県医師会（会員用）ホーム

ページからでもリンクできるようにするなどし

て加入促進に努めた。

８ 日本医師従業員国民年金基金
日医が設立母体となり、平成３年４月創設、

同年５月１４日設立認可を得て発足し、本県加入

総数５１名である。（平成１６年１２月３１日現在）

９ 生命保険加入代理店の業務
第一、日本、明治安田、住友、富国、Ｔ＆Ｄ

フィナンシャル、損保ジャパン、三井の８社と

契約を締結存続し、会員福祉向上に努めている。

平成１７年１月末日現在、各社の契約件数は次の

とおりである。

第一生命１７８件、日本生命２３２件、明治安田生

命７３件、住友生命６０件、グループ保険８８２件、

富国生命２２件、Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命２９件、

退職共済６１件、損保ジャパン１８６件、三井生命

５７件。

１０ 鳥取県医師国保組合事業の協力
昨年度に引き続き、同組合事業の円滑なる推

進に協力し、会員の健康福祉の増進に努めてい

る。

加入者数は、組合員５１９人、家族１，０５０人、准

組合員３３２人、計１，９０１人である。（平成１６年１２

月３１日現在）

１１ 厚生年金基金について
平成５年４月１日に発足した「鳥取県医療機

関厚生年金基金」について、加入者数は５，５１０

名、加入事業所は１５４である。（平成１６年１２月３１

日現在）

１２ 図書斡旋
２００５年医師日記を希望会員に斡旋した。
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第１号議案 平成１６年度鳥取県医師会会費減免申請承認について

平成１６年度鳥取県医師会会費減免申請（追加分）

所 属 医 師 会 会 員 種 別 氏 名 申 請 理 由

東 部 Ｂ 大 槻 正 巳 病気療養中

鳥 取 大 学 Ｂ 瀧 村 和 則 研修医
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１．医の倫理の高揚

２．医療安全対策・診療

情報提供の推進

� 医療安全対策

� 診療情報提供の推

進

� 個人情報保護法対

策

３．医学医術の研究奨励

及び生涯教育の推進

� 定例総会の開催

� 医学会の開催

＊地区医師会との緊密な連携のもと、医師の良識と

社会的使命を基盤として医の倫理の高揚に努める。

＊聖職の自覚、医師相互間の社会性の確立、医師会

団体秩序の維持に努める。

＊県民の医療に対する更なる信頼の確立に努める。

＊日医提唱の「医師の職業倫理規程」の普及促進を

図る。

＊医療安全対策の検証と啓発を行う。

＊医療安全対策の経験交流研修会を開催する。

＊診療情報提供の推進を図る。

＊日本医師会「診療情報の提供に関する指針（第２

版）」を周知するとともに実践の推進を図る。

＊医療相談窓口を設置し、県民からの相談にあたる

とともに地区医師会相談窓口との連携を図る。

＊県の医療相談窓口「医療相談支援センター」との

情報交換、連携を図る。

＊法の規定により遵守すべき事項の周知を図り、個

人情報の適正な取扱いに努める。

＊定例総会を開催し、永年在任役職員表彰、医業５０年

会員表彰、鳥取医学賞の授与、特別講演などを行う。

＊春季医学会、秋季医学会を開催し、会員の研究発

表を行うことにより、医学・医術の向上を図る。

○ 医療安全対策委員会

○ 診療情報提供推進委

員会

○ 定例総会（米子市

１７．６．１１）

○ 春季医学会（米子市

１７．６．１２）

○ 秋季医学会（倉吉市）

○ 中国四国医師会連合

医学会（松江市１７．９．３

～４）

第２号議案 平成１７年度鳥取県医師会事業計画について

平成１７年度鳥取県医師会事業計画

〈基本方針〉

少子、高齢化社会に対応し、学術専門団体の立場から保健、医療、福祉の連携充実に努め、県民

の医療に対する更なる信頼確立のため、下記５項目を重点的に実施する。

記

１．医の倫理の高揚

２．医療安全対策・診療情報提供の推進

３．生涯教育の推進

４．社会保障制度構造改革への対応

５．個人情報保護法施行への対応

事 業 項 目 具 体 的 事 項 会議・委員会等
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� 日本医師会生涯教

育制度の推進

� 生涯教育の推進、

医学講演会及び研究

会の開催

� 新医師臨床研修制

度への対応

� 鳥取大学及び医学

諸団体との連絡協調

� 医学研究の奨励

� 鳥取医学雑誌の発

行

４．地域社会活動対策

� 健康診査管理指導

事業

� 地域保健活動の推

進

� 情報ネットワーク

の推進

＊日本医師会生涯教育講座を開催し、参加者の拡大

を図る。

＊日本医師会生涯教育の協力講座として、セミナー

「脳・心血管疾患講座」を開催する。

＊インターネット活用による生涯教育の推進を図る。

＊日医提唱のリカレント教育の推進を図る。

＊認定講座単位取得データ管理のシステム化を図る。

＊新医師臨床研修制度へ協力する。

＊指導医のための教育ワークショップを開催する。

＊国立大学法人鳥取大学（医学部及び附属病院）を

はじめ医学諸団体との連携を強化する。

＊鳥取医学賞の選定を行う。

＊会員研究発表、医学会の特別講演を鳥取医学雑誌

へ掲載する。

＊総説論文の寄稿を依頼する。

＊鳥取県健康対策協議会と共同で下記事業を実施す

る。
#
%
%
%
%
$
%
%
%
%
&

がん登録事業の継続、追跡調査の継続、調査結果

の報告、がん検診研究会、読影委員会及び細胞診

判定委員会との連絡強化、がん検診精密検査医療

機関登録

（胃がん、肺がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、

肝がん）

＊臨床検査精度管理事業の推進を図る。

＊鳥取県が実施する衛生検査所の立入検査、精度管

理に協力する。

＊母子保健・医療、少子化対策事業などに協力し、

周産期センターの充実を図る。

＊疾病構造の地域特性に関する調査、乳幼児・児童

生徒の心臓検診を推進する。

＊「生活習慣病」対策の推進を図る。

＊在宅医療の推進のための実地研修事業を実施する。

＊禁煙指導医・禁煙講演医養成のための研修会の開

催及び情報提供を行うなど、禁煙運動を推進する。

＊がん撲滅をめざす!がん征圧運動"に協力する。

＊鳥取県医師会のIT化を推進する。

○ 生涯教育委員会

○ セミナー実行委員会

○ 卒後臨床研修対策委

員会

�外 鳥取大学関連管理型

病院協議会

�外 鳥取大学医学部附属

病院研修管理委員会

○ 鳥取医学雑誌編集委

員会

○ 臨床検査精度管理委

員会

�外 鳥取県精度管理専門

委員会

�外 鳥取県母子保健協議

会

�外 若年者心疾患対策協

議会

［研究会・総会］

○ 禁煙指導対策委員会

�外 がん征圧全国大会

（鳥取市１７．９．８～９）

○ 情報システム運営委

員会

事 業 項 目 具 体 的 事 項 会議・委員会等
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� 環境対策

� 救急医療・防災対

策

� 麻薬対策

� 感染症対策

＊ホームページのコンテンツの充実を図る。

＊ネットワーク対応型の会員情報管理システムを検

討する。

＊鳥取県民チャンネルコンテンツ協議会に参画する。

＊日本医師会テレビ会議システムへ参加する。

＊情報システムに関する講演会を開催する。

＊環境保全対策、医療廃棄物対策、地球温暖化防止

対策を図る。

＊鳥取大学医学部付属病院の「救命救急センター」

の運営に協力し、救急医療体制の確保・充実に努

める。

＊ACLS、JPTECの研修会を開催する。

＊救命救急センター、救急告示医療機関、平日夜間

及び休日急患診療所、病院群輪番制の病院の連携

により救急医療体制の充実を図る。

＊救命救急医療体制、へき地医療対策、空港におけ

る救急医療体制の整備を検討する。

＊防災体制の整備を検討する。

＊消防防災ヘリコプター体制へ協力する。

＊中国四国医師会の緊急連絡体制の整備を検討する。

＊メディカルコントロールへの対応を検討する。

＊県内でNBCR災害が発生した場合に備え、平素か

ら関係機関相互の連携を図る。
!
#
%"
%#
$

「NBCR災害」とは、核（Nuclear）、生物剤（Bio-

logical）、化学剤（Chemical）及び放射能（Radio-

logical）による災害をいう。

＊麻薬事故防止対策、麻薬・覚せい剤乱用防止運動

（麻薬・向精神薬の説明会、新入会員の指導）を

展開する。

＊SARSをはじめとする各種感染症対策を図る。

＊緊急時感染症FAXサービス網の医療機関登録を

推進する。

＊感染症サーベイランス、Ｂ型及びＣ型肝炎対策、

MRSA対策、院内感染対策の充実を図る。

＊各種予防接種医療機関を登録する。

＊感染症予防法及び県予防計画の周知と協力を行う。

＊県との連携によりインフルエンザワクチンの安定

供給に努める。

○ 検討委員会

�外 鳥取県民チャンネル

コンテンツ協議会

�外 全国医療情報システ

ム連絡協議会

�外 鳥取県環境管理事業

センター参与会

○ ACLS委員会

�外 鳥取県防災会議

○ 救急医療担当理事連

絡協議会

�外 鳥取県メディカルコ

ントロール協議会

�外 鳥取県NBCR災害対

処現地関係機関連絡会

議

�外 薬物乱用防止推進本

部会議

�外 エイズ対策専門家会

議

�外 エイズ対策委員会

○ 感染症危機管理対策

委員会

○ 日医感染症危機管理

対策会議

�外 鳥取県インフルエン

ザワクチン対策委員会

事 業 項 目 具 体 的 事 項 会議・委員会等
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� 県及び関係諸団体

の公衆衛生活動への

協力

	 共同利用施設対策


 健康とっとりへの

協力

５．地域医療対策

� 地域医療計画対策

� 地域医療連携推進

対策

� 老人保健福祉対策

� 医療法改正対策

６．社会保障医療対策

� 医療保険制度対策

� 介護保険制度対策

� 社会保障医療対策

＊予防接種の広域化について検討する。

＊関係団体等との連携を図る。
!
#
#
"
#
#
$

公衆衛生協会、保健事業団、社会福祉協議会、社

会福祉審議会、献血推進協議会、交通対策協議会、

環境審議会、医療情報研究会、山陰地区感染症懇

話会、臓器バンク

＊医師会立の医療関連施設の充実対策を推進する。

＊「健康とっとり」の推進に努める。

＊保健医療計画の改定に伴う対策を進める。

＊地域医療体制の安定化を推進する。

＊有床診療所対策を図る。

＊診療連携、病診連携、病病連携の推進を図る。

＊保健・医療・福祉の連携充実を図る。

＊老人保健福祉計画の見直しへの対応を図る。

＊老人福祉施設対策を図る。

＊老人訪問看護制度の対応を検討する。

＊改正医療法への対応を検討する。

＊医療特区、混合診療導入反対の運動を引き続き展

開する。

＊社会保障制度の抜本的改正対策を検討する。

＊医療保険制度改革対策を図る。

＊特別医療制度への協力を図る。

＊薬剤定価・給付基準額制への対策を図る。

＊社会保険診療報酬改定への対応を推進する。

＊高齢者医療制度創設の対応を検討する。

＊介護保険の運営に伴う対策の検討を行う。

＊介護支援専門員組織との連携を推進する。

＊介護保険事業計画の改正に伴う対策を図る。

＊適正診療、適正審査の推進を図る。

＊請求事務適正化対策等の調査検討を行う。

＊健保・生保・国保の指導、監査、集団指導、自主

的指導計画を検討する。

＊関係法令の周知と地区医師会との連絡強化を図る。

○ 中国四国医師会共同

利用施設連絡協議会

（担当：山口県１７．８．

２７）

�外 職域保健連絡協議会

�外 健康とっとり推進協

議会

�外 鳥取県医療審議会

�外 保健医療推進会議

�外 全国有床診療所連絡

協議会

�外 老人保健福祉計画推

進委員会

�外 介護実習普及セン

ター運営委員会

○ 介護保険対策委員会

○ 社会保障部委員会

［総会・常任委員会］

○ 社会保険指導者講習

会

○ 社会保険事務局との

事 業 項 目 具 体 的 事 項 会議・委員会等
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� 県及び関係団体と

の連絡協調

� 社会保険通信、社

会保障部だよりの発

行

７．医政対策

� 日医及び日医連と

の連絡

� 中国四国医師会連

合との連携

� 県及び関係団体と

の連絡強化

� 三師会との連絡

� 国際交流の推進

＊新規開業医療機関の医事研修を行う。

＊介護保険診療に伴う個別指導への対応を検討する。

＊基金、国保連等との連絡強化を図る。（基金幹事

会、国保連業務運営委員会、基金・国保審査委員

会など）

＊県などの各種委員会へ委員等を派遣する。（地方

社会保険医療協議会、社会福祉審議会など）

＊健保、国保、結核予防、生保、特別医療など医療

保険関係情報の周知徹底を図る。

＊新入会員への啓発研修を行う。

＊日医での諸会議へ役員を派遣し、情報収集、連携

を図る。

＊メディファクスを購読し、最新情報を収集する。

＊中国四国医師会連合各県との連携強化を図る。

＊山陰両県医師会の連携を図る。

＊県及び関係団体の諸会議、諸行事に協力する。

＊県教育委員会との連携を推進する。

＊県警察本部との連携を図る。

＊県人権文化センターとの連携を図り、人権擁護活

動を推進する。

＊虐待防止対策を図る。

＊三師会の連携強化を図る。（当番：歯科医師会）

＊医療保険対策の連携を図る。

＊諸外国医師会との交流事業を推進する。

＊外国人バリアフリーの推進に協力する。

打合会

○ 福祉保健課との打合

会

○ 健保組合との懇談会

○ 国保連合会との懇談

会

○ 日医代議員会

○ 都道府県医師会長協

議会

○ 日医の各担当理事連

絡協議会

○ 日医の各種委員会

○ 日医連執行委員会

○ 日医医療政策シンポ

ジウム

○ 中国四国医師会連合

総会（高松市１７．５．２８

～２９）

○ 中国四国医師会連合

各分科会

○ 中国四国医師会連合

常任委員会

○ 中国四国医師会連合

各種研究会

○ 医療懇話会

○ 県教育委員会との連

絡協議会

�外 犯罪被害者支援連絡

協議会

�外 鳥取県人権文化セン

ター理事会

�外 鳥取県国際交流財団

理事会
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� 県医連との連携

� 国民のための医療

推進協議会とっとり

の推進

８．医療経済対策

� 医業経営対策

� 看護職員対策

� 地域社会活動に対

する協力制度の確立

９．広報活動の充実

� 医師会報の発行

� 広報の強化

� 報道関係など対外

広報との連絡

� 県民健康教育

１０．部会活動の強化

� 母体保護法指定医

部会

� 学校医部会

＊医師連盟との連携強化を図る。

＊協議会の構成団体の連携により国民のための医療

を守るため、講演会等を開催する。

＊医業経営に関する情報提供を行う。（麻薬、保険、

協力貯蓄、共済会、医師年金、日本医師従業員国

民年金基金、医療機関厚生年金基金、調査統計等）

＊各種の税制対策に関する情報収集に努める。

＊看護職員養成対策の強化を図る。

＊看護高等専修学校との連携強化、情報交換を図る。

＊看護師の卒後教育の充実を図る。

＊訪問看護ステーション、ナースセンター運営事業

へ協力する。

＊各種検診料、検査料等医師報酬の適正化、事故対

策を検討する。

＊取材活動の拡充、編集方針の検討、会報の充実を

図る。

＊医師会サーバによる情報発信の充実を図る。

＊会員向けの広報を徹底する。

＊県民向けの広報活動を強化する。

＊報道関係との連絡、各種団体対外広報との連携を

図る。（医師会報、日医ニュース、その他各種資

料の配布）

＊公開健康講座及び健康セミナーの開催、「保健の

窓」「健康なんでも相談室」を新聞に掲載し、県

民健康教育の充実を図る。

＊生活習慣病対策セミナーを地区医師会の協力のも

と開催する

＊健康相談（毎週木曜日）を継続運営する。

＊県民カレッジ事業へ協力する。

＊母体保護法指定医師の指定審査を行う。

＊学校医活動の強化を図る。

○ 医師会活動説明会

○ 広島国税局との懇談

会

○ 日医医療関係者担当

理事連絡協議会

○ 看護高等専修学校連

絡協議会

�外 准看護師試験委員会

�外 看護職員確保対策協

議会

�外 ナースセンター事業

運営委員会

○ 広報委員会

○ 会報編集委員会

○ 健康セミナー

○ 公開健康講座１２回

（２回程度は出張講座

とする）

○ 母体保護法指定医師

審査委員会

○家族計画母体保護法指

導者講習会

○ 学校医部会運営委員
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� 健康スポーツ医部

会

� 労災指定医部会

� 産業医部会

� 病院部会

� 勤務医部会

� 自賠責部会

＊学校医研修会を開催し、学校医の資質向上を図る。

＊学校保健会報等広報の充実を図る。

＊鳥取県学校保健会との連携強化を図る。

＊日医学校医講習会、全国及び中国地区学校医大会

への出席と伝達講習を行う。

＊「日医認定健康スポーツ医」の認定審査、申請を

行う。

＊鳥取労働局との連絡協調を図る。

＊労災保険情報センター（RIC）との連携強化を図

る。

＊労災保険研修会を開催する。

＊産業医活動の強化を図る。

＊産業医研修会を開催し、産業医の資質向上を図る。

＊日医認定産業医の審査、申請を行う。

＊各地域産業保健センターの活動を支援する。

＊鳥取産業保健推進センターの活動に協力する。

＊医療業務の向上、病院経営の改善を支援する。

＊日医病院委員会、鳥取県病院協会との連携強化を

図る。

＊勤務医の入会促進、勤務医部会活動の充実を図る。

＊医師会活動説明会を開催し、加入促進を図る。

＊自賠責保険診療費算定基準の推進を図る。

＊自賠責保険研修会を開催する。

＊自賠責保険診療費におけるトラブルの解決処理に

あたる。

会

○ 学校医・学校保健研

修会

○ 日医学校医講習会

○ 日医乳幼児保健講習

会

○ 全国学校保健・学校

医大会（滋賀県１７．１１．

１２）

○ 中国地区学校医大会

（山口県１７．８．７）

○ 日医健康スポーツ医

学講習会

○ 健康スポーツ医学再

研修会

�外 日体協スポーツ医学

講習会

�外 労災保険運営協議会

�外 労災保険診療費審査

委員会

�外 労災診療協議会

○ 産業医部会運営委員

会

○ 産業医研修会

○ 産業保健活動推進全

国会議

�外 鳥取県産業保健協議

会

�外 産業保健推進セン

ター運営協議会

�外 鳥取県産業安全衛生

大会

○ 全国医師会勤務医部

会連絡協議会（高松市

１７．１０．２２）

○ 鳥取県自動車保険医

療連絡協議会
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１１．会員福祉対策

� 医師国保組合との

連絡提携

� 生命保険、損害保

険団体業務の継続

� 協力貯蓄の推進

� 勤務医協力貯蓄の

推進

� 社会福祉医療事業

団の活用

� 共済制度の継続運

営

� 医事紛争対策

� 医師賠償責任保険

の継続

	 日医医師年金等へ

の加入促進


 鳥取県医療機関厚

生年金基金への対応

� その他の会員福祉

１２．地区医師会との連絡

強化

� 地区医師会との連

絡

� 事務連絡の強化

１３．諸規程改正

１４．会館運営

＊医師国保組合事業に協力する。

＊医師賠償責任保険、所得補償保険の募集を行う。

＊グループ保険の募集を行う。

＊協力貯蓄制度の見直しの定義を図る。（銀行の指

定制等）

＊新制度による第９次協力貯蓄を推進する。

＊新たに第８次勤務医協力貯蓄を推進する。（銀行

の指定制等）

＊施設整備資金融資の活用を勧める。

＊共済会制度を推進する。

＊勤務医会員の加入を推奨する。

＊日医医師賠償責任保険及び日医特約保険との連絡

を図る。

＊研修会を開催する。

＊医師賠償責任保険、施設賠償責任保険の加入を推

奨する。

＊勤務医会員の加入を推奨する。

＊日医特約保険の加入を推奨する。

＊日医医師年金、日本医師・従業員国民年金基金へ

の加入を推奨する。

＊運営等現状の分析を図る。

＊救済事業、表彰弔意、カウンセリング等を行う。

＊「女性医師の会（仮称）」の設立を検討する。

＊各種の連絡会議を開催し、連携強化を図る。

＊県医師会及び各地区医師会の事務局間相互の連携

強化を図る。

＊諸規程の見直しを検討する。

＊会館の管理運営を図る。

○ 共済会運営委員会

○ 医事紛争処理委員会

○ 中国四国医師会医事

紛争研究会（担当：香

川県）

○ 各地区医師会との懇

談会

○ 地区医師会長協議会

○ 地区医師会各担当理

事連絡協議会

○ 事務局職員連絡協議

会

○ 諸規程改正検討委員

会
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第３号議案 平成１７年度鳥取県医師会会費減免申請承認について

平成１７年度鳥取県医師会会費減免申請書

【高齢・病気】

所 属 医 師 会 会 員 種 別 氏 名 申 請 理 由

東 部 Ｂ 渡 辺 元 老齢会員

〃 Ｂ 井 � 太 郎 〃

〃 Ｂ 原 田 恒 夫 〃

〃 Ｂ 牧 野 禮 一 郎 〃

〃 A１ 西 尾 吉 兵 衛 〃

〃 Ｂ 星 野 信 敏 〃

〃 Ｂ 桑 田 岩 雄 〃

〃 Ｂ 松 本 安 博 〃

〃 A１ 松 岡 京 子 〃

〃 Ｂ 林 暁 〃

〃 Ｂ 戸 田 喜 久 〃

〃 A１ 坂 本 義 博 〃

〃 Ｂ 上 村 治 〃

〃 A１ 縄 田 隆 淑 〃

〃 Ｂ 坂 本 紀 美 子 〃

〃 Ｂ 島 重 夫 〃

〃 Ｂ 井 � 成 子 〃

〃 Ｂ 巨 島 怜 子 〃

〃 Ｂ 森 田 昌 功 〃

〃 Ｂ 村 尾 ち さ と 〃

〃 Ｂ 大 槻 正 巳 〃

〃 Ｂ 池 田 英 樹 病気療養中

〃 Ｂ 塩 宏 〃

〃 A１ 桑 田 隆 志 〃

中 部 Ｂ 米 増 保 老齢会員

〃 A１ 斎 藤 鈴 子 〃

〃 Ｂ 松 田 伸 〃

〃 A１ 名 島 俊 一 〃

〃 Ｂ 安 梅 み ど り 〃

〃 A１ 佐 々 木 安 夫 〃

〃 A１ 徳 岡 淳 一 〃
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所 属 医 師 会 会 員 種 別 氏 名 申 請 理 由

中 部 Ｂ 宮 川 鉄 男 老齢会員

〃 Ｂ 早 川 慶 子 〃

〃 A１ 大 石 恒 善 〃

〃 Ｂ 山 名 忠 己 病気療養中

西 部 Ｂ 田 中 喜 美 恵 老齢会員

〃 Ｂ 小 谷 晴 彦 〃

〃 Ｂ 都 田 睦 子 〃

〃 A１ 板 倉 奨 〃

〃 Ｂ 渡 邉 豊 〃

〃 A１ 入 沢 俊 夫 〃

〃 Ｂ 中 下 静 夫 〃

〃 Ｂ 笠 木 慶 治 〃

〃 Ｂ 田 中 禾 一 〃

〃 Ｂ 島 隆 允 〃

〃 Ｂ 木 下 準 四 郎 〃

〃 Ｂ 川 西 基 次 〃

〃 Ｂ 都 田 治 〃

〃 Ｂ 木 下 干 城 〃

〃 Ｂ 佐 古 恒 徳 〃

〃 Ｂ 脇 田 收 吉 〃

〃 Ｂ 花 園 直 人 〃

【研修医】

所 属
医師会

会員
種別 氏 名 所 属 病 院 所 属

医師会
会員
種別 氏 名 所 属 病 院

東 部 Ｂ 北野 和美 鳥取県立中央病院 東 部 Ｂ 熊野健太郎 鳥取赤十字病院

〃 Ｂ 遠藤 功二 〃 〃 Ｂ 山本 学 〃

〃 Ｂ 佐々木修治 〃 〃 Ｂ 武田 洋平 〃

〃 Ｂ 橋本 由徳 〃 西 部 Ｂ 山田 健作 山陰労災病院

〃 Ｂ 伊奈雄二郎 〃 〃 Ｂ 中村 文子 〃

〃 Ｂ 植垣 正幸 〃 〃 Ｂ 真鍋 麻紀 〃

〃 Ｂ 井上 明彦 〃 鳥取大学 Ｂ 佐々木慎一 鳥取大学医学部附属病院

〃 Ｂ 早田 裕 鳥取市立病院 〃 Ｂ 加藤 芳弘 〃

〃 Ｂ 檜垣 文代 〃 〃 Ｂ 門脇 光俊 〃

〃 Ｂ 檜垣 貴哉 〃 〃 Ｂ 村上 大気 〃
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所 属
医師会

会員
種別 氏 名 所 属 病 院 所 属

医師会
会員
種別 氏 名 所 属 病 院

鳥取大学 Ｂ 塚本 和充 鳥取大学医学部附属病院 鳥取大学 Ｂ 松下 博亮 鳥取大学医学部附属病院

〃 Ｂ 遠藤 雅之 〃 〃 Ｂ 松村 博史 〃

〃 Ｂ 佐野 仁志 〃 〃 Ｂ 福本 誠 〃

〃 Ｂ 山本由紀美 〃 〃 Ｂ 亀岡 聖史 〃

〃 Ｂ 野中 道子 〃 〃 Ｂ 田部 敦子 〃

〃 Ｂ 宮下 聡 〃 〃 Ｂ 片寄 道子 〃

〃 Ｂ 矢間 敬章 〃 〃 Ｂ 三宅 孝典 〃

〃 Ｂ 濱本 佑樹 〃 〃 Ｂ 高垣 知伸 〃

〃 Ｂ 兒玉 渉 〃 〃 Ｂ 眞砂 俊彦 〃

〃 Ｂ 足立加津彦 〃 〃 Ｂ 春木 朋広 〃

〃 Ｂ 矢部 智子 〃 〃 Ｂ 瀧村 和則 〃

〃 Ｂ 佐々木千香 〃
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第４号議案 平成１７年度鳥取県医師会一般会計収支予算について

平成１７年度鳥取県医師会一般会計収支予算

【収入の部】
（単位：千円）

大 中 小 当初予
算 額

前年度
予算額

比較増
減 額 摘 要

１．会 費 ８３，６２８８３，３８７ ２４１

１．会費収入
（４８．９１％）

７８，６２８７８，３８７ ２４１

１．会費収入 ７６，３０３７６，００３ ３００

� 均等割
会費収入 ２４，３０３２４，００３ ３００

A１＠２５，０００×４３３人＝１０，８２５，０００円
A２ ２４人＝４，５５０，０００円
Ｂ ＠１２，０００×７４４人＝８，９２８，０００円

� 所得割
会費収入 ５２，０００５２，０００ ０６，５００万円×２．２／１，０００＝１４３，０００円

２．特別会費
収入 ２，３２５ ２，３８４ －５９

� 医事紛
争処理委
員会会費

８１１ ８０１ １０ ＠１，８００×４５１人

� 学校医
部会会費 ６５４ ６７５ －２１ ＠３，０００×２１８人

� 産業医
部会会費 ８６０ ９０８ －４８ ＠２，０００×４３０人

２．入会金収
入
（３．１１％）

５，０００ ５，０００ ０

１．入会金収
入 ５，０００ ５，０００ ０ ＠５００，０００×１０人

２．負 担 金 ２，４２１ ２，３９７ ２４

１．負担金収
入
（１．５１％）

２，４２１ ２，３９７ ２４

１．社会保険
通信負担金 ５６１ ５３７ ２４ ＠２，４００×２３４部

２．会館維持
負担金 １，８６０ １，８６０ ０ 医師国保組合、北陽サービス負担金

３．補 助 金 １４，４７４１２，１５９ ２，３１５

１．補助金等
収入
（９％）

１４，４７４１２，１５９ ２，３１５

１．日医補助
金 ５，５９９ ４，９５７ ６４２

都道府県医師会助成費２，７００，０００円
生涯教育助成費 １，１７９，７５０円
勤務医活動助成費 ５００，０００円
年金普及推進運動助成費 ６０，０００円
医賠責特約保険運営経費４６０，０００円
セミナー「脳・心血管疾患講座」開催補助金

４００，０００円
指導医のための教育ワークショップ補助金

３００，０００円

２．県 委 託
金・補助金 ７，１７６ ５，５５１ １，６２５

特別医療協力費 ５，０００，０００円
臨床検査精度管理委託金７００，０００円
在宅医療推進実地研修費９３６，０００円
児童虐待防止に関する医師等講習会委託金

５４０，０００円
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大 中 小 当 初
予算額

前年度
予算額

比 較
増減額 摘 要

３．産業医研
修委託金 １，６９９ １，６５１ ４８ 産業医研修委託金 １，４１９，０００円

産業医研修連絡協議会 ２８０，０００円

４．寄 付 金 １０ １０ ０

１．寄 付 金
（０．０１％）

１０ １０ ０

１．寄 付 金 １０ １０ ０

５．雑 収 入 １０，１７７１０，４６２ －２８５

１．雑 収 入
（６．３３％）

１０，１７７１０，４６２ －２８５

１．受取利息 ３０ ３０ ０ 普通預金・積立金利息

２．雑 収 入 ７，７６７ ７，７９２ －２５

医師賠償保険人件費負担金
１，９６０，０００円

健対協人件費負担金 ４，１２７，０００円
健対協消耗品費等負担金６００，０００円
医学雑誌別刷個人負担分等

３００，０００円
労災保険情報センター協力費

６８０，０００円
その他 １００，０００円

３．広告・手
数料他収入 ２，３８０ ２，６４０ －２６０

会報・医学雑誌・会員名簿広告料等
１，９４０，０００円

会場使用料 １００，０００円
日医認定産業医・スポーツ医申請手数料

３００，０００円
母体保護法指定医指定手数料

４０，０００円

６．繰 入 金 ２０，０００１８，５００ １，５００

１．繰 入 金
（１２．４４％）

２０，０００１８，５００ １，５００

１．生命保険
事務費繰入 ２０，０００１８，５００ １，５００

７．特定預金
取 崩 収 入

４０ ４０ ０

１．特定預金
取崩収入
（０．０２％）

４０ ４０ ０

１．緊急事業
積立金取崩
収入

１０ １０ ０

２．役員退職
慰労金積立
金取崩収入

１０ １０ ０

３．職員退職
積立金取崩
収入

１０ １０ ０

４．医事紛争
処理積立金
取崩収入

１０ １０ ０

当 期 収 入 合 計 � １３０，７５０１２６，９５５ ３，７９５

前期繰越収支差額（１８．６７％） ３０，０００３０，０００ ０

収 入 合 計 � １６０，７５０１５６，９５５ ３，７９５
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【支出の部】
（単位：千円）

大 中 小 当初予
算 額

前年度
予算額

比較増
減 額 摘 要

１．事 業 費
（３８．３３％）

６１，６１３５７，５４１ ４，０７２

１．医学向上
費
（６．３１％）

１０，１４０ ９，１００ １，０４０

１．医学会費 ４，１５０ ２，８５０ １，３００

医学会費（２回） １，２００，０００円
生涯教育講座地区委託金

１，０００，０００円
生涯教育委員会（１回）３００，０００円
鳥取医学賞 １５０，０００円
卒後臨床研修対策委員会２００，０００円
セミナー「脳・心血管疾患講座」開催経費

４００，０００円
指導医のための教育ワークショップ開催経費

９００，０００円

２．中国四国
医師会医学
会費

１，５９０ １，８５０ －２６０ 旅費（島根） １，１００，０００円
諸費・負担金 ４９０，０００円

３．鳥取医学
雑誌発行費 ４，４００ ４，４００ ０

印刷費・送料（年４回）
３，６００，０００円

編集委員会費 ８００，０００円

２．地域社会
活動費
（７．３３％）

１１，７８１１１，０１１ ７７０

１．地域社会
対策費 ２，４９０ ２，８７０ －３８０

健康対策協議会補助金１，３００，０００円
禁煙指導対策委員会 ３００，０００円
禁煙指導対策地区医師会補助金

３００，０００円
児童虐待防止に関する医師等講習会地区委託金

５４０，０００円
その他 ５０，０００円

２．調査研究
費 ２，７７９ ２，７７９ ０

臨床検査精度管理委員会（２回）
２５０，０００円

臨床検査精度管理報告書他
２，０００，０００円

メディファックス購読料４２９，０００円
資料整備費 １００，０００円

３．救急・防
災対策費 １，８１２ １，１１２ ７００

防災・救急医療担当理事連絡協議会
２００，０００円

救急医療対策費 １５０，０００円
ACLS委員会 ２００，０００円
救急医療研修に関する備品購入費

１，２００，０００円
衛星携帯電話使用料 ６２，０００円

４．情報シス
テム対策費 ４，２００ ４，２５０ －５０

情報システム運営管理費
３，０５０，０００円

情報システム運営委員会（１回）
２５０，０００円

情報システム整備費 ３００，０００円
全国医療情報システム連絡協議会

２００，０００円
情報システムに関する講演会・会議費

４００，０００円

５．感染症対
策費 ５００ ０ ５００

感染症危機管理対策委員会
３００，０００円

感染症危機対策費 １００，０００円
インフルエンザ対策費 １００，０００円
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大 中 小 当 初
予算額

前年度
予算額

比 較
増減額 摘 要

３．社会保障
対策費
（３．４４％）

５，５３６ ５，１８０ ３５６

１．社会保障
医療対策費 ２００ ２００ ０ 健保・生保立会旅費

２．社会保障
部費 ２，９００ ２，５００ ４００

社会保障部委員会総会（１回）
９５０，０００円

社会保障部常任委員会（１回）
３００，０００円

社会保険指導者講習会 ３００，０００円
健保組合・国保連合会との懇談会

３５０，０００円
保険対策費他 １，０００，０００円

３．介護保険
対策費 １，１３６ １，１８０ －４４

介護保険対策委員会（２回）
２００，０００円

在宅医療推進研修費地区委託金
９３６，０００円

４．社会保険
通信発行費 １，３００ １，３００ ０ 社会保険通信、社会保障部だより

４．医政対策
費
（２．８９％）

４，６５０ ４，９００ －２５０

１．医政関係
費 １，４００ １，９００ －５００

医療懇話会 ３００，０００円
三師会 ３００，０００円
医政活動費 ８００，０００円

２．診療情報
提供・医療
安全対策費

１，１５０ １，２００ －５０

診療情報提供推進委員会２００，０００円
診療情報提供対策費他 １００，０００円
医療安全対策委員会 ２５０，０００円
医療安全対策講演会他 ６００，０００円

３．個人情報
保護対策費 ３００ ０ ３００ 会議費 １００，０００円

資料作成費他 ２００，０００円

４．会長交際
費 ６００ ６００ ０

５．県医交際
費 １，２００ １，２００ ０

５．医療経済
対策費
（１．２９％）

２，０７０ ２，１７０ －１００

１．経営対策
費 ６００ ６００ ０

医師会活動説明会 ３００，０００円
有床診療所対策費 ２００，０００円
経営対策費 １００，０００円

２．医療事故
対策費 １，４７０ １，５７０ －１００

医事紛争処理委員会（１回）
２００，０００円

医療事故講演会 ２００，０００円
旅費・調査費他 ４００，０００円
弁護士顧問料（２名） ６７０，０００円

６．広報活動
費
（６．６４％）

１０，６７０ ９，７００ ９７０

１．会報費 ９，９７０ ９，０００ ９７０

印刷費（月１回）・臨時号（年１回）・
６００号記念特集号 ８，５００，０００円
送料 １，３２０，０００円
編集費 １５０，０００円

２．広報宣伝費 ７００ ７００ ０ 対内・対外広報活動費

７．部 会 費
（４．０１％） ６，４５０ ６，１００ ３５０
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大 中 小 当 初
予算額

前年度
予算額

比 較
増減額 摘 要

１．母体保護
法指定医部
会

３００ ３００ ０
母体保護法指定助成金 １００，０００円
母体保護法指定医審査委員会

２００，０００円

２．学校医部
会 ２，２５０ １，９００ ３５０

全国・中四国地区学校医大会他
５００，０００円

日本学校保健会々報 ２３０，０００円
学校保健会拠出金 ８０，０００円
地区医師会補助金（３地区）

８４０，０００円
学校医部会運営委員会・研修会他

６００，０００円

３．健 康 ス
ポーツ医部
会

３００ ３００ ０ 研修会他

４．労災・自
賠責部会 ４００ ４００ ０

労災・自賠責部会（１回）
２００，０００円

印刷費他 ２００，０００円

５．産業医部
会 ２，６００ ２，６００ ０

産業医研修会（４回）１，４４０，０００円
産業医部会運営委員会（１回）

２５０，０００円
産業保健協議会（１回）２５０，０００円
産業安全衛生大会 １１０，０００円
産業保健活動全国会議他１００，０００円
産業保健推進センター対策費

１００，０００円
送料他 ３５０，０００円

６．病院連絡
会議 ２００ ２００ ０ 病院協会補助金他

７．勤務医部
会 ４００ ４００ ０ 勤務医部会委員会他

８．福祉対策
費
（１．５３％）

２，４５０ ２，８００ －３５０

１．福祉事業
費 １，５５０ １，５００ ５０ 女性医師の会対策費 ２００，０００円

会員録印刷費他 １，３５０，０００円

２．表彰弔慰
費 ７００ １，１００ －４００

表彰費（喜寿米寿白寿祝含）
３００，０００円

弔慰費 ４００，０００円

３．協力貯蓄
運営費 ２００ ２００ ０ 印刷費、送料他

９．地区医師
会連絡費
（４．２７％）

６，８６６ ５，５８０ １，２８６

１．連絡協議
会費 １，７００ １，７００ ０

地区医師会長会議 ２００，０００円
地区医師会との懇談会（４回）

９００，０００円
看護・事務職員連絡会議４００，０００円
地区連絡費 ２００，０００円

２．地区医師
会補助金 １，４００ １，４００ ０

看護学校補助金（東・中・西部）
６００，０００円

健康教育活動補助金（東・中・西・大学）
８００，０００円

３．地区医師
会交付金 ２，５５０ １，２８０ １，２７０ 東部 ８５０，０００円、中部 ５５０，０００円

西部 ８５０，０００円、大学 ３００，０００円

４．事務費交
付金 １，２１６ １，２００ １６ 均等割会費×５％
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大 中 小 当 初
予算額

前年度
予算額

比 較
増減額 摘 要

１０．諸支出金
（０．６２％）

１，０００ １，０００ ０

１．特別事業
費 ５００ ５００ ０

２．その他支
出金 ５００ ５００ ０

２．総 務 費
（５４．２３％）

８７，１６５８６，１４３ １，０２２

１．事務費
（４４．２６％）

７１，１５０７０，２２７ ９２３

１．報 酬 ８，５７０ ８，５７０ ０

� 役員報
酬 ８，５６０ ８，５６０ ０

役員報酬 ８，０５０，０００円
・会長１人 ・副会長２人
・理事１２人 ・監事２人
・議長１人 ・副議長１人
税理士報酬 ５１０，０００円

� 退任役
員慰労金 １０ １０ ０

２．給 与 ３３，６５２３２，８６９ ７８３

� 給 料 ２２，５７５２１，９７３ ６０２ 職員８名 基本給

� 職員手
当 １１，０６７１０，８８６ １８１

期末勤勉手当 ８，８０６，０００円
管理職・職務手当 ７８４，７００円
時間外手当 １，０００，０００円
通勤手当 ４７７，０００円

� 退職金 １０ １０ ０

３．旅 費 ５，５００ ５，５００ ０ 役員旅費 ３，０００，０００円
職員旅費 ２，５００，０００円

４．一般事務
費 ４，１９２ ４，０２２ １７０

役務費 １，０００，０００円
需要費 ２，６００，０００円
会計事務管理費 １５２，０００円
会費等領収書送料他 ４４０，０００円

５．交 通 費 １，２００ １，４４０ －２４０

６．共 済 費 ６，４８６ ６，１７６ ３１０

健保厚生年金保険料 ４，５００，０００円
労働保険料 ８００，０００円
中小企業退職金共済掛金５７６，０００円
役員傷害保険料 ６１０，０００円

７．福利厚生
費 ５５０ ５５０ ０ 職員健康診断費用 ５０，０００円

職員福利費 ５００，０００円

８．光熱水費 ３，０００ ３，１００ －１００
電気代 ２，２００，０００円
水道・ガス代 ３００，０００円
灯油代 ５００，０００円

９．公 課 費 ８，０００ ８，０００ ０ 固定資産税 ５，０００，０００円
収益事業に係る税金 ３，０００，０００円

２．会 議 費
（５．６１％）

９，０２０ ９，０２０ ０

１．総 会 費 ６００ ６００ ０

２．代議員会
費 ２，３００ ２，３００ ０ 旅費（３回） １，４００，０００円

諸費・資料等 ９００，０００円

３．理事会費 ５，４７０ ５，４７０ ０ 常任理事会（１２回） １，５６０，０００円
理事会（１２回） ３，９１０，０００円
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大 中 小 当 初
予算額

前年度
予算額

比 較
増減額 摘 要

４．監事会費 ２００ ２００ ０ 旅費・諸費

５．委員会費 ４５０ ４５０ ０ 裁定委員会費 ２５０，０００円
諸規程改正検討委員会費２００，０００円

３．負 担 金
（０．７６％）

１，２２０ １，１０１ １１９

１．中国四国
医師会連合
負担金

９８０ ９５１ ２９
中国四国医師会連合総会（香川）

８６０，０００円
関係費負担金 １２０，０００円

２．関係団体
負担金 ２４０ １５０ ９０ 公衆衛生協会費等

４．会館管理
運営費
（３．６％）

５，７７５ ５，７９５ －２０

１．維持管理
費 ４，２７５ ４，２９５ －２０

会館清掃料 １，３５０，０００円
エレベーター保守料 ６６０，０００円
警備保障料 ５０４，０００円
空調設備保守点検料 ９１０，０００円
電気関係保安監理手数料２０６，０００円
自動火災報知設備保守料１６０，０００円
火災保険料 ２４０，０００円
オイルタンク管理料 １０５，０００円
その他の管理料 １４０，０００円

２．管理運営
費 １，５００ １，５００ ０ 営繕関係諸費

３．特定資産
支出
（２．９４％）

４，７３０ ４，０５０ ６８０

１．特定預金
支出
（２．９４％）

４，７３０ ４，０５０ ６８０

１．緊急事業
積立金 １０ １０ ０ 別途積立金 ４２，６５１，０００円

（１７・１・３１現在）

２．役員退職
慰労金積立
金

７３０ ７３０ ０ 別途積立金 ３，１２０，０００円
（１７・１・３１現在）

３．職員退職
給与積立金 ３，９８０ ３，３００ ６８０

１８年３月末必要額（８名分）
６３，８１２，１００円

中小企業退職金共済積立額
（１８・３・３１見込８名分）

１７，０７４，３２９円
別途積立金 ４２，７５９，１７９円
（１７・３・３１見込）

４．医事紛争
処理積立金 １０ １０ ０ 別途積立金 ４，８００，０００円

（１７・１・３１現在）

４．予 備 費
（４．５％）

７，２４２ ９，２２１ －１，９７９

１．予 備 費
（４．５％）

７，２４２ ９，２２１ －１，９７９

１．予 備 費 ７，２４２ ９，２２１ －１，９７９

当 期 支 出 合 計 � １６０，７５０１５６，９５５ ３，７９５

当期収支差額（Ａ－Ｃ） －３０，０００ －３０，０００ ０

次期繰越収支差額（Ｂ－Ｃ） ０ ０ ０
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第５号議案 平成１７年度鳥取県医師会共済会収支予算について

平成１７年度鳥取県医師会共済会収支予算

【収入の部】 （単位：千円）

科 目 当初予算額 前年度予算額 比較増減額 摘 要

１．会 費 １３，５７２ １３，２８４ ２８８
３６，０００円×２９３人＝１０，５４８，０００円

１８，０００円×１６８人＝３，０２４，０００円

２．財 産 収 入 ５ １０ －５ 積立金利息

３．雑 入 ３，００１ ３，７５１ －７５０ 積立金取崩金 ３，０００，０００円

当 期 収 入 合 計（Ａ） １６，５７８ １７，０４５ －４６７

前期繰越収支差額 ２，０００ ２，０００ ０

収 入 合 計（Ｂ） １８，５７８ １９，０４５ －４６７

【支出の部】

科 目 当初予算額 前年度予算額 比較増減額 摘 要

１．一般事務費 ３０ ３０ ０

２．委 員 会 費 ２００ ２００ ０

３．病気療養見舞金 １２，２４０ １２，２４０ ０

入院

１５，０００円×９０日×８人＝１０，８００，０００円

居宅

３，０００円×６０日×８人＝１，４４０，０００円

４．弔 慰 金 ５，０００ ５，０００ ０ ５００，０００円×１０人＝５，０００，０００円

５．配偶者弔慰金 １００ １００ ０ ５０，０００円×２人＝１００，０００円

６．退会慰労金 ３３０ ３２０ １０

７．災害見舞金 ５００ ５００ ０

８．積 立 金 １０ １０ ０
別途積立金 １２９，０７０，０００円

（１７．１．３１現在）

９．予 備 費 １６８ ６４５ －４７７

当期支出合計（Ｃ） １８，５７８ １９，０４５ －４６７

当期収支差額（Ａ－Ｃ） －２，０００ －２，０００ ０

次期繰越収支差額（Ｂ－Ｃ） ０ ０ ０
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第６号議案 平成１７年度鳥取県医師会生命保険取扱特別会計収支予算について

平成１７年度鳥取県医師会生命保険取扱特別会計収支予算

【収入の部】 （単位：千円）

科 目 当初予算額 前年度予算額 比較増減額 摘 要

１．団体事務費 １８，６００ １８，６００ ０
団体事務取扱手数料 ９社分

１，５５０，０００×１２か月

２．財 産 収 入 １ １ ０ 普通預金利息

当 期 収 入 合 計（Ａ） １８，６０１ １８，６０１ ０

前期繰越収支差額 ３，４００ ３，５００ －１００

収 入 合 計（Ｂ） ２２，００１ ２２，１０１ －１００

【支出の部】

科 目 当初予算額 前年度予算額 比較増減額 摘 要

１．一般事務費 ４４０ ２３０ ２１０ 口座振り替え手数料、通信費

２．繰 出 金 ２０，０００ １８，５００ １，５００ 一般会計へ

３．予 備 費 １，５６１ ３，３７１ －１，８１０

当期支出合計（Ｃ） ２２，００１ ２２，１０１ －１００

当期収支差額（Ａ－Ｃ） －３，４００ －３，５００ １００

次期繰越収支差額（Ｂ－Ｃ） ０ ０ ０

※配当金については毎年、かなりの変動があるが、全額、会員への配当金となるため計上していない。
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第７号議案 平成１７年度鳥取県医師会会館修繕積立金会計収支予算について

平成１７年度鳥取県医師会会館修繕積立金会計収支予算

【収入の部】 （単位：千円）

科 目 当初予算額 前年度予算額 比較増減額 摘 要

１．積 立 金 １０，３９２ １０，３９２ ０
Ａ１ ２，０００円×１２か月×

４３３人＝１０，３９２，０００円

２．雑 入 １ １ ０ 普通預金利息

当 期 収 入 合 計（Ａ） １０，３９３ １０，３９３ ０

前期繰越収支差額 １５，９９０ ４，８１４ １１，１７６

収 入 合 計（Ｂ） ２６，３８３ １５，２０７ １１，１７６

【支出の部】

科 目 当初予算額 前年度予算額 比較増減額 摘 要

１．諸 経 費 １０ １０ ０

２．修 繕 費 ２６，３７３ １５，１９７ １１，１７６ 大規模修繕等

当期支出合計（Ｃ） ２６，３８３ １５，２０７ １１，１７６

当期収支差額（Ａ－Ｃ） －１５，９９０ －４，８１４ －１１，１７６

次期繰越収支差額（Ｂ－Ｃ） ０ ０ ０
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第166回・第167回・第168回
県医師会代議員会議事録

　平成15年度決算及び平成17年度事業計画・予算等については、既報のとおり第167回

臨時代議員会（16.８.７）と第168回定例代議員会（17.２.26）において、原案どおり承

認可決されました。 
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